
                         消 防 消 第 1 4 4 号 
消 防 広 第 1 3 2 号 
消 防 地 第 1 5 3 号 
令和元年９月 17 日 

 

各都道府県消防防災主管部局長  

東京消防庁・各指定都市消防長 

 

消防庁消防・救急課長 

消防庁広域応援室長 

消防庁地域防災室長 

【 公 印 省 略 】    

 

航空法及び運輸安全委員会設置法の一部を改正する法律等の 

施行について（通知） 

 

 令和元年９月 18日付けで航空法及び運輸安全委員会設置法の一部を改正する

法律（令和元年法律第 38号。以下「改正法」という。）が一部施行され、また、

同日付けで航空法施行規則の一部を改正する省令（令和元年国土交通省令第 29

号。以下「改正省令」という。）が全面施行されることにより、下記のとおり無

人航空機の飛行ルールが追加されるとともに、アルコール又は薬物の影響下で

航空機の操縦を行った場合の罰則が強化されます。 

 また、同日付けで無人航空機の飛行禁止空域等を定める告示（令和元年国土交

通省告示第 460号。以下「告示」という。）が全面施行されることにより、下記

のとおり一部の空港について無人航空機の飛行禁止空域が拡大されます。 

 各団体におかれては、適切に御対応いただくようお願いしますとともに、各都

道府県におかれては、貴都道府県内の市町村（消防の事務を処理する一部事務組

合等を含む。）に対しても、この旨周知していただくようお願いします。 

 

記 

 
１ 無人航空機の飛行ルールの追加について（改正法による改正後の航空法（昭

和 27年法律第 231号）（以下「新航空法」という。）第 132条の２、改正省

令による改正後の航空法施行規則（昭和 27年運輸省令第 56号）（以下「新航

空法施行規則」という。）第 236条の４、第 236条の５関係) 

以下の無人航空機の飛行ルールが追加されます。 

(1) アルコール又は薬物の影響下で飛行させないこと 

(2) 次に掲げる事項について、飛行前確認を行うこと 

殿 



・ 当該無人航空機の状況（外部点検及び作動点検を行うこと） 

・ 当該無人航空機を飛行させる空域及びその周囲の状況 

・ 当該飛行に必要な気象情報 

・ 燃料の搭載量又はバッテリーの残量 

(3) 航空機又は他の無人航空機との衝突を予防するため、次に掲げる方法に

より飛行させること 

・ 無人航空機の飛行経路上及びその周辺の空域において飛行中の航空機

を確認した場合であって、衝突のおそれがあると認められるときは、無

人航空機を地上に降下させることその他適当な方法を講じること 

・ 無人航空機の飛行経路上及びその周辺の空域において飛行中の他の無 

人航空機を確認したときは、次に掲げる方法により飛行させること 

イ 当該他の無人航空機との間に安全な間隔を確保して飛行させること 

ロ イの方法によることができない場合であって、衝突のおそれがあると

認められるときは、無人航空機を地上に降下させることその他適当な方

法を講じること 

(4) 不要な急降下等他人に迷惑を及ぼすような方法で飛行させないこと 

 

２ 無人航空機の飛行禁止空域の拡大について（新航空法第 132 条第１号、新

航空法施行規則第 236条第１号、告示関係） 

  新千歳空港、成田国際空港、東京国際空港、中部国際空港、関西国際空港、

大阪国際空港、福岡空港、那覇空港では、従来の飛行禁止空域に加えて、新た

に進入表面若しくは転移表面の下の空域又は空港の敷地の上空の空域が飛行

禁止空域となります。飛行禁止空域で無人航空機を飛行させようとする場合に

は、安全面の措置をした上で、国土交通大臣の許可を受ける必要があります。 

 

３ アルコール又は薬物の影響下で航空機の操縦を行った場合の罰則の強化に

ついて（新航空法第 70条、第 148条の３関係） 

  アルコール又は薬物の影響下で航空機の操縦を行った場合の罰則が「１年

以下の懲役又は 30万円以下の罰金」から「３年以下の懲役又は 50万円以下の

罰金」に強化されます。 

 
参考資料 

・別添１ 航空法及び運輸安全委員会設置法の一部を改正する法律（令和元年法

律第 38号） 

・別添２ 航空法施行規則の一部を改正する省令（令和元年国土交通省令第 29

号） 

・別添３ 無人航空機の飛行禁止区域等を定める告示（令和元年国土交通省告示

第 461号） 



・別添４ （ポスター）国土交通省からのお知らせ～無人航空機(ドローン・ラ

ジコン機等)の飛行ルールについて～ 

・別添５ （リーフレット）国土交通省からのお知らせ～無人航空機(ドローン・

ラジコン機等)の飛行ルールについて～ 

・別添６ 無人航空機（ドローン・ラジコン機等）の安全な飛行のためのガイド

ライン 

・別添７ 無人航空機に関するＱ＆Ａ 

・別添８ 無人航空機に係る規制の運用における解釈について 

・別添９ 無人航空機の飛行に関する許可・承認の審査要領 

・別添 10 「航空機乗組員の飲酒による運航への影響について（航空法第 70条

関係）」の制定に係る対応について（平成 31年４月５日消防広第 85号

消防庁広域応援室長通知） 

 

 

 

 
【問合せ先】 
（１、２に関すること） 
消防庁消防・救急課 喜多、本田、五十川 
電話：03-5253-7522 

消防庁地域防災室  石川、岩熊 

電話：03-5253-7561 
（３に関すること） 
消防庁広域応援室  中道、殿谷、大胡 
電話：03-5253-7527 
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げ
て
い
な
い
も
の
は
、

次
の
表
に
よ
り
、

航
空
法
施
行
規
則

「
対
象
規
定
」

と
い
う
。
）

は
、
そ
の
標
記
部
分
が
同
一
の
も
の
は
当
該
対
象
規
定
を
改

（
昭
和
二
十
七
年
運
輸
省
令
第
五
十
六
号
）

航
空
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

令
和
元
年
八
月
二
十
三
日

施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

、
並
び
に
航
空
法

0
国
土
交
通
省
令
第
二
十
九
号

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

石

井

啓

航
空
法
及
び
運
輸
安
全
委
員
会
設
置
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
元
年
法
律
第
三
十
八
号
）

（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
百
三
十
一
号
）
第
二
十
条
第
二
項
及
び
第
五
項
、
第
百
四
条
第
一
項
、

第
三
項
及
び
第
四
項
、
第
百
三
十
二
条
第
一
号
、
第
百
三
十
二
条
の
二
第
二
号
及
び
第
三
号
、
第
百
三
十
四
条
の
三
、

第
百
三
十
七
条
第
一
項
及
び
第
二
項
、
第
百
三
十
七
条
の
二
並
び
に
第
百
三
十
七
条
の
四
の
規
定
に
基
づ
き
、
航
空
法

改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る

規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
、

傍
線
を
付
し
た
規
定
（
以
下

正
後
欄
に
掲
げ
る
も
の
の
よ
う
に
改
め
、

欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
と
し
て
移
動
し
、

こ
れ
を
削
り
、

国
土
交
通
大
臣

改
正
前
欄
及
び
改
正
後
欄
に
対
応
し
て
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
重

そ
の
標
記
部
分
が
異
な
る
も
の
は
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
を
改
正
後

改
正
前
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
後
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲

改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
前
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ

の
施
行
に
伴
い
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て
い
な
い
も
の
は
、

こ
れ
を
加
え
る
。
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目
次第

一
章
＼
第
五
章
（
略
）

第
六
章
航
空
機
の
運
航
（
第
百
三
十
三
条
ー
第
二
百
九
条
の
二
）

第
七
章
・
第
八
章
（
略
）

第
九
章
無
人
航
空
機
（
第
二
百
三
十
六
条
ー
第
二
百
三
十
六
条
の
十
）

第
十
章
（
略
）

附
則（

業
務
の
実
施
に
関
す
る
事
項
等
）

第
三
十
九
条
（
略
）

2

（略）

311
法
第
一
一
十
条
第
二
項
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
軽
微
な
変
更
は
、
次
の
と
お

り
と
す
る
。

一
第
一
項
第
一
一
号
に
掲
げ
る
事
項
の
う
ち
業
務
に
用
い
る
施
設
の
機
能
に
支
障

を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
な
い
と
国
士
交
通
大
臣
が
認
め
る
事
項
の
変
更

二
第
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
事
項
の
う
ち
業
務
の
実
施
に
影
響
を
及
ぼ
す
お
そ

れ
が
な
い
と
国
土
交
通
大
臣
が
認
め
る
事
項
の
変
更

三
前
―
一
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
誤
記
の
訂
正
、
法
令
の
制
定
又
は
改
廃
に

伴
い
当
然
必
要
と
さ
れ
る
形
式
的
な
変
更
そ
の
他
の
業
務
規
程
に
記
載
さ
れ
て

い
る
内
容
の
実
質
的
な
変
更
を
伴
わ
な
い
変
更

41
法
第
一
一
十
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
業
務
規
程
の
変
更
の
届
出
を
し
よ
う
と
す

る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
業
務
規
程
変
更
届
出
書
を
国
土
交
通
大

臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所

二
変
更
し
た
事
項
（
新
旧
の
対
照
を
明
示
す
る
こ
と
。
）

三

実

施

H

改

正

後

（
新
設
）

目
次第

一
章
＼
第
五
章
（
略
）

第
六
章
航
空
機
の
運
航
（
第
百
三
十
三
条
ー
第
一
一
百
九
条
の
四
）

第
七
章
•
第
八
章
（
略
）

第
九
章
無
人
航
空
機
（
第
二
百
三
十
六
条
ー
第
一
一
百
三
十
六
条
の
八
）

第
十
章
（
略
）

附
則（

業
務
の
実
施
に
関
す
る
事
項
及
び
業
務
規
程
の
認
可
の
申
請
）

第
―
―
-
＋
九
条
（
略
）

2

（略）

（
新
設
）

改

正

前
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（
削
る
）

（

出

発

前

の

確

認

）

（

出

発

前

の

確

認

）

第
百
六
十
四
条
の
十
五
法
第
七
十
三
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
機
長
が
確
認
し
な
け
第
百
六
十
四
条
の
十
五
法
第
七
十
三
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
機
長
が
確
認
し
な
け

れ

ば

な

ら

な

い

事

項

は

、

次

に

掲

げ

る

も

の

と

す

る

。

れ

ば

な

ら

な

い

事

項

は

、

次

に

掲

げ

る

も

の

と

す

る

。

-

．

二

（

略

）

一

・

ニ

（

略

）

三
法
第
九
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
国
土
交
通
大
臣
が
提
供
す
る
情
報
（
三
法
第
九
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
国
土
交
通
大
臣
が
提
供
す
る
情
報

以

下

「

航

空

情

報

」

と

い

う

。

）

航

空

情

報

」

と

い

う

。

）

四

＼

六

（

略

）

四

S
六
（
略
）

2

（略）

2

（略）

（
以
下
「

（
飛
行
に
影
響
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
の
あ
る
行
為
）

第
一
一
百
九
条
の
三
法
第
九
十
九
条
の
二
第
一
項
の
航
空
機
の
飛
行
に
影
響
を
及
ぼ

す
お
そ
れ
の
あ
る
行
為
で
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ

る
行
為
と
す
る
。

一
ロ
ケ
ッ
ト
、
花
火
、
ロ
ッ
ク
ー
ン
そ
の
他
の
物
件
を
法
第
九
十
九
条
の
二
第

一
項
の
空
域
（
当
該
空
域
が
管
制
圏
又
は
情
報
圏
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、

次
に
掲
げ
る
空
域
に
限
る
。
）
に
打
ち
あ
げ
る
こ
と
。

イ
進
入
表
面
、
転
移
表
面
若
し
く
は
水
平
表
面
又
は
法
第
五
十
六
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
り
国
土
交
通
大
臣
が
指
定
し
た
延
長
進
入
表
面
、
円
錐
表
面
若

し
く
は
外
側
水
平
表
面
の
上
空
の
空
域

ロ
法
第
三
十
八
条
第
一
項
の
規
定
が
適
用
さ
れ
な
い
飛
行
場
（
自
衛
隊
の
設

置
す
る
飛
行
場
を
除
く
。
以
下
同
じ
。
）
の
周
辺
の
空
域
で
あ
っ
て
、
航
空

機
の
離
陸
及
び
着
陸
の
安
全
を
確
保
す
る
た
め
に
必
要
な
も
の
と
し
て
国
土

交
通
大
臣
が
告
示
で
定
め
る
空
域

ハ
イ
及
び
口
に
掲
げ
る
空
域
以
外
の
空
域
で
あ
っ
て
、
地
表
又
は
水
面
か
ら

百
五
十
以

1
ト
ル
以
上
の
高
さ
の
空
域

―
一
気
球
（
玩
具
用
の
も
の
及
び
こ
れ
に
類
す
る
構
造
の
も
の
を
除
く
。
）
を

前
号
の
空
域
に
放
し
、
又
は
浮
揚
さ
せ
る
こ
と
。

―
―
―
凧
を
第
一
号
の
空
域
に
揚
げ
る
こ
と
。

四
模
型
航
空
機
（
無
人
航
空
機
を
除
く
。
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
第
一
号

の
空
域
で
飛
行
さ
せ
る
こ
と
。

- 4 -



（
削
る
）

五
可
視
光
線
で
あ
る
レ
ー
ザ
ー
光
を
第
一
号
の
空
域
を
飛
行
す
る
航
空
機
に
向

か
つ
て
照
射
す
る
こ
と
。

六
航
空
機
の
集
団
飛
行
を
第
一
号
の
空
域
で
行
う
こ
と
。

七
ハ
ン
グ
グ
ラ
イ
ダ
ー
又
は
パ
ラ
グ
ラ
イ
ダ
ー
の
飛
行
を
第
一
号
の
空
域
で
行

う
こ
と
。

2

法
第
九
十
九
条
の
二
第
一
項
た
だ
し
書
の
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
次

に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
国
土
交
通
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

一
氏
名
、
住
所
及
び
連
絡
場
所

―
―
当
該
行
為
を
行
う
目
的

―
―
―
当
該
行
為
の
内
容
並
び
に
当
該
行
為
を
行
う
日
時
及
び
場
所

四
そ
の
他
参
考
と
な
る
事
項

第
一
一
百
九
条
の
四
法
第
九
十
九
条
の
二
第
二
項
の
航
空
機
の
飛
行
に
影
響
を
及
ぼ

す
お
そ
れ
の
あ
る
行
為
で
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ

る
行
為
と
す
る
。

一
ロ
ケ
ッ
ト
、
花
火
、
ロ
ッ
ク
ー
ン
そ
の
他
の
物
件
を
法
第
九
十
九
条
の
二
第

二
項
の
空
域
の
う
ち
次
に
掲
げ
る
空
域
に
打
ち
あ
げ
る
こ
と
。

イ
進
入
表
面
、
転
移
表
面
若
し
く
は
水
平
表
面
又
は
法
第
五
十
六
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
り
国
土
交
通
大
臣
が
指
定
し
た
延
長
進
入
表
面
、
円
錐
表
面
若

し
く
は
外
側
水
平
表
面
の
上
空
の
空
域

ロ
法
第
三
十
八
条
第
一
項
の
規
定
が
適
用
さ
れ
な
い
飛
行
場
の
周
辺
の
空
域

で
あ
っ
て
、
航
空
機
の
離
陸
及
び
着
陸
の
安
全
を
確
保
す
る
た
め
に
必
要
な

も
の
と
し
て
国
土
交
通
大
臣
が
告
示
で
定
め
る
空
域

ハ
イ
及
び
口
に
掲
げ
る
空
域
以
外
の
空
域
で
あ
っ
て
、
航
空
路
内
の
地
表
又

は
水
面
か
ら
百
五
十
メ
ー
ト
ル
以
上
の
高
さ
の
空
域

ニ
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
空
域
以
外
の
空
域
で
あ
っ
て
、
地
表
又
は
水
面

か
ら
二
百
五
十
メ
ー
ト
ル
以
上
の
高
さ
の
空
域

―
一
気
球
（
玩
具
用
の
も
の
及
び
こ
れ
に
類
す
る
構
造
の
も
の
を
除
く
。
）
を

前
号
の
空
域
に
放
し
、
又
は
浮
揚
さ
せ
る
こ
と
。
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（
運
航
規
程
及
び
整
備
規
程
の
認
可
申
請
等
）

第
二
百
十
三
条
（
略
）

2

法
第
百
四
条
第
一
項
第
一
号
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
変
更
は
、
次
の
と
お

り
と
す
る
。

一
機
体
並
び
に
装
備
品
、
部
品
及
び
救
急
用
具
（
次
条
に
お
い
て
「
装
備
品
等

」
と
い
う
。
）
の
製
造
者
等
の
作
成
す
る
運
航
又
は
整
備
に
関
す
る
技
術
的
資

料
に
準
拠
し
た
変
更

二
前
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
航
空
機
の
運
航
の
安
全
に
影
響
を
及
ぼ
す
お

そ
れ
の
少
な
い
も
の
と
し
て
国
士
交
通
大
臣
が
認
め
る
事
項
の
変
更
（
第
四
項

各
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）

3

法
第
百
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
運
航
規
程
又
は
整
備
規
程
の
変
更
の
届
出

を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
運
航
規
程
変
更
事
前
届

出
書
又
は
整
備
規
程
変
更
事
前
届
出
書
を
国
土
交
通
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

一
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所

二
変
更
し
よ
う
と
す
る
事
項
（
新
旧
の
対
照
を
明
示
す
る
こ
と
。
）

三

実

施

予

定

H

411
法
第
百
四
条
第
一
項
第
二
号
の
国
上
交
通
省
令
で
定
め
る
軽
微
な
変
更
は
、
次

の
と
お
り
と
す
る
。

一
運
航
又
は
整
備
に
関
す
る
職
務
を
実
施
す
る
組
織
の
名
称
の
変
更
で
あ
っ
て

、
そ
の
職
務
の
範
囲
及
び
内
容
の
変
更
を
伴
わ
な
い
も
の

（
新
設
）

（
新
設
）

―
―
―
凧
を
第
一
号
の
空
域
に
揚
げ
る
こ
と
。

四
模
型
航
空
機
を
第
一
号
の
空
域
で
飛
行
さ
せ
る
こ
と
。

五
航
空
機
の
集
団
飛
行
を
第
一
号
の
空
域
で
行
う
こ
と
。

六
ハ
ン
グ
グ
ラ
イ
ダ
ー
又
は
パ
ラ
グ
ラ
イ
ダ
ー
の
飛
行
を
第
一
号
イ
及
び
口
の

空
域
で
行
う
こ
と
。

2

前
項
の
行
為
を
行
お
う
と
す
る
者
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
前
条
第
二
項
第
一
号
、

第
三
号
及
び
第
四
号
に
掲
げ
る
事
項
を
国
土
交
通
大
臣
に
通
報
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

（
運
航
規
程
及
び
整
備
規
程
の
認
可
申
請
）

第
一
一
百
十
三
条
（
略
）

（
新
設
）
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二
前
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
誤
記
の
訂
正
、
法
令
の
制
定
又
は
改
廃
に
伴

い
当
然
必
要
と
さ
れ
る
形
式
的
な
変
更
そ
の
他
の
運
航
規
程
又
は
整
備
規
程
に

記
載
さ
れ
て
い
る
内
容
の
実
質
的
な
変
更
を
伴
わ
な
い
変
更

511
法
第
百
四
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
運
航
規
程
又
は
整
備
規
程
の
軽
微
な
変
更

の
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
運
航
規
程
変
更

事
後
届
出
書
又
は
整
備
規
程
変
更
事
後
届
出
書
を
国
土
交
通
大
臣
に
提
出
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

一
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所

二
変
更
し
た
事
項
（
新
旧
の
対
照
を
明
示
す
る
こ
と
。
）

三

実

施

H

（

運

航

規

程

及

び

整

備

規

程

）

（

運

航

規

程

及

び

整

備

規

程

）

第
一
―
百
十
四
条
法
第
百
四
条
第
一
項
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
航
空
機
の
運
航
一
第
一
一
百
十
四
条
法
第
百
四
条
第
一
項
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
航
空
機
の
運
航

及
び
整
備
に
関
す
る
事
項
は
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
と
お
り
と
し
、
同
条
第
一
一
及
び
整
備
に
関
す
る
事
項
は
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
と
お
り
と
し
、
同
条
第
二

項
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
技
術
上
の
基
準
は
同
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
事
項
に
項
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
技
術
上
の
基
準
は
同
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
事
項
に

つ
い
て
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。
つ
い
て
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

一
運
航
規
程

イ
S
へ
（
略
）

卜
離
陸
し
、
又
は
着
陸
す
る
こ

と
が
で
き
る
最
低
の
気
象
状
態

チ
S
ル
（
略
）

ヲ
装
備
品
等
が
正
常
で
な
い
場

合
に
お
け
る
航
空
機
の
運
用
許

容
基
準

（略）

使
用
が
予
想
さ
れ
る
到
寸
の
空
港
等

に
つ
い
て
、
航
空
機
の
型
式
、
当
該

空
港
等
の
特
性
、
航
空
保
安
施
設
の

状
況
並
び
に
操
縦
者
の
知
識
及
び
経

験
に
適
応
し
て
定
め
ら
れ
て
い
る
こ

と。（略）
（略）

一
運
航
規
程

イ
S
へ

（

略

）

（

略

）

卜
離
陸
し
、
又
は
着
陸
す
る
こ
使
用
が
予
想
さ
れ
る
す
べ
て
の
空
港

と
が
で
き
る
最
低
の
気
象
状
態
等
に
つ
い
て
、
航
空
機
の
型
式
、
当

該
空
港
等
の
特
性
、
航
空
保
安
施
設

の
状
況
並
び
に
操
縦
者
の
知
識
及
び

経
験
に
適
応
し
て
定
め
ら
れ
て
い
る

こ
と
。

（略）
（略）

チ
＼
ル
（
略
）

ヲ
装
備
品
、
部
品
及
び
救
急
用

具
（
以
下
「
装
備
品
等
」
と
い

う
。
）
が
正
常
で
な
い
場
合
に

お
け
る
航
空
機
の
運
用
許
容
基

（
新
設
）
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（
飛
行
の
禁
止
空
域
）

第
一
一
百
三
十
六
条
法
第
百
三
十
二
条
第
一
号
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
空
域
は

、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

~
航
空
機
の
離
陸
及
び
着
陸
が
頻
繁
に
実
施
さ
れ
る
空
港
等
で
安
全
か
つ
円
滑

な
航
空
交
通
の
確
保
を
図
る
必
要
が
あ
る
も
の
と
し
て
国
土
交
通
大
臣
が
告
示

で
定
め
る
も
の
の
周
辺
の
空
域
で
あ
っ
て
、
当
該
空
港
等
及
び
そ
の
上
空
の
空

域
に
お
け
る
航
空
交
通
の
安
全
を
確
保
す
る
た
め
に
必
要
な
も
の
と
し
て
国
士

交
通
大
臣
が
告
示
で
定
め
る
空
域

コ
前
号
に
掲
げ
る
空
港
等
以
外
の
空
港
等
の
周
辺
の
空
域
で
あ
っ
て
、
進
入
表

暉
転
移
表
面
若
し
く
は
水
平
表
面
又
は
法
第
五
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
国
土
交
通
大
臣
が
指
定
し
た
延
長
進
入
表
面
、
円
錐
表
面
若
し
く
は
外
側
水

平
表
面
の
上
空
の
空
域

可
法
第
三
十
八
条
第
一
項
の
規
定
が
適
用
さ
れ
な
い
飛
行
場
（
自
衛
隊
の
設
置

す
る
飛
行
場
を
除
く
。
以
下
同
じ
。
）
の
周
辺
の
空
域
で
あ
っ
て
、
航
空
機
の

離
陸
及
び
着
陸
の
安
全
を
確
保
す
る
た
め
に
必
要
な
も
の
と
し
て
国
土
交
通
大

臣
が
告
示
で
定
め
る
空
域

閂
前
三
号
に
掲
げ
る
空
域
以
外
の
空
域
で
あ
っ
て
、
地
表
又
は
水
面
か
ら
百
五

十
メ
ー
ト
ル
以
上
の
高
さ
の
空
域

（
飛
行
の
方
法
）

第
一
一
百
三
十
六
条
の
四
法
第
百
三
十
二
条
の
二
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
無
人
航
空

機
を
飛
行
さ
せ
る
者
が
確
認
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の

と
す
る
。

一
当
該
無
人
航
空
機
の
状
況

ワ
＼
ヨ
（
略
）

二

整

備

規

程

イ
S
リ
（
略
）

（略）
（略）

（
新
設
）

（
飛
行
の
禁
止
空
域
）

第
一
一
百
三
十
六
条
法
第
百
三
十
二
条
第
一
号
の
国
上
交
通
省
令
で
定
め
る
空
域
は

、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

（
新
設
）

T
進
入
表
面
、
転
移
表
面
若
し
く
は
水
平
表
面
又
は
法
第
五
十
六
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
り
国
士
交
通
大
臣
が
指
定
し
た
延
長
進
入
表
面
、
円
錐
表
面
若
し
く

は
外
側
水
平
表
面
の
上
空
の
空
域

コ
法
第
三
十
八
条
第
一
項
の
規
定
が
適
用
さ
れ
な
い
飛
行
場
の
周
辺
の
空
域
で

あ
っ
て
、
航
空
機
の
離
陸
及
び
着
陸
の
安
全
を
確
保
す
る
た
め
に
必
要
な
も
の

と
し
て
国
土
交
通
大
臣
が
告
示
で
定
め
る
空
域

~
前
二
号
に
掲
げ
る
空
域
以
外
の
空
域
で
あ
っ
て
、

十
メ
ー
ト
ル
以
上
の
高
さ
の
空
域

準
ワ
＼
ヨ
（
略
）

二

整

備

規

程

イ
S
リ
（
略
）

（略）
（略）

地
表
又
は
水
面
か
ら
百
五
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二
当
該
無
人
航
空
機
を
飛
行
さ
せ
る
空
域
及
び
そ
の
周
囲
の
状
況

三
当
該
飛
行
に
必
要
な
気
象
情
報

四
燃
料
の
搭
載
量
又
は
バ
ッ
テ
リ
ー
の
残
量

2

無
人
航
空
機
を
飛
行
さ
せ
る
者
は
、
前
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
項
を
確
認
す
る

場
合
に
お
い
て
、
当
該
無
人
航
空
機
の
外
部
点
検
及
び
作
動
点
検
を
行
わ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

第
一
一
百
三
十
六
条
の
叫
法
第
百
三
十
二
条
の
二
第
一
二
号
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め

る
方
法
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
方
法
と
す
る
。

一
無
人
航
空
機
の
飛
行
経
路
上
及
び
そ
の
周
辺
の
空
域
に
お
い
て
飛
行
中
の
航

空
機
を
確
認
し
た
場
合
で
あ
っ
て
、
衝
突
の
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と

き
は
、
無
人
航
空
機
を
地
上
に
降
下
さ
せ
る
こ
と
そ
の
他
適
当
な
方
法
を
講
じ

る
こ
と
。

二
無
人
航
空
機
の
飛
行
経
路
上
及
び
そ
の
周
辺
の
空
域
に
お
い
て
飛
行
中
の
他

の
無
人
航
空
機
を
確
認
し
た
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
方
法
に
よ
り
飛
行
さ
せ
る

こ
と
。
た
だ
し
、
重
要
施
設
の
周
辺
地
域
の
上
空
に
お
け
る
小
型
無
人
機
等
の

飛
行
の
禁
止
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
八
年
法
律
第
九
号
）
第
十
条
第
二
項

（
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
措
置
そ
の
他

法
令
に
基
づ
い
て
国
又
は
地
方
公
共
団
体
が
人
又
は
物
件
に
対
す
る
危
険
を
防

止
す
る
た
め
や
む
を
得
ず
に
行
う
措
置
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

イ
当
該
他
の
無
人
航
空
機
と
の
間
に
安
全
な
間
隔
を
確
保
し
て
飛
行
さ
せ
る

こ
と
。

ロ
イ
の
方
法
に
よ
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
で
あ
っ
て
、
衝
突
の
お
そ
れ
が

あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
無
人
航
空
機
を
地
上
に
降
下
さ
せ
る
こ
と
そ

の
他
適
当
な
方
法
を
講
じ
る
こ
と
。

（
削
る
）

第
一
一
百
三
十
六
条
の
旦
ハ
法
第
百
三
十
二
条
の
一
―
第
七
号
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め

る
距
離
は
、
三
十
メ
ー
ト
ル
と
す
る
。

（
飛
行
の
方
法
）

第
一
一
百
三
十
六
条
の
四
法
第
百
―
―
―
十
二
条
の
二
第
三
号
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め

る
距
離
は
、
三
十
メ
ー
ト
ル
と
す
る
。

（
新
設
）
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（
飛
行
に
影
響
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
の
あ
る
行
為
）

第
一
一
百
三
十
九
条
の
二
法
第
百
三
十
四
条
の
三
第
一
項
の
航
空

を
及
ぼ
す
お
そ
れ
の
あ
る
行
為
で
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
も

に
掲
げ
る
行
為
と
す
る
。

一
ロ
ケ
ッ
ト
、
花
火
、
ロ
ッ
ク
ー
ン
そ
の
他
の
物
件
を
法
第

第
一
項
の
空
域
（
当
該
空
域
が
管
制
圏
又
は
情
報
圏
で
あ
る

、
次
に
掲
げ
る
空
域
に
限
る
。
）
に
打
ち
上
げ
る
こ
と
。

イ
淮
入
表
面
、
転
移
表
面
若
し
く
は
水
平
表
面
又
は
法
第

第
一
一
百
三
十
六
条
の
十

（略）

第
一
一
百
三
十
六
条
の
七
第
百
九
十
四
条
第
一
項
の
規
定
は
、
法

二
第
九
号
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
物
件
に
つ
い
て
準
用
す

お
い
て
、
第
百
九
十
四
条
第
一
項
第
八
号
中
「
航
空
機
」
と
あ

航
空
機
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

2

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
無
人
航
空
機
の
飛
行
の
た
め

で
輸
送
す
る
物
件
は
、
法
第
百
三
十
二
条
の
二
第
九
号
の
国
土

る
物
件
に
含
ま
れ
な
い
も
の
と
す
る
。

（
飛
行
の
方
法
に
よ
ら
な
い
飛
行
の
承
認
）

第
一
一
百
三
十
六
条
の
八
法
第
百
三
十
二
条
の
一
―
た
だ
し
書
の
承

す
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
国
土
交

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

-
S
三
（
略
）

四
法
第
百
―
二
十
二
条
の
二
第
五
号
か
ら
第
十
号
ま
で
に
掲
げ

に
飛
行
さ
せ
る
理
由

五
S
八
（
略
）

（
捜
索
又
は
救
助
の
た
め
の
特
例
）

第
一
一
百
三
十
六
条
の
九
（
略
）

五
十
六
条
第
一
項

百
三
十
四
条
の
三

場
合
に
あ
っ
て
は

機
の
飛
行
に
影
響

の
は
、
次
の
各
号

る
方
法
に
よ
ら
ず

認
を
受
け
よ
う
と

通
大
臣
に
提
出
し

当
該
無
人
航
空
機

交
通
省
令
で
定
め

第
百
三
十
二
条
の

る
。
こ
の
場
合
に

る
の
は
、
「
無
人

（
新
設
）

第
一
一
百
三
十
六
条
の
八

（略）

（
捜
索
又
は
救
助
の
た
め
の
特
例

第
二
百
三
十
六
条
の
七
（
略
）

五
S
八

（略）

（
飛
行
の
方
法
に
よ
ら
な
い
飛
行

第
一
一
百
三
十
六
条
の
六
法
第
百
―
―
-

す
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

-
S
三
（
略
）

四
法
第
百
―
―
-
＋
―
一
条
の
二
各
号
に
掲
げ
る
方
法
に
よ
ら
ず
に
飛
行
さ
せ
る
理
由

四
条
第
一
項
の
規
定
は
、
法
第
百
三
十
二
条
の

め
る
物
件
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に

第
八
号
中
「
航
空
機
」
と
あ
る
の
は
、
「
無
人

す
る
。

無
人
航
空
機
の
飛
行
の
た
め
当
該
無
人
航
空
機

十
二
条
の
二
第
宜
号
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め

る。の
承
認
）

十
二
条
の
二
た
だ
し
書
の
承
認
を
受
け
よ
う
と

記
載
し
た
申
請
書
を
国
土
交
通
大
臣
に
提
出
し

第
一
一
百
三
十
六
条
の
口
第
百
九
十

二
第
五
号
の
国
士
交
通
省
令
で
定

お
い
て
、
第
百
九
十
四
条
第
一
項

航
空
機
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と

2

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、

で
輸
送
す
る
物
件
は
、
法
第
百
三

る
物
件
に
含
ま
れ
な
い
も
の
と
す
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円
錐
表
面
若

の
規
定
に
よ
り
国
土
交
通
大
臣
が
指
定
し
た
延
長
進
入
表
面
、

し
く
は
外
側
水
平
表
面
の
上
空
の
空
域

ロ
法
第
三
十
八
条
第
一
項
の
規
定
が
適
用
さ
れ
な
い
飛
行
場
の
周
辺
の
空
域

で
あ
っ
て
、
航
空
機
の
離
陸
及
び
着
陸
の
安
全
を
確
保
す
る
た
め
に
必
要
な

も
の
と
し
て
国
士
交
通
大
臣
が
告
示
で
定
め
る
空
域

ハ
イ
及
び
口
に
掲
げ
る
空
域
以
外
の
空
域
で
あ
っ
て
、
地
表
又
は
水
面
か
ら

百
五
十
メ
ー
ト
ル
以
上
の
高
さ
の
空
域

二
気
球
（
玩
具
用
の
も
の
及
び
こ
れ
に
類
す
る
構
造
の
も
の
を
除
く
。
）
を
前

号
の
空
域
に
放
し
、
又
は
浮
揚
さ
せ
る
こ
と
。

三
凧
を
第
一
号
の
空
域
に
揚
げ
る
こ
と
。

四
模
型
航
空
機
（
無
人
航
空
機
を
除
く
。
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
第
一
号

の
空
域
で
飛
行
さ
せ
る
こ
と
。

五
可
視
光
線
で
あ
る
レ
ー
ザ
ー
光
を
第
一
号
の
空
域
を
飛
行
す
る
航
空
機
に
向

か
つ
て
照
射
す
る
こ
と
。

六
航
空
機
の
集
団
飛
行
を
第
一
号
の
空
域
で
行
う
こ
と
。

七
ハ
ン
グ
グ
ラ
イ
ダ
ー
又
は
パ
ラ
グ
ラ
イ
ダ
ー
の
飛
行
を
第
一
号
の
空
域
で
行

う
こ
と
。

2

法
第
百
三
十
四
条
の
三
第
一
項
た
だ
し
書
の
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、

次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
国
土
交
通
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

一
氏
名
、
住
所
及
び
連
絡
場
所

二
当
該
行
為
を
行
う
目
的

三
当
該
行
為
の
内
容
亜
び
に
当
該
行
為
を
行
う
日
時
及
び
場
所

四
そ
の
他
参
考
と
な
る
事
項

第
一
―
百
三
十
九
条
の
一
―
一
法
第
百
三
十
四
条
の
三
第
二
項
の
航
空
機
の
飛
行
に
影
響

を
及
ぼ
す
お
そ
れ
の
あ
る
行
為
で
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
の
各
号

に
掲
げ
る
行
為
と
す
る
。

一
ロ
ケ
ッ
ト
、
花
火
、
ロ
ッ
ク
ー
ン
そ
の
他
の
物
件
を
法
第
百
三
十
四
条
の
三

第
二
項
の
空
域
の
う
ち
次
に
掲
げ
る
空
域
に
打
ち
上
げ
る
こ
と
。

（
新
設
）
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(
O
C
R
に
用
い
る
申
請
書
等
）

イ
淮
入
表
面
、
転
移
表
面
若
し
く
は
水
平
表
面
又
は
法
第
五
十
六
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
り
国
土
交
通
大
臣
が
指
定
し
た
延
長
進
入
表
面
、
円
錐
表
面
若

し
く
は
外
側
水
平
表
面
の
上
空
の
空
域

ロ
法
第
三
十
八
条
第
一
項
の
規
定
が
適
用
さ
れ
な
い
飛
行
場
の
周
辺
の
空
域

で
あ
っ
て
、
航
空
機
の
離
陸
及
び
着
陸
の
安
全
を
確
保
す
る
た
め
に
必
要
な

も
の
と
し
て
国
士
交
通
大
臣
が
告
示
で
定
め
る
空
域

ハ
イ
及
び
口
に
掲
げ
る
空
域
以
外
の
空
域
で
あ
っ
て
、
航
空
路
内
の
地
表
又

は
水
面
か
ら
百
五
十
メ
ー
ト
ル
以
上
の
高
さ
の
空
域

ニ
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
空
域
以
外
の
空
域
で
あ
っ
て
、
地
表
又
は
水
面

か
ら
二
百
五
十
メ
ー
ト
ル
以
上
の
高
さ
の
空
域

二
気
球
（
玩
具
用
の
も
の
及
び
こ
れ
に
類
す
る
構
造
の
も
の
を
除
く
。
）
を
前

号
の
空
域
に
放
し
、
又
は
浮
揚
さ
せ
る
こ
と
。

三
凧
を
第
一
号
の
空
域
に
揚
げ
る
こ
と
。

四
模
型
航
空
機
を
第
一
号
の
空
域
で
飛
行
さ
せ
る
こ
と
。

五
航
空
機
の
集
団
飛
行
を
第
一
号
の
空
域
で
行
う
こ
と
。

六
ハ
ン
グ
グ
ラ
イ
ダ
ー
又
は
パ
ラ
グ
ラ
イ
ダ
ー
の
飛
行
を
第
一
号
イ
及
び
口
の

空
域
で
行
う
こ
と
。

2

前
項
の
行
為
を
行
お
う
と
す
る
者
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
前
条
第
二
項
第
一
号
、

第
三
号
及
び
第
四
号
に
掲
げ
る
事
項
を
国
土
交
通
大
臣
に
通
報
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

第
一
―
百
三
十
九
条
の
四
法
第
百
三
十
四
条
の
三
第
一
二
項
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め

る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一
無
人
航
空
機
に
向
か
つ
て
花
火
を
打
ち
上
げ
、
又
は
石
、
ガ
ラ
ス
瓶
、
金
属

片
そ
の
他
無
人
航
空
機
を
損
傷
す
る
お
そ
れ
の
あ
る
物
件
を
投
げ
、
若
し
く
は

発
射
す
る
こ
と
。

二
無
人
航
空
機
の
飛
行
を
妨
害
す
る
お
そ
れ
の
あ
る
電
波
を
発
射
す
る
こ
と
。

三
無
人
航
空
機
の
遠
隔
操
作
又
は
自
動
操
縦
を
妨
げ
る
こ
と
。

(
O
C
R
に
用
い
る
申
請
書
等
）

（
新
設
）
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(
O
C
R
申

請

書

等

に

よ

る

申

請

等

に

係

る

手

数

料

の

納

付

方

法

）

（

O
C
R
申
請
書
等
に
よ
る
申
請
等
に
係
る
手
数
料
の
納
付
方
法
）

第
一
一
百
三
十
九
条
の
六

O
C
R
申
請
書
等
に
よ
る
申
請
又
は
申
込
み
に
係
る
手
数
ー
第
一
一
百
三
十
九
条
の
三

O
C
R
申
請
書
等
に
よ
る
申
請
又
は
申
込
み
に
係
る
手
数

料
は
、
当
該
手
数
料
の
額
に
相
当
す
る
額
の
収
入
印
紙
を
納
付
書
（
第
三
十
一
号
料
は
、
当
該
手
数
料
の
額
に
相
当
す
る
額
の
収
入
印
紙
を
納
付
書
（
第
三
十
一
号

様
式
）
に
貼
つ
て
納
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
行
政
手
続
等
に
お
け
る
様
式
）
に
は
つ
て
納
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
行
政
手
続
等
に
お
け
る

情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
五
十
一
号
）
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
五
十
一
号
）

第
一
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
同
項
に
規
定
す
る
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
同
項
に
規
定
す
る
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し

て
当
該
申
請
又
は
申
込
み
を
す
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
申
請
又
は
申
込
み
を
行
て
当
該
申
請
又
は
申
込
み
を
す
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
申
請
又
は
申
込
み
を
行

っ
た
こ
と
に
よ
り
得
ら
れ
た
納
付
情
報
に
よ
り
納
め
る
と
き
は
、
現
金
を
も
っ
て
つ
た
こ
と
に
よ
り
得
ら
れ
た
納
付
情
報
に
よ
り
納
め
る
と
き
は
、
現
金
を
も
っ
て

す

る

こ

と

が

で

き

る

。

す

る

こ

と

が

で

き

る

。

（

職

権

の

委

任

）

（

職

権

の

委

任

）

第
一
一
百
四
十
条
法
及
び
こ
の
省
令
に
規
定
す
る
国
土
交
通
大
臣
の
権
限
で
次
に
掲
第
一
一
百
四
十
条
法
及
び
こ
の
省
令
に
規
定
す
る
国
土
交
通
大
臣
の
権
限
で
次
に
掲

げ

る

も

の

は

、

地

方

航

空

局

長

に

行

わ

せ

る

。

げ

る

も

の

は

、

地

方

航

空

局

長

に

行

わ

せ

る

。

-
S
六

の

三

（

略

）

一

S
六
の
三
（
略
）

六

の

四

法

第

二

十

条

第

四

項

の

規

定

に

よ

る

届

出

の

受

理

（

新

設

）

七

＼

三

十

五

（

略

）

七

＼

三

十

五

（

略

）

ヨ

廿

月

バ

削

除

ヨ

廿

州

へ

法

第

九

十

九

条

の

二

第

一

項

た

だ

し

書

の

規

定

に

よ

る

許

可

（

削

る

）

三

十

六

の

二

法

第

九

十

九

条

の

二

第

二

項

の

規

定

に

よ

る

通

報

の

受

理

三
十
七
特
定
本
邦
航
空
運
送
事
業
者
以
外
の
本
邦
航
空
運
送
事
業
者
が
行
う
航
―
―
-
＋
七
特
定
本
邦
航
空
運
送
事
業
者
以
外
の
本
邦
航
空
運
送
事
業
者
が
行
う
航

空

運

送

事

業

に

係

る

次

の

権

限

空

運

送

事

業

に

係

る

次

の

権

限

イ

＼

卜

（

略

）

イ

＼

卜

（

略

）

升

法

第

百

四

条

第

三

項

の

規

定

に

よ

る

届

出

の

受

理

（

新

設

）

川

法

第

百

四

条

第

四

項

の

規

定

に

よ

る

届

出

の

受

理

（

新

設

）

刈
S
外

（

略

）

升

S
刊
（
略
）

三
十
七
の
一
―

S
四

十

一

（

略

）

三

十

七

の

二

S
四
十
一
（
略
）

叫
H
廿
「
法
第
百
三
十
四
条
の
三
第
一
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
る
許
可
四
十
二
及
び
四
十
三
削
除

四
十
三
法
第
百
三
十
四
条
の
三
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
通
報
の
受
理

第
一
一
百
三
十
九
条
の
五

（略）

2
.
3
 

（略）

第
一
一
百
三
十
九
条
の

（略）

2
.
3
 

（略）

- 13 -



（
第
二
百
四
十
二
条
の
一
一
第
一

四
十
四
＼
六
十
五
（
略
）

2

法
及
び
こ
の
省
令
に
規
定
す
る
国
上
交
通
大
臣
の
権
限
で
次
に
掲
げ
る
も
の
は

、
地
方
航
空
局
長
も
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

-
（
略
）

二
法
第
一
一
十
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
る
権
限

三
＼
五
（
略
）

六
法
第
九
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
権
限

項
第
十
一
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）

七
（
略
）

四
十
四

S
六
十
五
（
略
）

2

法
及
び
こ
の
省
令
に
規
定
す
る
国
土
交
通
大
臣
の
権
限
で
次
に
掲
げ
る
も
の
は

、
地
方
航
空
局
長
も
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

-
（
略
）

二
法
第
二
十
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
権
限

―
―
-
＼
宜
（
略
）

六
法
第
九
十
九
条
の
規
定
に
よ
る
権
限

一
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）

七
（
略
）

（
第
二
百
四
十
一
一
条
の
一
一
第
一
項
第
十

第
二
百
四
十
条
の
一
一
地
方
航
空
局
長
は
、
前
条
第
一
項
第
八
号
及
び
第
二
十
号
の
第
一
一
百
四
十
条
の
一
―
地
方
航
空
局
長
は
、
前
条
第
一
項
第
八
号
及
び
第
二
十
号
の

権
限
、
同
項
第
一
―
十
四
号
の
二
の
権
限
（
無
線
電
話
及
び
航
空
交
通
管
制
用
自
動
権
限
、
同
項
第
二
十
四
号
の
二
の
権
限
（
無
線
電
話
及
び
航
空
交
通
管
制
用
自
動

応
答
装
置
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
、
同
項
第
二
十
五
号
の
権
限
（
航
空
運
送
事
応
答
装
置
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
、
同
項
第
一
―
十
五
号
の
権
限
（
航
空
運
送
事

業
の
用
に
供
す
る
航
空
機
に
係
る
も
の
及
び
船
舶
又
は
構
築
物
に
お
い
て
離
陸
し
業
の
用
に
供
す
る
航
空
機
に
係
る
も
の
及
び
船
舶
又
は
構
築
物
に
お
い
て
離
陸
し

、
又
は
着
陸
し
よ
う
と
す
る
回
転
翼
航
空
機
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
、
同
項
第
、
又
は
着
陸
し
よ
う
と
す
る
回
転
翼
航
空
機
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
、
同
項
第

二
十
七
号
の
権
限
（
航
空
運
送
事
業
の
用
に
供
す
る
航
空
機
、
計
器
飛
行
方
式
に
二
十
七
号
の
権
限
（
航
空
運
送
事
業
の
用
に
供
す
る
航
空
機
、
計
器
飛
行
方
式
に

よ
り
、
又
は
夜
間
に
お
い
て
飛
行
し
よ
う
と
す
る
航
空
機
及
び
物
件
を
機
体
の
外
よ
り
、
又
は
夜
間
に
お
い
て
飛
行
し
よ
う
と
す
る
航
空
機
及
び
物
件
を
機
体
の
外

ぇへ

に
装
着
し
、
つ
り
下
げ
、
又
は
閲
卸
じ
て
運
送
し
よ
う
と
す
る
回
転
翼
航
空
機
に
に
装
着
し
、
つ
り
下
げ
、
又
は
曳
航
し
て
運
送
し
よ
う
と
す
る
回
転
翼
航
空
機
に

係
る
も
の
を
除
く
。
）
、
同
項
第
二
十
七
号
の
二
及
び
第
二
十
九
号
の
権
限
、
同
係
る
も
の
を
除
く
。
）
、
同
項
第
二
十
七
号
の
一
一
及
び
第
二
十
九
号
の
権
限
、
同

項
第
三
十
一
号
の
権
限
（
管
制
圏
内
に
お
い
て
、
有
視
界
飛
行
方
式
に
よ
り
、
か
項
第
三
十
一
号
の
権
限
（
管
制
圏
内
に
お
い
て
、
有
視
界
飛
行
方
式
に
よ
り
、
か

つ
、
昼
間
に
お
い
て
航
空
機
の
試
験
を
す
る
飛
行
を
行
お
う
と
す
る
航
空
機
に
係
つ
、
昼
間
に
お
い
て
航
空
機
の
試
験
を
す
る
飛
行
を
行
お
う
と
す
る
航
空
機
に
係

る
も
の
に
限
る
。
）
、
同
項
第
三
十
二
号
の
権
限
（
管
制
圏
内
に
お
い
て
、
有
視
る
も
の
に
限
る
。
）
、
同
項
第
三
十
二
号
の
権
限
（
管
制
圏
内
に
お
い
て
、
有
視

界
飛
行
方
式
に
よ
り
、
か
つ
、
昼
間
に
お
い
て
航
空
機
の
操
縦
の
練
習
の
た
め
の
界
飛
行
方
式
に
よ
り
、
か
つ
、
昼
間
に
お
い
て
航
空
機
の
操
縦
の
練
習
の
た
め
の

飛
行
を
行
お
う
と
す
る
航
空
機
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
、
同
項
第
三
十
七
号
ヤ
飛
行
を
行
お
う
と
す
る
航
空
機
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
、
同
項
第
三
十
六
号
の

及
び
第
三
十
七
号
の
十
一
の
権
限
、
同
項
第
四
十
号
の
二
の
権
限
（
法
第
百
三
十
権
限
（
管
制
圏
及
び
こ
れ
に
接
続
す
る
進
入
管
制
区
内
の
特
別
管
制
空
域
並
び
に

二
条
第
一
号
の
空
域
に
お
け
る
飛
行
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
、
同
項
第
四
十
一
情
報
圏
に
係
る
行
為
を
行
お
う
と
す
る
者
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
、
同
項
第
三

号
の
権
限
、
同
項
第
四
十
二
号
の
権
限
（
管
制
圏
及
び
こ
れ
に
接
続
す
る
進
入
管
十
六
号
の
二
、
第
三
十
七
号
オ
及
び
第
三
十
七
号
の
十
一
の
権
限
、
同
項
第
四
十

制
区
内
の
特
別
管
制
空
域
亜
び
に
情
報
圏
に
係
る
行
為
を
行
お
う
と
す
る
者
に
係
号
の
二
の
権
限
（
法
第
百
三
十
二
条
第
一
号
の
空
域
に
お
け
る
飛
行
に
係
る
も
の

る
も
の
に
限
る
。
）
並
び
に
同
項
第
四
十
三
号
及
び
第
六
十
四
号
の
一
―
二
の
権
限
に
限
る
。
）
並
び
に
同
項
第
四
十
一
号
及
び
第
六
十
四
号
の
一
―
二
の
権
限
を
空
港

を

空

港

事

務

所

長

に

行

わ

せ

る

も

の

と

す

る

。

事

務

所

長

に

行

わ

せ

る

も

の

と

す

る

。
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第
一
一
百
四
十
二
条
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
権
限
は
、
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
地

方
航
空
局
長
、
空
港
事
務
所
長
又
は
空
港
出
張
所
長
が
行
う
。

一
第
二
百
四
十
条
第
一
項
第
一
号
、
第

三
号
、
第
三
号
の
二
、
第
五
号
か
ら
剌

六
号
の
四
ま
で
、
第
九
号
か
ら
第
十
九

号
ま
で
、
第
二
十
一
号
か
ら
第
一
―
十
四

号
ま
で
、
第
四
十
四
号
か
ら
第
四
十
六

号
ま
で
、
第
五
十
三
号
、
第
五
十
四
号

、
第
五
十
六
号
及
び
第
六
十
号
の
権
限

並
び
に
同
項
第
六
十
五
号
の
権
限
（
第

二
百
三
十
八
条
の
表
十
の
項
、
十
一
の

項
及
び
十
二
の
項
に
係
る
届
出
の
受
理

に
係
る
も
の
を
除
く
。
）

二
第
一
一
百
四
十
条
第
一
項
第
一
―
号
、
第

四
号
及
び
第
七
号
の
権
限
、
同
項
第
一
―

十
四
号
の
一
一
の
権
限
（
無
線
電
話
及
び

航
空
交
通
管
制
用
自
動
応
答
装
置
に
係

る
も
の
を
除
く
。
）
、
同
項
第
一
一
十
四

号
の
三
及
び
第
二
十
四
号
の
五
の
権
限

、
同
項
第
二
十
五
号
の
権
限
（
航
空
運

送
事
業
の
用
に
供
す
る
航
空
機
に
係
る

も
の
及
び
船
舶
又
は
構
築
物
に
お
い
て

離
陸
し
、
又
は
着
陸
し
よ
う
と
す
る
回

転
翼
航
空
機
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）

、
同
項
第
一
―
十
六
号
の
権
限
、
同
項
第

二
十
七
号
の
権
限
（
航
空
運
送
事
業
の

2
.
3
 
（略）

当
該
事
業
場
、
空
港
等
、
航
空

保
安
施
設
又
は
物
件
の
所
在
地

を
管
轄
区
域
と
す
る
地
方
航
空

局
長

当
該
許
可
又
は
承
認
を
必
要
と

す
る
行
為
を
行
お
う
と
す
る
場

所
を
管
轄
区
域
と
す
る
地
方
航

空
局
長

第
一
一
百
四
十
二
条
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
権
限
は
、
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
地

方
航
空
局
長
、
空
港
事
務
所
長
又
は
空
港
出
張
所
長
が
行
う
。

一
第
二
百
四
十
条
第
一
項
第
一
号
、
第

三
号
、
第
三
号
の
二
、
第
五
号
か
ら
剌

六
号
の
三
ま
で
、
第
九
号
か
ら
第
十
九

号
ま
で
、
第
二
十
一
号
か
ら
第
二
十
四

号
ま
で
、
第
四
十
四
号
か
ら
第
四
十
六

号
ま
で
、
第
五
十
三
号
、
第
五
十
四
号

、
第
五
十
六
号
及
び
第
六
十
号
の
権
限

並
び
に
同
項
第
六
十
五
号
の
権
限
（
第

二
百
三
十
八
条
の
表
十
の
項
、
十
一
の

項
及
び
十
二
の
項
に
係
る
届
出
の
受
理

に
係
る
も
の
を
除
く
。
）

二
第
二
百
四
十
条
第
一
項
第
二
号
、
第

四
号
及
び
第
七
号
の
権
限
、
同
項
第
二

十
四
号
の
二
の
権
限
（
無
線
電
話
及
び

航
空
交
通
管
制
用
自
動
応
答
装
置
に
係

る
も
の
を
除
く
。
）
、
同
項
第
二
十
四

号
の
三
及
び
第
二
十
四
号
の
五
の
権
限

、
同
項
第
二
十
五
号
の
権
限
（
航
空
運

送
事
業
の
用
に
供
す
る
航
空
機
に
係
る

も
の
及
び
船
舶
又
は
構
築
物
に
お
い
て

離
陸
し
、
又
は
着
陸
し
よ
う
と
す
る
回

転
粟
航
空
機
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）

、
同
項
第
二
十
六
号
の
権
限
、
同
項
第

二
十
七
号
の
権
限
（
航
空
運
送
事
業
の

2
.
3
 
（略）

当
該
事
業
場
、
空
港
等
、
航
空

保
安
施
設
又
は
物
件
の
所
在
地

を
管
轄
区
域
と
す
る
地
方
航
空

局
長

当
該
許
可
又
は
承
認
を
必
要
と

す
る
行
為
を
行
お
う
と
す
る
場

所
を
管
轄
区
域
と
す
る
地
方
航

空
局
長
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三
＼
七

（略）

用
に
供
す
る
航
空
機
、
計
器
飛
行
方
式

に
よ
り
、
又
は
夜
間
に
お
い
て
飛
行
し

よ
う
と
す
る
航
空
機
及
び
物
件
を
機
体

の
外
に
装
着
し
、
つ
り
下
げ
、
又
は
叫

訓
し
て
運
送
し
よ
う
と
す
る
回
転
翼
航

空
機
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
、
同
項

第
二
十
八
号
及
び
第
三
十
号
の
権
限
、

同
項
第
三
十
一
号
の
権
限
（
管
制
圏
内

に
お
い
て
、
有
視
界
飛
行
方
式
に
よ
り

、
か
つ
、
昼
間
に
お
い
て
航
空
機
の
試

験
を
す
る
飛
行
を
行
お
う
と
す
る
航
空

機
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
、
同
項
第

三
十
二
号
の
権
限
（
管
制
圏
内
に
お
い

て
、
有
視
界
飛
行
方
式
に
よ
り
、
か
つ

、
昼
間
に
お
い
て
航
空
機
の
操
縦
の
練

習
の
た
め
の
飛
行
を
行
お
う
と
す
る
航

空
機
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
、
同
項

第
四
十
号
の
権
限
、
同
項
第
四
十
号
の

二
の
権
限
（
法
第
百
三
十
二
条
第
二
号

の
空
域
に
お
け
る
飛
行
に
係
る
も
の
に

限
る
。
）
、
同
項
第
四
十
号
の
三
の
権

限
、
同
項
第
四
十
二
号
の
権
限
（
管
制

圏
及
び
こ
れ
に
接
続
す
る
進
入
管
制
区

内
の
特
別
管
制
空
域
並
び
に
情
報
圏
に

係
る
行
為
を
行
お
う
と
す
る
者
に
係
る

も
の
を
除
く
。
）
並
び
に
同
項
第
六
十

叫
引
の
権
限

（略）

用
に
供
す
る
航
空
機
、
計
器
飛
行
方
式

に
よ
り
、
又
は
夜
間
に
お
い
て
飛
行
し

よ
う
と
す
る
航
空
機
及
び
物
件
を
機
体

の
外
に
装
着
し
、
つ
り
下
げ
、
又
は
曳

訓
し
て
運
送
し
よ
う
と
す
る
回
転
翼
航

空
機
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
、
同
項

第
二
十
八
号
及
び
第
三
十
号
の
権
限
、

同
項
第
三
十
一
号
の
権
限
（
管
制
圏
内

に
お
い
て
、
有
視
界
飛
行
方
式
に
よ
り

、
か
つ
、
昼
間
に
お
い
て
航
空
機
の
試

験
を
す
る
飛
行
を
行
お
う
と
す
る
航
空

機
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
、
同
項
第

三
十
二
号
の
権
限
（
管
制
圏
内
に
お
い

て
、
有
視
界
飛
行
方
式
に
よ
り
、
か
つ

、
昼
間
に
お
い
て
航
空
機
の
操
縦
の
練

習
の
た
め
の
飛
行
を
行
お
う
と
す
る
航

空
機
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
、
同
項

第
三
十
六
号
の
権
限
（
管
制
圏
及
び
こ

れ
に
接
続
す
る
進
入
管
制
区
内
の
特
別

管
制
空
域
並
び
に
情
報
圏
に
係
る
行
為

を
行
お
う
と
す
る
者
に
係
る
も
の
を
除

く
。
）
、
同
項
第
四
十
号
の
権
限
、
同

項
第
四
十
号
の
二
の
権
限
（
法
第
百
三

十
二
条
第
二
号
の
空
域
に
お
け
る
飛
行

に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
並
び
に
同
項

第
四
十
号
の
三
及
び
第
六
十
四
号
の
権

限
三
＼
七

（略）

（略）
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八
第
二
百
四
十
条
第
一
項
第
二
十
四
号

の
一
一
の
権
限
（
無
線
電
話
及
び
航
空
交

通
管
制
用
自
動
応
答
装
置
に
係
る
も
の

に
限
る
。
）
、
同
項
第
二
十
五
号
の
権

限
（
航
空
運
送
事
業
の
用
に
供
す
る
航

空
機
に
係
る
も
の
及
び
船
舶
又
は
構
築

物
に
お
い
て
離
陸
し
、
又
は
着
陸
し
よ

う
と
す
る
回
転
翼
航
空
機
に
係
る
も
の

を
除
く
。
）
、
同
項
第
二
十
七
号
の
権

限
（
航
空
運
送
事
業
の
用
に
供
す
る
航

空
機
、
計
器
飛
行
方
式
に
よ
り
、
又
は

夜
間
に
お
い
て
飛
行
し
よ
う
と
す
る
航

空
機
及
び
物
件
を
機
体
の
外
に
装
着
し

、
つ
り
下
げ
、
又
は
閲
馴
し
て
運
送
し

よ
う
と
す
る
回
転
翼
航
空
機
に
係
る
も

の
を
除
く
。
）
、
同
項
第
二
十
七
号
の

二
及
び
第
一
―
十
九
号
の
権
限
、
同
項
第

三
十
一
号
の
権
限
（
管
制
圏
内
に
お
い

て
、
有
視
界
飛
行
方
式
に
よ
り
、
か
つ

、
昼
間
に
お
い
て
航
空
機
の
試
験
を
す

る
飛
行
を
行
お
う
と
す
る
航
空
機
に
係

る
も
の
に
限
る
。
）
、
同
項
第
三
十
二

号
の
権
限
（
管
制
圏
内
に
お
い
て
、
有

視
界
飛
行
方
式
に
よ
り
、
か
つ
、
昼
間

に
お
い
て
航
空
機
の
操
縦
の
練
習
の
た

め
の
飛
行
を
行
お
う
と
す
る
航
空
機
に

係
る
も
の
に
限
る
。
）
、
同
項
第
四
十

号
の
二
の
権
限
（
法
第
百
三
十
一
一
条
第

一
号
の
空
域
に
お
け
る
飛
行
に
係
る
も

の
に
限
る
。
）
、
同
項
第
四
十
二
号
の

当
該
許
可
、
届
出
又
は
通
報
を

必
要
と
す
る
行
為
を
行
お
う
と

す
る
場
所
を
管
轄
区
域
と
す
る

空
港
事
務
所
長

八
第
二
百
四
十
条
第
一
項
第
二
十
四
号

の
二
の
権
限
（
無
線
電
話
及
び
航
空
交

通
管
制
用
自
動
応
答
装
置
に
係
る
も
の

に
限
る
。
）
、
同
項
第
二
十
五
号
の
権

限
（
航
空
運
送
事
業
の
用
に
供
す
る
航

空
機
に
係
る
も
の
及
び
船
舶
又
は
構
築

物
に
お
い
て
離
陸
し
、
又
は
着
陸
し
よ

う
と
す
る
回
転
翼
航
空
機
に
係
る
も
の

を
除
く
。
）
、
同
項
第
二
十
七
号
の
権

限
（
航
空
運
送
事
業
の
用
に
供
す
る
航

空
機
、
計
器
飛
行
方
式
に
よ
り
、
又
は

夜
間
に
お
い
て
飛
行
し
よ
う
と
す
る
航

空
機
及
び
物
件
を
機
体
の
外
に
装
着
し

ぇ＇

、
つ
り
下
げ
、
又
は
曳
航
し
て
運
送
し

よ
う
と
す
る
回
転
翼
航
空
機
に
係
る
も

の
を
除
く
。
）
、
同
項
第
二
十
七
号
の

二
及
び
第
二
十
九
号
の
権
限
、
同
項
第

三
十
一
号
の
権
限
（
管
制
圏
内
に
お
い

て
、
有
視
界
飛
行
方
式
に
よ
り
、
か
つ

、
昼
間
に
お
い
て
航
空
機
の
試
験
を
す

る
飛
行
を
行
お
う
と
す
る
航
空
機
に
係

る
も
の
に
限
る
。
）
、
同
項
第
三
十
二

号
の
権
限
（
管
制
圏
内
に
お
い
て
、
有

視
界
飛
行
方
式
に
よ
り
、
か
つ
、
昼
間

に
お
い
て
航
空
機
の
操
縦
の
練
習
の
た

め
の
飛
行
を
行
お
う
と
す
る
航
空
機
に

係
る
も
の
に
限
る
。
）
、
同
項
第
―
―
-
+

六
号
の
権
限
（
管
制
圏
及
び
こ
れ
に
接

続
す
る
進
入
管
制
区
内
の
特
別
管
制
空

域
亜
び
に
情
報
圏
に
係
る
行
為
を
行
お

当
該
許
可
、
届
出
又
は
通
報
を

必
要
と
す
る
行
為
を
行
お
う
と

す
る
場
所
を
管
轄
区
域
と
す
る

空
港
事
務
所
長

-17 -



三
法
第
七
十
九
条
、
法
第
八
十
一
当
該
申
請
等
を
必
要
と
す
る
行
為
を

条
、
法
第
八
十
二
条
の
二
、
法
第
行
お
う
と
す
る
場
所
を
管
轄
区
域
と

八
十
九
条
、
法
第
九
十
条
、
法
第
す
る
空
港
事
務
所
長
又
は
当
該
場
所

． 

（略）

（略）

申

請

等

空
港
事
務
所
長
又
は
空
港
出
張
所
長

九

S
+

（略）

権
限
（
管
制
圏
及
び
こ
れ
に
接
続
す
る

進
入
管
制
区
内
の
特
別
管
制
空
域
並
び

に
情
報
圏
に
係
る
行
為
を
行
お
う
と
す

る
者
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
並
び
に

同
項
第
四
十
三
号
の
権
限

（略）

八 条 ． 
+‘法
九法第
条第七

＾ 
申‘八十 略

法十九
ヽ

第二条
請

九条‘
等十の法

条二第
‘‘八

法法十
吟弟吟弟 一

す行当

＾ 
空

るお該 略 港
空う申

ヽ

事
港と請 務
事す等 所
務るを 長
所場必 又
長所要 は
又をと ゲ-= 
は管す 港
当轄る 出
該区行 張
場域為 所
所とを 長

第
一
一
百
四
十
二
条
の
二
法
に
規
定
す
る
国
土
交
通
大
臣
の
権
限
で
次
に
掲
げ
る
も
第
一
一
百
四
十
二
条
の
二
法
に
規
定
す
る
国
土
交
通
大
臣
の
権
限
で
次
に
掲
げ
る
も

の

は

、

航

空

交

通

管

制

部

長

に

行

わ

せ

る

。

の

は

、

航

空

交

通

管

制

部

長

に

行

わ

せ

る

。

-
S
+
（

略

）

一

S
+
（略）

十
一
法
第
九
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
権
限
（
航
空
路
管
制
業
務
又
は
進
十
一
法
第
九
十
九
条
の
規
定
に
よ
る
権
限
（
航
空
路
管
制
業
務
又
は
進
入
管
制

入
管
制
業
務
に
関
連
し
て
無
線
電
話
に
よ
り
行
う
航
空
情
報
の
提
供
に
関
す
る
業
務
に
関
連
し
て
無
線
電
話
に
よ
り
行
う
航
空
情
報
の
提
供
に
関
す
る
も
の
に

も

の

に

限

る

。

）

限

る

。

）

2
.
3

（略）

2
.
3

（略）

（

申

請

等

の

経

由

）

（

申

請

等

の

経

由

）

第
一
一
百
四
十
三
条
法
又
は
こ
の
省
令
の
規
定
に
よ
り
国
土
交
通
大
臣
に
申
請
、
報
一
第
一
一
百
四
十
三
条
法
又
は
こ
の
省
令
の
規
定
に
よ
り
国
士
交
通
大
臣
に
申
請
、
報

告
、
通
知
、
通
報
又
は
届
出
（
以
下
「
申
請
等
」
と
い
う
。
）
を
し
よ
う
と
す
る
告
、
通
知
、
通
報
又
は
届
出
（
以
下
「
申
請
等
」
と
い
う
。
）
を
し
よ
う
と
す
る

者
は
、
次
表
に
定
め
る
空
港
事
務
所
長
又
は
空
港
出
張
所
長
を
経
由
し
て
行
う
こ
者
は
、
次
表
に
定
め
る
空
港
事
務
所
長
又
は
空
港
出
張
所
長
を
経
由
し
て
行
う
こ

と

が

で

き

る

。

と

が

で

き

る

。

九

S
+

（略）

う
と
す
る
者
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）

、
同
項
第
三
十
六
号
の
二
の
権
限
並
び

に
同
項
第
四
十
号
の
二
の
権
限
（
法
第

百
三
十
二
条
第
一
号
の
空
域
に
お
け
る

飛
行
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）

（略）
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3
.
4
 

（略）

よ三
る十 法

＾ 申四 第 略
圭n土目 久＊ 百 、- 申
等り

十
第

請

条
等

項 及
のび
規法

定第1
に 百

崖魯 ＾ 
空

略 港
所り

ヽ

事
長の 務

空
胃港

喜 又
は

胃 空
港

又 出
は 張
空 所
港 長

四
•
五

（略）

九
十
一
条
第
一
項
、
法
第
九
十
―
―

条
第
一
項
及
び
法
第
百
三
十
四
条

の
三
第
一
項
並
び
に
こ
れ
ら
の
規

定
に
係
る
こ
の
省
令
の
規
定
に
よ

る
申
請
等

2

法
の
規
定
に
よ
り
空
港
事
務
所
長
に
申
請
等
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
表
に

定
め
る
空
港
事
務
所
長
又
は
空
港
出
張
所
長
を
経
由
し
て
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

（略）

の
最
寄
り
の
空
港
出
張
所
長

3
.
4
 

（略）

る び
申法法

＾ 奎n主目 弟^が 第 略
等百 九 、-

＋ 申

＋ 九 請条
条 の

等
の二
規 第
r 疋

に項
よ及

鷹魯 ＾ 
空

略 港
所り

ヽ

事
長の 務

グ工 所
港 長

雷 又
は

所 空
長 港
又 出
は 張
如-= 所
港 長

九
十
一
条
第
一
項
、
法
第
九
十
二

条
第
一
項
及
び
法
第
九
十
九
条
の

二
第
一
項
並
び
に
こ
れ
ら
の
規
定

に
係
る
こ
の
省
令
の
規
定
に
よ
る

申
請
等

の
最
寄
り
の
空
港
出
張
所
長

2

法
の
規
定
に
よ
り
空
港
事
務
所
長
に
申
請
等
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
表
に

定
め
る
空
港
事
務
所
長
又
は
空
港
出
張
所
長
を
経
由
し
て
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

四
•
五

（略）

（略）
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•第30号様式（第239条関係）

（表）

（略）

航空法抜粋

（報告徴収及び立入検査）

第134条 国土交通大臣は、この法律の施行を確保するため必要が

あるときは、次に掲げる者に対し、航空機若しくは装備品の設計

、製造、整備、改造若しくは検査、航空従事者の養成若しくは知

識及び能力の判定、航空身体検査証明、空港等若しくは航空保安

施設の工事、管理若しくは使用、航空機の使用、航空業務、航空

運送事業、航空機使用事業、無人航空機の飛行若しくは設計、製

造、整備若しくは改造又は航空運送代理店業に関し報告を求める

ことができる。

(1) ~ (8) （略）

儡無人航空機の飛行を行う者又は無人航空機の設計、製造、

整備若しくは改造をする者

晶饂航空運送代理店業を経営する者

2 国士交通大臣は、この法律の施行を確保するため必要があると

きは、その職員に、前項各号に掲げる者の事務所、工場その他の

事業場、空港等、航空保安施設を設置する場所、空港等若しくは

航空保安施設の工事を行う場所、航空機若しくは無人航空機の所

在する場所又は航空機に立ち入って、航空機、航空保安施設、無

人航空機、帳簿、書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質

間させることができる。

3 • 4 （略）

（立入検査の拒否等の罪）

第158条（略）

•第30号様式（第239条関係）

（表）

（略）

航空法抜粋

（報告徴収及び立入検査）

第134条 国土交通大臣は、この法律の施行を確保するため必要が

あるときは、次に掲げる者に対し、航空機若しくは装備品の設計

、製造、整備、改造若しくは検査、航空従事者の養成若しくは知

識及び能力の判定、航空身体検査証明、空港等若しくは航空保安

施設の工事、管理若しくは使用、航空機の使用、航空業務、航空

運送事業、航空機使用事業又は航空運送代理店業に関し報告を求

めることができる。

(1)～(8) （略）

（新設）

儡航空運送代理店業を経営する者

2 国士交通大臣は、この法律の施行を確保するため必要があると

きは、その職員に、前項各号に掲げる者の事務所、工場その他の

事業場、空港等、航空保安施設を設置する場所、空港等若しくは

航空保安施設の工事を行う場所、航空機の所在する場所又は航空

機に立ち入って、航空機、航空保安施設、帳簿、書類その他の物

件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。

3・4 （略）

（立入検査の拒否等の罪）

第158条（略）
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（裏）

Extract of Civil Aeronautics Act (Courtesy Translation) 

Article 134 (Collection of Reports and On-Site Inspections) 

(1) The Minister of Land, Infrastructure, Transport and Touri 

sm may, when he/she deems it necessary to secure enforceme 

nt of this Act, request any person who falls under any of 

the following categories to submit reports on design, manu 

facturing, maintenance, alteration or inspection of aircra 

ft or its components, training of airmen or determination 

of knowledge and capability of airman, aviation medical ex 

amination certification, construction work or administrati 

on or utilization of aerodrome or air navigation facilitie 

s, use of aircraft, air navigation services, air transport 

services, aerial work services, operation, design, manufa 

cturing, maintenance or alteration of unmanned aircraft or 

air transport agency business. 

(i),..__, (viii) （略）

凰 Anyperson wh person who operates, designs, manufactures, mainta 

ins or alternates unmanned aircraft 

person who operates air transport agency business 早Anyperson wh 

(2) The Minister of Land, Infrastructure, Transport and Tour 

ism may, when he/she deems it necessary to secure enforcem 

ent of this Act, have a right to order his/her officials t 

o enter offices, factories or any other business premises, 

aerodromes, any places where air navigation facilities ar 

e installed, any places where construction work on an aero 

drome or air navigation facility is performed, any places 

where aircrafts or unmanned aircrafts are parked, or any a 

（裏）

Extract of Civil Aeronautics Act (Courtesy Translation) 

Article 134 (Collection of Reports and On-Site Inspections) 

(1) The Minister of Land, Infrastructure, Transport and Touri 

sm may, when he/she deems it necessary to secure enforceme 

nt of this Act, request any person who falls under any of 

the following categories to submit reports on design, manu 

facturing, maintenance, alteration or inspection of aircra 

ft or its components, training of airmen or determination 

of knowledge and capability of airman, aviation medical ex 

amination certification, construction work or administrati 

on or utilization of aerodrome or air navigation facilitie 

s, use of aircraft, air navigation services, air transport 

services, aerial work services, or air transport agency b 

us1ness 

(i),...__, (viii) （略）

（新設）

person who operates air transport agency business 皿 Anyperson wh 

(2) The Minister of Land, Infrastructure, Transport and Tour 

ism may, when he/she deems it necessary to secure enforcem 

ent of this Act, have a right to order his/her officials t 

o enter offices, factories or any other business premises, 

-21 -

aerodromes, any places where air navigation facilities ar 

e installed, any places where construction work on an aero 

drome or air navigation facility is performed, any places 

where aircrafts are parked, or any aircraft, which belong 



ircraft, which belong to any person listed in each item of 

the preceding paragraph, and inspect aircraft, air naviga 

tion facilities, unmanned aircrafts, ledgers, documents, o 

r any other objects, or interrogate any person concerned. 

(3) • (4) （略）

Article 158 (Offences of Refusal etc. of On-Site Inspection) 

（略）

（略）

•第31号様式（第239条の 6 関係） （日本産業規格A4)

（略）

to any person listed in each item of the preceding paragra 

ph, and inspect aircraft, air navigation facilities, ledge 

rs, documents, or any other objects, or interrogate any pe 

rson concerned. 

(3) • (4) （略）

Article 158 (Offences of Refusal etc. of On-Site Inspection) 

（略）

（略）

•第31号様式（第239条の 3 関係） （日本産業規格A4)

（略）
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2
 、

な
お
こ
れ
を
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

以
下

第
二
条 （

施
行
期
日
）

こ
の
省
令
は
、
航
空
法
及
び
運
輸
安
全
委
員
会
設
置
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
附
則
第
一
条
第
二
号
の
施

（
経
過
措
置
）

規
則
」

第
一
条

こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
交
付
さ
れ
て
い
る
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
航
空
法
施
行
規
則
（
以
下

と
い
う
。
）
第
三
十
号
様
式
に
よ
る
検
査
員
の
証
票
は
、

「
新
規
則
」

と
い
う
。
）
第
三
十
号
様
式
に
よ
る
検
査
員
の
証
票
と
み
な
す
。

旧
規
則
第
三
十
一
号
様
式
に
よ
る
納
付
書
に
つ
い
て
は
、
新
規
則
第
三
十
一
号
様
式
に
か
か
わ
ら
ず
、

行
の
日

（
令
和
元
年
九
月
十
八
日
）

か
ら
施
行
す
る
。

附

則

当
分
の
間

こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
航
空
法
施
行
規
則

＾ 
「旧
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https://www.npa.go.jp/bureau/security/kogatamujinki/index.html
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無人航空機（ドローン、ラジコン機等）の 

安全な飛行のためのガイドライン 

 

国土交通省 航空局 

 

 

 近年、遠隔操作や自動操縦により飛行し写真撮影等を行うことができる無人航空機

が開発され、趣味やビジネスを目的とした利用者が急増しています。新たな産業創出

の機会の増加や生活の質の向上が図られることは歓迎すべきことです。 

 一方、このような無人航空機が飛行することで、人が乗っている航空機の安全が損

なわれることや、地上の人や建物・車両などに危害が及ぶことは、あってはならない

ことはもちろんです。 

 このため、航空法の一部を改正する法律（平成 27 年法律第 67 号）及び航空法及

び運輸安全委員会設置法の一部を改正する法律（令和元年法律第３８号）により、無

人航空機の飛行に関する基本的なルールが定められました。無人航空機の利用者の皆

様は、同法及び関係法令を遵守し、第三者に迷惑をかけることなく安全に飛行させる

ことを心がけてください。 

また、無人航空機を飛行させる者は、航空法や関係法令を遵守することはもちろん

ですが、使用する無人航空機の機能及び性能を十分に理解し、飛行の方法及び場所に

応じて生じるおそれがある飛行のリスクを事前に検証し、必要に応じてさらなる安全

上の措置を講じるよう、無人航空機の飛行の安全に万全を期すことが必要です。 

 

１．航空法における無人航空機とは  

 （１）無人航空機とは 

 「人が乗ることができない飛行機、回転翼航空機、滑空機、飛行船であっ

て、遠隔操作又は自動操縦により飛行させることができるもの」と定義さ

れており、いわゆるドローン（マルチコプター）、ラジコン機、農薬散布用

ヘリコプター等が該当します。 

（例） 

           

令和元年８月２３日 

014710
テキストボックス
別添６



- 2 - 
 

   （ドローン（マルチコプター））  （ラジコン機）   （農薬散布用ヘリコプター）     

 ただし、マルチコプターやラジコン機等であっても、重量（機体本体の重

量とバッテリーの重量の合計）200 グラム未満のものは、無人航空機では

なく「模型航空機」に分類されます。 

 

 また、航空機から改造されたもの等、無人機であっても航空機に近い構造、

性能･能力を有している場合、航空法上の航空機に該当する可能性がありま

す。そのような場合には個別にご相談ください。 

 

 （２）模型航空機とは 

 ゴム動力模型機、重量（機体本体の重量とバッテリーの重量の合計）200

グラム未満のマルチコプター・ラジコン機等は航空法上「模型航空機」と

して扱われ、無人航空機の飛行に関するルールは適用されず、空港周辺や

一定の高度以上の飛行について国土交通大臣の許可等を必要とする規定

（第 99 条の２）のみが適用されます。 

 

２．無人航空機の飛行ルールに関する航空法の規定 

    航空法において、次のとおり、無人航空機を飛行させる際の基本的なルール

が定められております。これらのルールに違反した場合には、50 万円以下の

罰金（飲酒時の飛行は１年以下の懲役又は３０万円以下の罰金）が課されるこ

とがありますので、法令を遵守しながら安全に飛行させましょう。 

    また、基本的なルールの詳細については、国土交通省ホームページ「無人航

空 機 （ ド ロ ー ン ・ ラ ジ コ ン 機 等 ） の 飛 行 ル ー ル 」

（http://www.mlit.go.jp/koku/koku_tk10_000003.html）でも情報提供

を行っていますので、ご活用ください。 

    国土交通大臣の飛行の許可・承認を受ける必要がある場合には、上記ホーム

ページから申請書をダウンロードして、飛行させる 1０日前（土日祝日等を除

く。）までに、地方航空局又は各空港事務所に申請書を提出しましょう。 

    なお、屋内や網等で四方・上部が囲まれた空間については、これらのルール

は適用されません。 
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 （１）飛行の禁止空域 

有人の航空機に衝突するおそれや、落下した場合に地上の人などに危害を及

ぼすおそれが高い空域として、以下の空域で無人航空機を飛行させることは、

原則として禁止されています。 

これらの空域で無人航空機を飛行させようとする場合には、安全面の措置を

した上で、国土交通大臣の許可を受ける必要があります。（※屋内で飛行させる

場合は不要です。） 

なお、自身の私有地であっても、以下の（A）～（C）の空域に該当する場合

には、国土交通大臣の許可を受ける必要があります。 

      

   

（Ａ）地表又は水面から 150m 以上の高さの空域 

 

（Ｂ）空港周辺の空域 

①新千歳空港、成田国際空港、東京国際空港、中部国際空港、大阪国際空港、

関西国際空港、福岡空港、那覇空港 

空港の周辺に設定されている進入表面、転移表面若しくは水平表面若し

くは延長進入表面、円錐表面若しくは外側水平表面の上空の空域、進入表

面若しくは転移表面の下の空域又は空港の敷地の上空の空域 
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②その他空港やヘリポート等 

その他空港やヘリポート等の周辺に設定されている進入表面、転移表面

若しくは水平表面又は延長進入表面、円錐表面若しくは外側水平表面の上

空の空域 
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（ⅰ）全ての空港やヘリポート等における進入表面等の例 

全ての空港やヘリポート等において、空港等から概ね 6km 以内の範囲で

以下の進入表面、転移表面及び水平表面が設定されています。 

 （※）詳細は、航空局ホームページで確認できますが、飛行させようとする場所

が区域内にある場合又は区域の境界付近にある場合には、各空港等管理者

にお問い合わせください。 
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（ⅱ）東京・成田・中部・関西国際空港及び政令空港における進入表面等の例 

 

     東京・成田・中部・関西国際空港及び政令空港（※）においては、（ⅰ）の

表面（進入表面、転移表面及び水平表面）に加え、空港から 24km 以内の

範囲で延長進入表面、円錐表面及び外側水平表面が設定されています。 

 

（※）政令空港：釧路、函館、仙台、大阪国際、松山、福岡、長崎、熊本、大分、

宮崎、鹿児島、那覇 

 

（※）詳細は、航空局ホームページで確認できますが、飛行させようとする場所

が区域内にある場合又は区域の境界付近にある場合には、各空港等管理者

にお問い合わせください。 
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（Ｃ）人口集中地区の上空 

平成 2７年の国勢調査の結果による人口集中地区の上空 

     ※ 貴方が飛行させたい場所が人口集中地区に該当するか否かは、以下の

航空局ＨＰを通じて御確認頂けます。 

（http://www.mlit.go.jp/koku/koku_tk10_000003.html） 

 

参考 
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（２）飛行の方法 

 

飛行させる場所に関わらず、無人航空機を飛行させる場合には、以下のルー

ルを守ることが必要です。 
 

① アルコール等を摂取した状態では飛行させないこと 

② 飛行に必要な準備が整っていることを確認した後に飛行させること 

③ 航空機や他の無人航空機と衝突しそうな場合には、地上に降下等させるこ

と 

④ 不必要に騒音を発するなど他人に迷惑を及ぼすような方法で飛行させない

こと 

⑤ 日中（日出から日没まで）に飛行させること         

⑥ 目視（直接肉眼による）範囲内で無人航空機とその周囲を常時監視して飛行

させること（目視外飛行の例：ＦＰＶ（First Person’s View）、モニター

監視） 

⑦ 第三者又は第三者の建物、第三者の車両などの物件との間に距離（30ｍ）

を保って飛行させること 

⑧ 祭礼、縁日など多数の人が集まる催し場所の上空で飛行させないこと 

⑨ 爆発物など危険物を輸送しないこと 

⑩ 無人航空機から物を投下しないこと 

 

⑤～⑩のルールによらずに無人航空機を飛行させようとする場合には、安全

面の措置をした上で、国土交通大臣の承認を受ける必要があります。 

 

 

＜承認が必要となる飛行の方法＞ 

   

（夜間飛行） （目視外飛行） （30m 未満の飛行） （ｲﾍﾞﾝﾄ上空飛行） （危険物輸送） （物件投下） 
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３．注意事項 

 無人航空機を安全に飛行させるためには、航空法を遵守することはもちろんですが、

周囲の状況などに応じて、さらに安全への配慮が求められます。具体的には、以下の

事項にも注意して飛行させましょう。 

 

（１）飛行させる場所 

 

 空港等の周辺では、飛行禁止空域が詳細に設定されています。誤って急上

昇させるなどにより飛行の禁止空域に飛行させることがないよう、原則と

して空港等の周辺では無人航空機を飛行させないでください。 

※ 飛行させる場合には、可能な限り飛行高度が表示される機体を使いましょう。 

 

 空港等以外の場所でも、ヘリコプターなどの離着陸が 

行われる可能性があります。航行中の航空機に衝突す 

る可能性のあるようなところでは、無人航空機を飛行させないでください。 

 

 操縦ミスなどで無人航空機が落下した際に、下に第三者がいれば大きな危

害を及ぼすおそれがあります。第三者の上空では飛行させないでください。

学校、病院等の不特定多数の人が集まる場所の上空では飛行させないでく

ださい。 

 

 高速道路や新幹線等に、万が一無人航空機が落下したりすると、交通に重

大な影響が及び、非常に危険な事態に陥ることも想定されます。それらの

上空及びその周辺では無人航空機を飛行させないでください。 

 

 鉄道車両や自動車等は、トンネル等目視の範囲外 

から突然高速で現れることがあります。そのため、 

それらの速度と方向も予期して、常に必要な距離 

（30ｍ）を保てるよう飛行させてください。 

 

 高圧線、変電所、電波塔及び無線施設等の施設の付近ならびに多数の人が

Wi-Fi などの電波を発する電子機器を同時に利用する場所では、電波障害

等により操縦不能になることが懸念されるため、十分な距離を保って無人

航空機を飛行させてください。 
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（２）飛行させる際には 

 

 アルコール等を摂取した状態では、正常な操縦が 

できなくなるおそれがありますので、無人航空機 

を飛行させないでください。 

 

 無人航空機は風の影響等を受けやすいことから、 

飛行前には、 

・安全に飛行できる気象状態であるか 

・機体に損傷や故障はないか 

・バッテリーの充電や燃料は十分か 

など、安全な飛行ができる状態であるか確認するようにしましょう。 

 

 周辺に障害物のない十分な空間を確保して飛行させるよう心がけましょう。

特に無人航空機の飛行速度が出ている際には、法令で定められている距離

（３０ｍ）以上に余裕を持った距離を人や物件から取りましょう。 

 

 飛行させる場所に多数の人が集まることが判明した場合には、無人航空機

が落下した際に第三者に危害を及ぼすおそれがありますので、無人航空機

を飛行させないでください。 

 

 航空機との接近又は衝突を回避するため、航空機を確認した場合には、無

人航空機を飛行させないでください。 

 

 他の無人航空機との接近又は衝突を回避するため、他の無人航空機を確認

した場合には、安全な間隔を確保して飛行させてください。また、衝突の

おそれがある場合には地上に降下させてください。 

 

 国土交通省から、災害等による被災地周辺での捜索救難機の安全を確保す

るための飛行自粛等の要請があった際には、無人航空機の不要不急の飛行

は控えてください。 

 

 無人航空機の種類にもよりますが、補助者に周囲の監視等してもらいなが

ら飛行させることは、安全確保の上で有効です。 
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 無人航空機の飛行を行う関係者であることを周囲の人にわかりやすく伝え

るために、操縦者及び補助者は無人航空機の関係者であることが容易に

分かるような服装（ベストの着用等）としましよう。 

 

 （３）常日頃から 

 

 無人航空機を安全に飛行させることができるよう、 

メーカーの取扱説明書に従って、定期的に機体の 

点検・整備を実施し、早めの部品交換など万全の 

状態を心がけましょう。 

 

 飛行中、突風等により操縦が困難になること、又は予期せぬ機体故障等が

発生する場合があります。このため、不測の事態を想定した操縦練習を行

うなど、日頃から技量保持に努めましょう。 

 

 安全に留意して無人航空機を飛行させても、不測の事態等により人の身体

や財産に損害を与えてしまう可能性があります。このような事態に備え、

保険に加入しておくことを推奨します。 

 

 無人航空機が墜落した場合、地上の人又は物件に被害を与えるだけでなく、   

火災を引き起こす可能性があります。火災発生時の初期消火への備えとし

て、無人航空機に搭載する燃料や電池の種類、火災の種別等に応じた消火

器等を準備・携行するなど、緊急時には、操縦者と補助者が適切に対処で

きる体制を構築してください。また、墜落した場合には、被害の軽減に努

めるとともに、必要に応じ警察・消防等の関係機関に連絡してください。 

＜初期消火方法の例＞ 

推進系統の 

種類 

発動機の場合 電動の場合 

アルコール ガソリン 
リチウムイオン 

電池 

リチウムイオン 

電池 

ガソリン 

（発電機用） 

初期消火方法

の例 

小型＆中型（最大

離陸重量：25kg

未満） 

耐アルコール用消

火器又は粉末（Ａ

ＢＣ）消火器（消

火薬剤量 3 ㎏以上

のもの） 

 

大型（最大離陸重

量：25kg 以上） 

耐アルコール用消

火器 

粉末（ＡＢＣ）消

火器（消火薬剤量

3 ㎏以上のもの） 

大量の水 

※１ 

大量の水 

※１ 

粉末（ＡＢＣ）

消火器（消火薬

剤量 3 ㎏以上の

もの） 

※１ 電池から火花が飛び散っている時は近寄らず、火花が収まってから、初期消火に努めること。

また、火災に伴い破裂するおそれがあるため、近づく際には注意し、消火者以外は近づかないこと。 
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（４）無人航空機による事故等の情報提供 

 

 万が一、無人航空機の飛行による人の死傷、第三者の物件の損傷、飛行時

における機体の紛失若しくは航空機との衝突又は接近事案が発生した場合

には、国土交通省（空港事務所）へ情報提供をお願いします。なお、安全

に関する情報は、今後の無人航空機に関する制度の検討を行う上で参考と

なるものであることから、航空法等法令違反の有無にかかわらず、報告を

お願いします。 

 

 また、情報提供の方法は、「無人航空機（ドローン・ラジコン機等）の飛行

ルール」（http://www.mlit.go.jp/koku/koku_tk10_000003.html）に

掲載しておりますのでご活用ください。 
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（５）その他関係法令の遵守等 

 河川（ダムやその貯水池を含みます。）において、無人航空機を飛行させよ

うとする場合、許可申請が必要な場合や、河川管理者や周辺自治体が河川

利用のルールを定めている場合があるので、事前に飛行可能な区域か確認

をお願いします。詳細は、河川管理者までお問い合わせ（※）ください。 

※国土交通省の管理する河川の問い合わせ先は以下のページをご参照くだ

さい。 

国土交通省ホームページ「日本の川」 

http://www.mlit.go.jp/river/toukei_chousa/kasen/jiten/nihon_ka

wa/index.html 

 

 電波を利用して無人航空機を飛行させる場合、電波法を遵守することが求

め ら れ ま す 。 詳 し く は 、 総 務 省 の ホ ー ム ペ ー ジ

（http://www.tele.soumu.go.jp/j/sys/others/drone/index.htm）を

ご覧下さい。 

 

 自治体が、条例等に基づき、その管理する公園等の上空におけるドローン

の飛行を禁止していることがあるとともに、口頭や文書交付等の行政指導

により飛行の中止を求めることがあります。また、重要文化財を含む神社

仏閣等の管理者が、敷地上空での無人航空機の飛行を禁止する看板を掲示

している場合もあります。土地の所有者等が、その土地の上空での無人航

空機の飛行を禁止する旨の表示等を行っている場合には、その土地の上空

では無人航空機を飛行させないようにしましょう。（第三者の所有する土地

の上空で無人航空機を飛行させる場合、所有権の侵害とされる可能性があ

ります） 

 

 無人航空機を利用して映像を撮影し、インターネット上で公開する場合は、

「『ドローン』による撮影映像等のインターネット上での取扱いに係るガイ

ドライン」（総務省）に従って、第三者のプライバシー等に注意しましょう。 

 

 無人航空機により他人の身体や財産に危害を加えることは、処罰の対象に

なる可能性があります。 
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○航空機や他の無人航空機との相互間の安全確保のために 

 国土交通省では、航空機や他の無人航空機との相互間の安全確保のため、 

「飛行情報共有システム」（ドローン情報基盤システム（飛行情報共有機能）） 

のオンラインサービスを無料で提供しています。 

 

 「飛行情報共有システム」を活用することで、次の情報が確認できます。 

・飛行計画場所付近での航空機や他の無人航空機の飛行予定 

・無人航空機と同じ空域を飛行する航空機の位置情報(※)や離着陸場所 

・自治体が条例等に基づき飛行を禁止している場所 など 

※無人航空機運航者は自らの飛行計画を登録すれば、そのエリアに近接する

航空機(ドクターヘリ)の飛行位置情報の把握、確認が可能となります。 

 

 さらに、飛行計画を事前に「飛行情報共有システム」 

へ登録することで、自らの飛行計画の管理に加え、 

他の無人航空機運航者や航空機の運航者への 

情報提供となり、相互間の安全確保につながります 

ので、積極的に飛行情報共有システムに飛行計画を 

入力しましょう。 

 

※オンラインサービスは、タブレットやスマートフォンからも利用できます。 

※サービスの詳細や具体的な操作方法については、以下の URL または 2 次元 

コードからシステムトップページに掲載されている「ご利用案内」を参照して

ください。（https://www.fiss.mlit.go.jp/） 

 

 

 

○事業として無人航空機を飛行させる方へ～ 

 映像の撮影など事業において無人航空機を飛行させる場合、反復継続して飛

行させると考えられること等から、事業者としての責任を持って安全な運用

をより一層心がけることが必要です。 

 

 事業として無人航空機を飛行させる以上、技量の向上や使用する無人航空機

の信頼性の確保を図ることも、より強く求められます。 

 

 映像の撮影などの発注業務の内容によっては、飛行の安全を確保することが

難しいことも考えられますが、そのような場合は安全上難しいことを依頼者

←タブレット・スマートフォン 

の方はこちらかもアクセス 

できます。 
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に伝え、理解を得ることも重要です。 

 

 無人航空機を利用して事業を展開しようとする企業等が団体をつくり、情報

交換やガイドラインの策定、操縦や安全の教育訓練・認証等に取り組んでい

ます。このような団体を通じ、無人航空機を利用した事業の安全管理体制の

構築に必要な情報の入手等を図っていくことも有効です。 

 

○趣味で無人航空機を飛行させる方へ～ 

 趣味での飛行であっても、法令を遵守し安全に飛ばすことは大前提です。ル

ールを守って楽しみましょう。 

 

 趣味でラジコン機を楽しむ方が参加する団体において、無人航空機の飛行に

有益な情報を交換したり、飛行させる場所の確保や保険の加入などの便宜を

図ったりしています。このような活動は、無人航空機の安全な飛行にも有効

です。 

 

○保護者の方へ～ 

 子供が無人航空機を飛行させる場合であっても、法令を遵守し、第三者に迷

惑をかけることなく安全に飛行させるよう心がける必要があります。 

 

 保護者の方がルールや注意事項を子供に理解させ、子供に付き添って飛行さ

せるなどの配慮が必要です。 
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○飛行ルールの内容 

 

【「無人航空機」の定義について】 

 

Ｑ1-1 航空法上の「無人航空機」とはどのようなものを指すのでしょうか。 

 

Ａ 構造上人が乗ることができない機器であって、遠隔操作又は自動操縦により飛行させ

ることができるものを指しますが、重量（機体本体の重量とバッテリーの重量の合計）

200g 未満のものについては、「無人航空機」には該当しません。 

 

 

Ｑ1-2 従来の「ラジコン」も「無人航空機」に含まれますか。 

 

Ａ 従来の「ラジコン」も重量 200g 以上のものは「無人航空機」に含まれます。 

 

 

Ｑ1-3 地上とワイヤー等でつながれているような無人機も「無人航空機」に含まれま

すか。 

 

Ａ 地上とワイヤー等でつながれているような無人機も「無人航空機」に含まれます。 

 

 

Ｑ1-4 ゴム動力飛行機や重量 200g 未満のラジコン、マルチコプターは、自由に規制

無く飛行させることができるでしょうか。 

 

Ａ ゴム動力飛行機や重量 200g 未満のラジコン、マルチコプターなどは、「模型航空機」

に分類され、今回新たに設ける無人航空機の規制は適用されませんが、従来からの航空

法の第１３４条の３第１項及び第 2 項の規制（空港等周辺や一定の高度以上の飛行につ

いては国土交通大臣の許可等が必要）は適用されます。 

 

 

Ｑ1-5 構造上人が乗ることができるような大きな機体のものも、「無人航空機」に該当

しますか。 

 

Ａ 有人機を改造したもの等、無人機であっても有人機に近い構造、性能･能力を有してい

る場合、航空法上の「航空機」に該当する可能性があります。そのような場合は個別に

ご相談ください。  
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【飛行の許可等が必要な場合について】 

 

Ｑ2-1 無人航空機を飛行させる場合は必ず許可・承認を取る必要があるのでしょうか。 

 

Ａ 無人航空機の飛行については、所定の空域を飛行させる場合（※１）には許可の手続

きが、所定の方法によらずして飛行させる場合（※２）には承認の手続きが必要となり

ますが、これらの場合以外であれば航空法上の許可・承認の手続きは不要です。 

 

 

（※１）空港等周辺や地表・水面から１５０ｍ以上の空域、人口集中地区の上空で無人航

空機を飛行させようとする場合。詳しくは、「＜飛行禁止空域＞」の欄をご参照下さい。 

（※２）以下の方法によらずに無人航空機を飛行させようとする場合。詳しくは、「＜飛行

の方法について＞」の欄をご参照下さい。 

 日中に飛行させること         

 目視範囲内で無人航空機とその周囲を常時監視して飛行させること 

 人又は建物、車両などの物件との間に距離（30ｍ）を保って飛行させること 

 祭礼、縁日など多数の人が集まる催し場所の上空で飛行させないこと 

 爆発物など危険物を輸送しないこと 

 無人航空機から物を投下しないこと 
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＜飛行禁止空域について＞ 

 

Ｑ3-1 飛行させるにあたって許可が必要な場所は、どのような場所でしょうか。 

 

Ａ 無人航空機を飛行させるにあたり国土交通大臣の許可が必要な空域は、以下のとおり

です。 

（１）空港等周辺 

a）新千歳空港、成田国際空港、東京国際空港、中部国際空港、大阪国際空港、

関西国際空港、福岡空港、那覇空港 

空港の周辺に設定されている進入表面、転移表面若しくは水平表面若しくは延

長進入表面、円錐表面若しくは外側水平表面の上空の空域、進入表面若しくは

転移表面の下の空域又は空港の敷地の上空の空域 

b）その他空港やヘリポート等 

その他空港等の周辺に設定されている進入表面、転移表面若しくは水平表面又

は延長進入表面、円錐表面若しくは外側水平表面上空の空域又は航空機の離陸

及び着陸の安全を確保するために必要なものとして国土交通大臣が告示で定め

る空域 

（２）地表又は水面から 150m 以上の高さの空域 

 

 

【航空機の航行の安全に影響を及ぼすおそれがある空域】 

 

Ｑ4-1 進入表面、転移表面等が設定されている空港等とはどこになるのでしょうか。 

 

Ａ 進入表面、転移表面等は国土交通大臣が設置した空港及び設置を許可した空港その他

飛行場並びに防衛大臣が設置した飛行場に設定されております。なお、空港及び飛行場

にはヘリポートを含みます。 

 

 

Ｑ4-2 空港等周辺で飛行させたいのですが、飛行させる範囲が進入表面、転移表面等

にあたるかわかりません。許可申請は必要でしょうか。 

 

Ａ 航空局ホームページ：http://www.mlit.go.jp/koku/koku_tk10_000004.html で

大まかな平面図を確認することができます。詳細については、飛行させようとする空域

の最寄りの空港等設置管理者にお問い合わせください。 
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Ｑ4-３ 空港等の敷地とは、どのような場所でしょうか。 

 

Ａ 航空法第４０条に基づき告示される空港の範囲を指します。詳細については、飛行さ

せようとする空域の最寄りの空港等設置管理者にお問い合わせください。 

 

 

【人家密集地域の上空】 

 

Ｑ5-1 飛行させるにあたって許可が必要な「人又は家屋の密集している地域の上空」

とはどのような空域でしょうか。 

 

Ａ 平成２７年の国勢調査の結果による人口集中地区の上空となります。 

 

 

Ｑ5-2 飛行させようとしている場所が人口集中地区かわかりません。どのように確認

すればよいでしょうか。 

 

Ａ 航空局ホームページ：http://www.mlit.go.jp/koku/koku_tk10_000003.html に

掲載していますので、こちらからご確認ください。 

 

 

Ｑ5-3 人口集中地区の中の人がいないような河川敷（農地、私有地）で飛行させる場

合も許可は必要ですか。 

 

Ａ はい。例えば、操作を誤ることで近隣の人や物件に危害を及ぼす可能性もあることか

ら許可を必要とします。 

 

 

Ｑ5-4 人口集中地区であって、屋内で飛行させる場合も許可は必要ですか。 

 

Ａ 屋内での飛行は、航空法の規制の対象外となることから許可は不要です。 

 

 

Ｑ5-5 ゴルフ練習場のようにネットで囲われたようなところで飛行させる場合も許可

が必要ですか。 

 

Ａ 無人航空機が飛行範囲を逸脱することがないように、四方や上部がネット等で囲われ

ている場合は、屋内とみなすことができますので、航空法の規制の対象外となり許可は
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不要です。 

 

 

Ｑ5-6 施行規則第 236 条の２において「地上及び水上の人及び物件の安全が損なわ

れるおそれがないものとして国土交通大臣が告示で定める区域を除く」とありますが

具体的にはどのような区域でしょうか。 

 

Ａ 現時点で、「告示で定める区域」はありません。今後、自治体等の要望を踏まえ検討す

ることとしています。 

 

 

Ｑ5-7 航空法に従って飛行すれば、第三者が所有する土地の上空を飛行してもよいの

でしょうか。 

 

Ａ 航空法の許可等は地上の人・物件等の安全を確保するため技術的な見地から行われる

ものであり、ルール通り飛行する場合や許可等を受けた場合であっても、第三者の土地

の上空を飛行させることは所有権の侵害に当たる可能性があります。 
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＜飛行の方法について＞ 

【アルコール等の影響により正常な飛行ができないおそれがある間

の飛行禁止について】 

 

Ｑ6-1 法第 132 条の２第１号において「アルコール又は薬物」とは具体的にどこまで

が含まれるのでしょうか。  

 

A 「アルコール」とは、アルコール飲料やアルコールを含む食べ物を指します。また、「薬

物」とは、麻薬や覚醒剤等の規制薬物に限らず、医薬品も含まれます。 

アルコールによる身体への影響は、個人の体質やその日の体調により異なるため、体

内に保有するアルコールが微量であっても無人航空機の正常な飛行に影響を与えるおそ

れがあるため、体内に保有するアルコール濃度の程度にかかわらず体内にアルコールを

保有する状態では無人航空機の飛行を行わないでください。 

 

 

【飛行に必要な準備が整っていることを確認した後の飛行について】 

 

Ｑ７-1 飛行に必要な準備が整っていることをどのように確認するのでしょうか。  

 

A 次に掲げる方法により確認してください。 

（１）当該無人航空機の状況について外部点検及び作動点検を行ってください。 

具体的な例：各機器（バッテリー、プロペラ、カメラ等）が確実に取り付けられて

いることの確認 

      機体（プロペラ、フレーム等）に損傷や故障がないことの確認 

      通信系統及び推進系統が正常に作動することの確認 

 

（２）当該無人航空機を飛行させる空域及びその周囲の状況を確認してくさだい。 

具体的な例：飛行経路に航空機や他の無人航空機が飛行していないことの確認 

      飛行経路下に第三者がいないことの確認 

 

（３）当該飛行に必要な気象情報を確認してください。 

具体的な例：仕様上設定された飛行可能な風速の範囲内であることの確認 

      仕様上設定された飛行可能な雨量の範囲内であることの確認 

      十分な視程が確保されていることの確認 
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（４）燃料の搭載量又はバッテリーの残量を確認してください。 

具体的な例：十分な燃料又はバッテリーを有していることの確認 

 
 

【航空機又は他の無人航空機との衝突を予防するための方法による

飛行について】 

 

Ｑ８-1 航空機又は他の無人航空機との衝突を予防するために、どのような方法をとる

のでしょうか。  

 

A 次に掲げる方法で飛行させてください。 

（１）無人航空機の飛行経路上及びその周辺の空域において飛行中の航空機を確認し、

衝突のおそれがあると認められる場合は、当該無人航空機を地上に降下させるこ

とその他適当な方法を講じてください。 

（２）無人航空機の飛行経路上及びその周辺の空域において飛行中の他の無人航空機を

確認したときは、他の無人航空機との間に安全な間隔を確保して飛行させること

、又は衝突のおそれがあると認められる場合は、無人航空機を地上に降下させる

ことその他適当な方法を講じてください。 

 

【他人に迷惑を及ぼすような方法での飛行禁止について】 

 

Ｑ９-1 他人に迷惑を及ぼすような方法とは、具体的にはどのような方法でしょうか。 

 

A 不必要に騒音を発したり急降下させたりする行為は、周囲に不快感を与えるだけでな

く、危険を伴うこともあることから、航空法第 132 条の２第４号により禁止されてお

ります。また、「他人に迷惑を及ぼすような方法」とは、人に向かって無人航空機を急接

近させることなどを指します。 

 

【日中における飛行について】 

 

Ｑ１０-1 法第 132 条の２第５号において「日出から日没までの間」とはどのような

時間帯でしょうか。 

 

Ａ 国立天文台が発表する日の出の時刻から日の入りの時刻までの間になります。このた

め、「日出」及び「日没」については、地域に応じて異なる時刻となります。 
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【目視による常時監視について】 

 

Ｑ１１-1 法第 132 条の２第６号において「目視により常時監視」とは双眼鏡による

監視や補助者による監視でもよいのでしょうか。 

 

Ａ 「目視により常時監視」とは、飛行させる者が自分の目で見ることを指し、双眼鏡に

よる監視や補助者による監視は含みません。なお、眼鏡やコンタクトによるものは「目

視」に含まれますが、これらを常用されている方は、無人航空機を飛行させる際も必要

に応じて使用してください。 

 

 

【人又は物件との距離について】 

 

Ｑ１２-1 法第 132 条の２第７号において「人又は物件」とありますが、関係者や飛

行させる者が管理する物件も含まれるのでしょうか。 

 

Ａ 「人」とは無人航空機を飛行させる者の関係者（例えば、イベントのエキストラ、競

技大会の大会関係者等、無人航空機の飛行に直接的又は間接的に関与している者）以外

の者を指します。また、「物件」とは飛行させる者又は飛行させる者の関係者（例えば、

委託元等、法令で定める距離（３０ｍ）内に無人航空機が飛行することを了承している

者）が管理する物件以外の物件を指します。  
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Ｑ１２-2 「物件」とありますが、どのようなものが「物件」にあたるのでしょうか。 

 

Ａ 次に掲げるものが「物件」に該当します。 

   ａ）中に人が存在することが想定される機器 

    ｂ）建築物その他の相当の大きさを有する工作物等 

   具体的な「物件」の例は以下のとおりです。 

    車両等：自動車、鉄道車両、軌道車両、船舶、航空機、建設機械、港湾のクレーン

等 

    工作物：ビル、住居、工場、倉庫、橋梁、高架、水門、変電所、鉄塔、電柱、電

線、信号機、街灯 等 

     ※なお、以下の物件は、保護すべき物件には該当しません。 

         ａ）土地（田畑用地及び舗装された土地（道路の路面等）、堤防、鉄道

の線路等であって土地と一体となっているものを含む。） 

         ｂ）自然物（樹木、雑草 等）    等 

 

 

Ｑ１２-3 「国土交通省令で定める距離」とは何 m でしょうか。 

 

Ａ 30m です。なお、30m は人又は物件からの直線距離となりますので、概念図的には

人又は物件から 30m の球状となります。 
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【催し上空における飛行について】 

 

Ｑ１３-1 「催しが行われている場所上空」の飛行が原則禁止されているとのことです

が、具体的にはどのようものが該当するのでしょうか。 

 

Ａ 「多数の者の集合する催し」とは、特定の場所や日時に開催される多数の者の集まる

ものを指します。 

  どのような場合が「多数の者の集合する」に該当するかについては、催し場所上空に

おいて無人航空機が落下することにより地上等の人に危害を及ぼすことを防止すると

いう趣旨に照らし、集合する者の人数や規模だけでなく、特定の場所や日時に開催され

るものかどうかによって総合的に判断されます。（※） 

   具体的には、以下のとおりとなります。 

○該当する例：法律に明示されている祭礼、縁日、展示会のほか、プロスポーツ

の試合、スポーツ大会、運動会、屋外で開催されるコンサート、

町内会の盆踊り大会、デモ（示威行為）  等 

○該当しない例：自然発生的なもの（例えば、信号待ちや混雑により生じる人混

み 等） 

 

（※）人数について、特定の時間、特定の場所に数十人が集合している場合は、「多数

の者の集合する」に該当する可能性があります。 

 

 

Ｑ１３-2 「催しが行われている」時間はどのように判断すればよいでしょうか。 

 

Ａ コンサートの開演前やスポーツの試合開始前などの開場から、これらの観客の退場後

の閉場までは、当該場所に多数の者が集まる可能性があり、「催しが行われている」時間

となります。 

  開場や閉場が行われない催しの前後で飛行させる場合には、個別の判断が必要となり

ますので、当局までご相談下さい。  
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【危険物の輸送禁止について】 

 

Ｑ１４-1 無人航空機による輸送が禁止されている物件とは、具体的にはどのようもの

が該当するのでしょうか。 

 

Ａ 航空機と同様、航空法施行規則第 194 条第１項に掲げる火薬類、高圧ガス、引火性液

体、可燃性物質類等が該当します。詳細は航空法施行規則第 236 条の７及び「無人航

空機による輸送を禁止する物件等を定める告示」を参照下さい。 

  危険物に該当するか否か判断がつかない場合は当局までご相談ください。 

 

 

Ｑ１４-2 無人航空機による輸送が禁止されない「無人航空機の飛行のため当該無人航

空機で輸送する物件」とはどのようなものでしょうか。 

 

Ａ 例えば、無人航空機の飛行のために必要な燃料や電池、安全装備としてのパラシュー

トを開傘するために必要な火薬類や高圧ガス、業務用機器（カメラ等）に用いられる電

池が該当します。 

 

 

【物件投下の禁止について】 

 

Ｑ１５-1 無人航空機から物件を投下することが禁止されていない場合（法第 132 条

の２第１０号の「国土交通省令で定める場合」）とは、具体的にはどのよう場合でしょ

うか。 

 

Ａ 現時点で該当するものはありません。 

 

 

Ｑ１５-2 水や農薬等の液体や霧状のものの散布も物件投下に該当するのでしょうか。 

 

Ａ 物件投下に該当します。 

 

 

Ｑ１５-3 無人航空機を使って計測機器を設置する（置く）場合も物件投下に該当しま

すか。   

 

Ａ 無人航空機を使って設置する（置く）場合は、物件投下には該当しません。 
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【捜索、救助のための特例について】 

 

Ｑ１６-1 飛行禁止空域や飛行の方法に関する航空法の規定が適用されない無人航空

機の飛行とは、どのような飛行ですか。 

 

Ａ 国、地方公共団体又はこれらの依頼を受けた者が、事故・災害に際し、捜索、救助の

ために無人航空機を飛行させる場合には、航空法第１３２条（飛行の禁止空域）及び第

１３２条の２第５号から第１０号まで（飛行の方法）の規定が適用されません。 

 

 

Ｑ１６-2 国・地方公共団体にかかわらない事業者独自の自主的災害対応は含まれない

のでしょうか。 

 

Ａ 含まれません。事業者独自の対応は、許可・承認を取得して頂く必要があります。な

お、事故発生時等の無人航空機の使用に支障のないよう、数カ月から一年といった一定

の期間内の飛行や、複数の箇所や地域における飛行について包括的に許可を行うなどの

運用も考えています。 

 

 

Ｑ１６-3 災害時の被害状況の調査は、「捜索・救助のために行う無人航空機の飛行」に

該当しますか。 

 

Ａ 人命や財産に急迫した危難のおそれがある場合における、人命の危機や財産の損傷を

回避するための調査については「捜索・救助のために行う無人航空機の飛行」に該当し

ます。 

 

【罰則について】 

 

Ｑ１７-1 飛行の空域や飛行方法に違反した場合、どのような罰則が科せられますか。 

 

Ａ 50 万円以下の罰金が科せられる可能性があります。ただし、航空法第 132 条の２第

１号の規定（アルコール又は薬物の影響下で無人航空機を飛行させないこと）に違反し

た場合には、1 年以下の懲役又は３０万円以下の罰金が科される可能性があります。 
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Ｑ１７-2 法人の管理する飛行させる者が航空法に違反した場合、法人も罰せられます

か。 

 

Ａ はい。飛行させる者だけでなく法人も罰せられる可能性があります。 

 

 

Ｑ１７-３ 「公共の場所」とはどのような場所を指すのか。 

 

Ａ 「公共の場所」とは、公衆すなわち不特定多数の者が自由に利用し又は出入りするこ

とができる場所をいい、道路、公園、広場、駅等がこれに含まれ得ます。 

 

○許可・承認の手続き 

 

【申請方法について】 

 

Ｑ１８-1 申請場所はどこになるのでしょうか。 

 

Ａ 航空法第 132 条第１号の空域（空港等の周辺、高度 150m 以上）における飛行の許

可申請については、各空港事務所になります。 

それ以外の許可・承認については地方航空局になります。 

なお、最寄りの空港事務所等に申請書類を持参頂ければ申請場所となる地方航空局又

は空港事務所にこれらの申請書類を経由することが出来ます。 

 

※ 地 方 航 空 局 及 び 空 港 事 務 所 の 所 在 地 ・ 連 絡 先 等 は 、 航 空 局 ホ ー ム ペ ー ジ

http://www.mlit.go.jp/koku/koku_tk10_000003.html に掲載していますので、

こちらからご確認ください。 

 

 

Ｑ１８-2 許可や承認の申請は郵送でも可能でしょうか。 

 

Ａ 申請については、郵送でも可能です（普通郵便でも可能ですが、簡易書留をお勧めし

ます）。 

なお、発行された許可書等についても郵送を希望される場合、返信用封筒に基本料金

相当の切手を貼付の上、申請窓口あて郵送してください。 

※書留をご希望の場合には、返信用封筒の表に「書留」又は「簡易書留」と朱書きで記

載してください。また、返信用封筒に基本料金相当の切手に加え、書留の加算料金

相当の切手を貼付してください。 
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※速達をご希望の場合は返信用封筒の表に「速達」と朱書きで記載してください。ま

た、返信用封筒に基本料金相当の切手に加え、速達料金相当の切手を貼付してくだ

さい。 

※定型封筒を返信用とする場合、基本料金相当の切手、速達の場合は別途速達に必要な切

手が必要です。 

Ｑ１８-3 許可や承認の申請はインターネットやメールでも可能でしょうか。 

 

Ａ  イ ン タ ー ネ ッ ト に よ る 電 子 申 請 は 可 能 で す 。 ド ロ ー ン 情 報 基 盤 シ ス テ ム

（https://www.dips.mlit.go.jp/portal/）をご活用下さい。（原則としてメールによる申

請はできません。） 

  なお、事故や災害に際して緊急に支援活動を行う場合など、電子メール、ファクシミ

リ又は電話により申請させることが出来る場合があります。詳細は「無人航空機の飛行

に関する許可・承認の審査要領」２－１（１）手続の項をご参照下さい。 

 

 

Ｑ１８-4 申請書の記載例はないのでしょうか。 

 

Ａ 航空局ホームページ：http://www.mlit.go.jp/koku/koku_tk10_000003.html に

記載例を掲載していますのでご参照ください。また、申請の手続き及び申請書の記載方

法等について、ご不明な点等がありましたら、「無人航空機ヘルプデスク」までお問い合

わせ下さい。 

 

 

Ｑ１８-5 申請書は航空局ホームページ掲載のものしか認められないのでしょうか。 

 

Ａ 同様の記載事項及び様式であれば、独自に作成頂いたものでも申請可能です。 

 

 

Ｑ１８-6 飛行させる日のどのくらい前までに申請すればよいでしょうか。 

 

Ａ 飛行開始予定日の 10 日前（土日祝日等を除く。）までに申請してください。ただし、

申請に不備があった場合には、審査に時間を要する場合もありますので、初めて申請さ

れる方は、余裕をもって申請されるか、事前に相談されることをお勧めします。 

 

 

Ｑ１８-7 目視外飛行と夜間飛行の申請を同時にしたいのですが、それぞれ別の申請が

必要でしょうか。 

 

Ａ 複数の許可・承認を申請したい場合、複数の申請は必要なく、１度の申請（一括申請）
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で可能です。 

 

 

Ｑ１８-8 申請書の提出先が異なる法第 132 条第１号の許可（空港事務所関係）とそ

の他の許可・承認（地方航空局関係）にかかる飛行を同時に行う場合は、どちらが提

出先となるのでしょうか。 

 

Ａ それぞれの提出先に申請書を提出する必要があります。なお、その後の審査に係る質

疑応答等については一ヵ所の官署で窓口を一元化することが可能な場合もありますので、

まずは地方航空局にお問い合わせください。 

 

Ｑ１８-９ 地方航空局の管轄地域を教えて下さい。 

Ａ 新潟県、長野県、静岡県より東は東京航空局の管轄、富山県、岐阜県、愛知県より西

は大阪航空局の管轄です。 

飛行させる場所を管轄する地方航空局に申請して頂くことになります。 

 

東京航空局 大阪航空局 

北海道 青森県 岩手県 宮城県 

秋田県 山形県 福島県 茨城県 

栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 

東京都 神奈川県 新潟県 

山梨県 長野県 静岡県 

富山県 石川県 福井県 岐阜県 

愛知県 三重県 滋賀県 京都府 

大阪府 兵庫県 奈良県  

和歌山県 鳥取県 島根県 

岡山県 広島県 山口県 徳島県 

香川県 愛媛県 高知県 福岡県 

佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 

宮崎県 鹿児島県 沖縄県 

 

 

Ｑ１８-10 飛行させる場所に両局の管轄地域が含まれている場合、どちらに申請すれ

ば良いのですか？ 

Ａ 申請者の住所を管轄する地方航空局に申請をお願いします。 

代行申請の場合も同様です。 

 

 
Ｑ１８-11 同じ場所を何度も飛行させるのですが都度申請が必要でしょうか。また、

同じ飛行形態で複数の場所を飛行させるのですが、その都度申請が必要でしょうか。 

 

Ａ 反復して飛行させる場合や、異なる複数の場所で飛行させる場合は都度の申請ではな
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く、１度の申請（包括申請）が可能です。 

 

 

Ｑ１８-12 無人航空機の飛行の委託を行っている企業（委託元）やラジコンクラブ等

が飛行させる者をまとめて申請することは可能でしょうか。 

 

Ａ はい、「代行申請」が可能です。なお、代行者に特段の要件はありません。 

 

 

【申請書記載事項について】 

 

Ｑ１９-1 企業等が申請する場合、氏名及び住所（連絡先）の欄には誰の氏名等を記入

すればよいでしょうか。 

 

Ａ 企業が、その社員の無人航空機の飛行について申請書を提出する場合には、同飛行を

監督する責任者の氏名等を記載してください。なお、監督する責任者の役職は問いませ

ん。 

  この場合、飛行させる者の氏名は様式１の「無人航空機の飛行経歴並びに無人航空機

を飛行させるために必要な知識及び能力に関する事項」において記載してください。 

 

 

Ｑ１９-2 自作機の場合のように製造番号がない場合は「製造番号等」には何を書けば

よいでしょうか。 

 

Ａ 機体を識別できる記号等（例えば、○○１号）を設定し、記入してください。 

 

 

Ｑ１９-3 飛行を予定していた当日に急に天気が悪くなってしまうことも想定される

ため飛行の日時に幅を持たせて申請をしたいのですが。どのように申請すればよいで

しょうか。    

 

Ａ 予備日を含めた申請は原則として３ヵ月までの幅をもって申請することが可能です。

また、継続的に飛行させることがあらかじめ分かっている場合には１年を限度に申請す

ることができます。 
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Ｑ１９-4 飛行経路が特定されない場合、「特定の場所や条件でのみ飛行させる場合は、

その場所や条件を記載すること」とありますが、具体的にはどのような記載をすれば

よいのでしょうか。 

 

Ａ 例えば、「特定の場所」とは『東京都の橋梁』、『全国の建設現場』など飛行させる場所

の特徴を記入してください。また、「条件」とは、例えば、『周囲に第三者の物件がない

こと』などの飛行させる場合の周囲の条件を記載してください。 

 

 

Ｑ１９-5 飛行場所の緯度経度（世界測地系で秒単位）はどのようにして知ることがで

きるのでしょうか。 

 

Ａ 緯度経度については、国土地理院が提供している「地理院地図」を活用することで、

簡単に知ることができますので、ご活用ください。 

 

  国土地理院ホームページアドレス ： http://www.gsi.go.jp/ 

 

 

Ｑ１９-6 飛行の海抜高度はどのようにして知ることができるのでしょうか。 

 

Ａ 地表又は水面からの高さに標高を加えた値が飛行の海抜高度となります。なお、標高

については、国土地理院が提供している「地理院地図」を活用することで、簡単に知る

ことができますので、ご活用ください。 

 

  国土地理院ホームページアドレス ： http://www.gsi.go.jp/ 

 

 
Ｑ１９-7 「団体等による機体認証を取得している場合には、当該認証を証する書類を

添付すること」とありますが、「団体等」とは企業が認証するものも含みますか。 

 

Ａ はい。関係団体が認証するもの以外に民間企業や独立行政法人等が認証するものも含

みます。 
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Ｑ１９-8 「団体等による講習会等を受講し、技能認証を受けている場合には、当該認

証を証する書類を添付すること」とありますが、「団体等」とは企業が認証するものも

含みますか。 

 

Ａ はい。関係団体が認証するもの以外に民間企業や独立行政法人等が認証するものも含

みます。 

 

 

Ｑ１９-９ 許可等の変更申請を行う場合、添付書類等は省略可能でしょうか。 

 

Ａ はい。無人航空機、無人航空機を飛行させる者又は飛行マニュアルについて、現に有

効な許可と変更がない場合については、それぞれの添付書類等の省略は可能ですので、

その旨が分かるように記載して申請書を提出してください。なお、審査の過程において、

必要に応じ添付書類等の提出を求める場合もありますので、予めご了承ください。 

 

 

【許可等の手続きについて】 

 

Ｑ２０-1 許可・承認書が発行されるまでどのくらいかかるのでしょうか。 

 

Ａ 個別の事案により異なりますが、申請後に当局が審査を行い、安全が確保されている

ことが確認されれば、速やかに許可・承認書を発行したいと考えています。 

なお、発行された許可書等について郵送を希望される場合、返信用封筒に基本料金相

当の切手を貼付の上、申請窓口あて郵送してください。 

 （Ｑ14-6 「飛行させる日のどのくらい前までに申請すればよいでしょうか。」も参照く

ださい。） 

 

 

Ｑ２０-2 許可等の条件にはどのようなものが付されるのでしょうか。 

 

Ａ 個別の事案により異なりますが、飛行実績の報告を求めること、必要な訓練を実施す

ること等の条件を付すことが想定されます。 
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Ｑ２０-3 許可等を行った場合には、航空局ホームページに飛行の概要等が公表される

こととなっていますが、業務上支障があるため許可等の内容を非公表としてほしい場

合、どのように申請すればよいでしょうか。 

 

Ａ 非公表としてほしい内容や記載事項を申請書の「備考」欄等に理由とともに記入くだ

さい。 

 

 

【許可等に係る基本的な基準について】 

 

Ｑ２１-1 「鋭利な突起物のない構造」であることとありますが、プロペラやアンテナ

等は含まれますか。 

 

Ａ プロペラやアンテナのように構造上必要なものについては含まれません。 

 

 

Ｑ２１-2 「無人航空機の位置及び向きが正確に視認できる灯火又は表示等」とありま

すが、「表示等」には形状も含まれるでしょうか。 

 

Ａ 形状も含まれます。 
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Ｑ２１-3 無人航空機の操縦訓練を行いたいのですが、飛行させる者は１０時間の飛行

経歴を有していません。申請は可能でしょうか。 

 

Ａ 許可等を受けるためには、十分な操縦技量を有することが必要となるため、原則とし

て１０時間以上の飛行経歴を求めています。ただし、無人航空機の機能・性能や安全を

確保するために必要な体制等とあわせて総合的に判断し、航空機や人、物件の安全が損

なわれるおそれがないと認められる場合は、許可等を行っています。 

  許可等が認められる例として以下のような場合がございますので、判断がつかない場

合は当局までご相談ください。 

  

 ○10 時間未満の飛行経歴でも許可等が認められる例 

  ・四方がネットで囲まれている敷地において第三者の立入を制限した上で、十分な飛

行経験を有した監督者の下で飛行を行うことなどを条件として飛行を行う場合 

 

  その他、自動操縦のみにより飛行させることができる無人航空機であって、十分な性

能をもち、かつ、飛行中に不具合が発生した際の操作介入を含め遠隔操作を必要としな

い場合には、操縦者は１０時間以上の飛行経歴が不要となる可能性がありますので、個

別にご相談ください。 

 

 

【飛行形態に応じた追加基準について】 

 

Ｑ２２-1 「ただし、無人航空機の機能及び性能、無人航空機を飛行させる者の飛行経

歴等、無人航空機を飛行させる体制等とあわせて総合的に判断し、地上及び水上の人

及び物件の安全が損なわれるおそれがないと認められる場合は、この限りでない。」と

ありますが具体的にどのような場合が想定されるでしょうか。 

 

Ａ 個別の事案毎に判断していくことになりますが、例えば、飛行高度や飛行範囲を制限

することで、機体の機能及び性能や飛行させる者の要件を免除するようなことが考えら

れます。 

 

 

Ｑ２２-2 地表又は水面から 150m 以上の高さの空域における飛行の場合、「空域を管

轄する関係機関から当該飛行について了解を得ること。」とありますが、「関係機関」

とは具体的にどこになるのでしょうか。 

 

Ａ 国土交通省航空局の管制機関及び防衛省の管制機関などとなります。 
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Ｑ２２-3 機体について「プロペラガード」や「バッテリーの並列化」等の基準が設け

られていますが、機体の種類によっては装着することができない機体もあると思いま

すが申請できないのでしょうか。 

 

Ａ 基準については、あくまで例示ですので、代替手段や飛行させる体制等を総合的に判

断して許可・承認を行いますので、個別にご相談ください。 

 

 

Ｑ２２-４ 人又は家屋の密集している地域や催し場所上空における飛行について、やむ

を得ず、第三者の上空で無人航空機を飛行させる場合には、「使用する機体」について、

最近の飛行経験が求められていますが、「使用する機体」は同じ名称（型式）のもので

なくでも、同じシリーズもの（例えば、○×社の▲▲シリーズ）の機体であれば、構わ

ないでしょうか。 

 

Ａ 安全リスクの高い飛行をする場合に、無人航空機を飛行させるブランクをつくらない

ようにすることを意図して求めている要件であり、機体の名称（型式）に応じて飛行特

性が異なることから、原則として同じ名称（型式）のものでなければなりません。 

 

 

Ｑ２２-5 「監視のための補助者」や「注意喚起する補助者」の配置が求められていま

すが、兼任することは可能でしょうか。 

 

Ａ 飛行状況によっては兼任することが可能ですので、個別にご相談ください。 

 

 

Ｑ２２-6 やむを得ず、第三者の上空で最大離陸重量２５ｋｇ以上の無人航空機を飛行

させる場合は、航空機のＮ類相当の要件が求められていますが、具体的にどのような

要件になるのでしょうか。 

 

Ａ 航空機相当の耐空性や信頼性が求められることになりますので、航空法施行規則附属

書第１及び関連通達に準じた構造、強度及び性能等の基準に適合する必要があります。

審査にも相応の時間を要することになりますので、そのような計画がある場合は十分な

時間をもってご相談ください。 

 

 

Ｑ２２-7 「飛行マニュアル」に変更があった場合は再度申請が必要でしょうか。 

 

Ａ 飛行マニュアルの形式的な変更など、再度の申請が不要と考えられる場合もあります

ので、飛行マニュアルの変更がある場合には、個別にご相談ください。 
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○ラジコン愛好家の方へ 

 

Ｑ２３-1 いままで飛行させていた場所では、飛ばせなくなるのですか。 

 

Ａ 多くの場合、これまでと同じ場所での飛行が可能と思われますが、念のため、飛行さ

せる空域が許可を必要としないことのご確認をお願いします。空港等周辺や地表から１

５０ｍ以上での飛行、人又は家屋の密集する地域（人口集中地区）での飛行でなければ、

国土交通大臣の許可は不要です。詳しくは、「＜飛行禁止空域＞」の欄をご参照下さい。 

  なお、飛行が禁止されている空域であっても、必要な安全の確保を行い許可手続きを

取って頂ければ飛行が可能です。 

 

Ｑ２３-2 これまでと同じような飛ばし方であれば、問題はありませんか。 

 

Ａ 多くの場合、これまでと同じ飛行方法で問題ないと思われますが、念のため、飛行方

法が承認を必要としないことのご確認をお願いします。以下の方法による飛行であれば、

国土交通大臣の承認は不要です。詳しくは、「＜飛行の方法について＞」の欄をご参照下

さい。 

 日中に飛行させること         

 目視範囲内で無人航空機とその周囲を常時監視して飛行させること 

 人又は建物、車両などの物件との間に距離（30ｍ）を保って飛行させること 

 祭礼、縁日など多数の人が集まる催し場所の上空で飛行させないこと 

 爆発物など危険物を輸送しないこと 

 無人航空機から物を投下しないこと 

 

Ｑ２３-3 機体や操縦技能についての認定等が義務付けられるのですか。 

 

Ａ 航空法による義務付けはありませんが、安全飛行のため、飛行クラブや愛好者団体等

が行っている機体や操縦技能の認定制度等への積極的な参加を推奨します。 

  なお、飛行に関する許可等が必要な場合には、機体、操縦技能及び安全確保の体制に

ついて書面による審査が行われます。詳しくは、「〇許可・申請の手続き」の欄をご参照

下さい。 

 

Ｑ２３-4 飛行に関する許可等が必要な場合、飛行クラブ等でまとめて申請しても良い

のでしょうか。 

 

Ａ 飛行クラブ等がまとめて申請を行うことができます（代行申請）。 

  詳しくは、「〇許可・申請の手続き」の欄をご参照下さい。 



 

平成 27 年 11 月 17 日 制定 （国空航第 690 号、国空機第 930 号） 

令和元年８月 23 日 改正（国空安第 132 号、国空航第 1014 号、国空機第 635 号） 

 

 

 

航空局 安全部 安全企画課長  

 

運航安全課長      

 

航空機安全課長 

 

 

無人航空機に係る規制の運用における解釈について 

 

 

１．航空法第２条第 22 項関係 

 （１）無人航空機 

    航空法の一部を改正する法律（平成 27 年９月 11 日法律第 67 号）により、次のと

おり、「無人航空機」の定義が新たに追加された。 

 

     無人航空機：航空の用に供することができる飛行機、回転翼航空機、滑空機、

飛行船その他政令で定める機器（※）であって構造上人が乗ること

ができないもののうち、遠隔操作又は自動操縦（プログラムにより

自動的に操縦を行うことをいう。）により飛行させることができる

もの（その重量その他の事由を勘案してその飛行により航空機の航

行の安全並びに地上及び水上の人及び物件の安全が損なわれるお

それがないものとして国土交通省令で定めるものを除く。）をいう。 

※現在、政令で定める機器はない。 

 

    ここで、上記の解釈は次のとおりである。 

    ○「構造上人が乗ることができないもの」とは、当該機器の概括的な大きさや潜

在的な能力を含めた構造、性能等を確認することにより、これに該当すると判

断されたものをいう。 

    ○「遠隔操作」とは、プロポ等の操縦装置を活用し、空中での上昇、ホバリング、

水平飛行、下降等の操作を行うことをいう。 

    ○「自動操縦」とは、当該機器に組み込まれたプログラムにより自動的に操縦を

行うことをいう。具体的には、事前に設定した飛行経路に沿って飛行させるこ

とができるものや、飛行途中に人が操作介入することができず離陸から着陸ま

で完全に自律的に飛行するものが存在する。 
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 （２）無人航空機から除かれるもの 

    航空機の航行の安全並びに地上及び水上の人及び物件の安全が損なわれるおそれ

がないものとして、航空法施行規則第５条の２により、重量が 200 グラム未満のも

のは無人航空機の対象からは除外される。 

    重量が 200 グラム未満の無人航空機は、飛行可能時間等の機能・性能が限定され

ており、墜落等により人や物件に衝突した場合であっても、その被害はきわめて限

定的であると考えられるとともに、主に屋内等の狭い範囲内での飛行となることに

よるものである。 

    ここで、「重量」とは、無人航空機本体の重量及びバッテリーの重量の合計を指し

ており、バッテリー以外の取り外し可能な付属品の重量は含まないものとする。 

 

 

２．航空法第 132 条関係【飛行の禁止空域】 

  人又は家屋の密集している地域においては、無人航空機の不具合等による落下により、

地上及び水上の人及び物件に対して危害を及ぼす蓋然性が高くなることから、航空法第

132条第２号により、この地域の上空における無人航空機の飛行を禁止するものである。 

  ただし、人口集中地区内であっても、地域の実情や無人航空機に対する様々なニーズ

があることを踏まえ、地上及び水上の人及び物件の安全が損なわれるおそれがないと認

められる場合には、国土交通大臣が告示で定める地域（※）については、人又は家屋の

密集している地域から除外する。 

  なお、人口集中地区内の私有地内における飛行であっても、強風等により予期せぬ場

所に飛ばされることも想定されるため、人口集中地区内である限り、飛行の禁止空域に

該当する。 

 ※現在、人又は家屋の密集している地域から除外する地域として告示で定める地域はな

い。 

 

 

３．航空法第 132 条の２関係【飛行の方法】 

（１）アルコール等の影響により正常な飛行ができないおそれがある間の飛行禁止 

アルコール等の摂取時には注意力や判断力が低下し、無人航空機の正常な飛行に影

響を与えるおそれがあることから、航空法第 132 条の２第１号により、アルコール又

は薬物の影響により正常な飛行ができないおそれがある間の飛行を禁止している。 

ここで、「アルコール」とは、アルコール飲料やアルコールを含む食べ物をいうも

のとする。 

アルコールによる身体への影響は、個人の体質やその日の体調により異なるため、

体内に保有するアルコールが微量であっても無人航空機の正常な飛行に影響を与え

るおそれがある。このため、体内に保有するアルコール濃度の程度にかかわらず体内

にアルコールを保有する状態では無人航空機の飛行を行わないこと。 

また、「薬物」とは、麻薬や覚醒剤等の規制薬物に限らず、医薬品も含まれるもの



 

とする。 

 

さらに、航空法第 132 条の２第１号の規定に違反して、公共の場所において無人航

空機を飛行させた場合には１年以下懲役又は 30 万円以下の罰金が科されるところ、

ここで「公共の場所」とは、公衆すなわち不特定多数の者が自由に利用し又は出入り

することができる場所をいい、道路、公園、広場、駅等がこれに含まれ得る。 

 

（２）飛行に必要な準備が整っていることを確認した後の飛行 

飛行前に機体の点検等を実施することで故障等による落下を防止するため、航空法

第 132 条の２第２号により、飛行に必要な準備が整っていることを確認した後にお

いて飛行させることとしている。また、航空法施行規則第 236 条の４に定められた確

認しなければならない事項とその具体的な例は次の通りである。 

（１）当該無人航空機の状況について外部点検及び作動点検を行うこと 

具体的な例：各機器（バッテリー、プロペラ、カメラ等）が確実に取り付けられ

ていることの確認 

      機体（プロペラ、フレーム等）に損傷や故障がないことの確認 

      通信系統、推進系統、電源系統及び自動制御系統が正常に作動する

ことの確認 

 

（２）当該無人航空機を飛行させる空域及びその周囲の状況を確認すること 

具体的な例：飛行経路に航空機や他の無人航空機が飛行していないことの確認 

      飛行経路下に第三者がいないことの確認 

 

（３）当該飛行に必要な気象情報を確認すること 

具体的な例：風速が運用限界の範囲内であることの確認 

      気温が運用限界の範囲内であることの確認 

      降雨量が運用限界の範囲内であることの確認 

      十分な視程が確保されていることの確認 

 

（４）燃料の搭載量又はバッテリーの残量を確認すること 

具体的な例：十分な燃料又はバッテリーを有していることの確認 

 

（３）航空機又は他の無人航空機との衝突を予防するための方法による飛行 

航空機又は他の無人航空機との衝突を予防するため、航空法第 132 条の２第３号

により、無人航空機をその周囲の状況に応じ地上に降下させる等の方法により飛行さ

せることとしている。また、航空法施行規則第 236 条の５に定められた衝突を予防す

るための方法とその具体的な例は次の通りである。 

（１）無人航空機を飛行させる者は、無人航空機の飛行経路上及びその周辺の空

域において飛行中の航空機を確認し、衝突のおそれがあると認められる場



 

合は、当該無人航空機を地上に降下させることその他適当な方法を講じる

こととする。 
（２）無人航空機を飛行させる者は、無人航空機の飛行経路上及びその周辺の空

域において飛行中の他の無人航空機を確認したときは、他の無人航空機と

の間に安全な間隔を確保して飛行させること、又は衝突のおそれがあると

認められる場合は、無人航空機を地上に降下させることその他適当な方法

を講じることとする。 

 

ここで、「回避させること」とは、衝突する可能性のある方向とは別の方向に無人

航空機を飛行させることをいい、空中で停止することも含まれ得る。 

 

（４）他人に迷惑を及ぼすような方法での飛行禁止 

不必要に騒音を発したり急降下させたりする行為は、周囲に不快感を与えるだけで

なく、危険を伴うこともあることから、航空法第 132 条の２第４号により、他人に迷

惑を及ぼすような方法での飛行を禁止している。 

ここで、航空法第 132 条の２第４号の規定は、危険な飛行により航空機の航行の安

全や地上の人や物件の安全が損なわれること防止することが趣旨であることから、

「他人に迷惑を及ぼすような方法」とは、人に向かって無人航空機を急接近させるこ

となどをいうものとする。 

  

（５）日中における飛行 

    夜間では、無人航空機の位置や姿勢だけでなく、周囲の障害物等の把握が困難に

なり、無人航空機の適切な制御ができず墜落等に至るおそれが高まることから、航

空法第 132 条の２第５号により、日中のみ（日出から日没までの間）の飛行に限定

することとしている。 

    ここで、「日出から日没までの間」とは、国立天文台が発表する日の出の時刻から

日の入りの時刻までの間をいうものとする。したがって、「日出」及び「日没」につ

いては、地域に応じて異なる時刻を表す。 

 

 （６）目視の範囲内での飛行 

    飛行させる無人航空機の位置や姿勢を把握するとともに、その周辺に人や障害物

等がないかどうか等の確認が確実に行えることを確保するため、航空法第 132 条の

２第６号により、目視により常時監視を行いながらの飛行に限定することとしてい

る。 

    ここで、「目視」とは、無人航空機を飛行させる者本人が自分の目で見ることをい

うものとする。このため、補助者による目視は該当せず、また、モニターを活用し

て見ること、双眼鏡やカメラ等を用いて見ることは、視野が限定されるため「目視」

にはあたらない。 

 



 

 （７）地上又は水上の人又は物件との間に一定の距離を確保した飛行 

    飛行させる無人航空機が地上又は水上の人又は物件と衝突することを防止するた

め、航空法第 132 条の２第７号により、当該無人航空機とこれらとの間に一定の距

離（30ｍ）を確保して飛行させることとしている。 

    ここで、航空法第 132 条の２第７号の規定は、飛行する無人航空機の衝突から人

又は物件を保護することが趣旨であることから、一定の距離（30ｍ）を保つべき人

又は物件とは、次のとおりと解釈される。 

    ○「人」とは、無人航空機を飛行させる者及びその関係者（無人航空機の飛行に

直接的又は間接的に関与している者）以外の者をいう。 

    ○「物件」とは、次に掲げるもののうち、無人航空機を飛行させる者及びその関

係者（無人航空機の飛行に直接的又は間接的に関与している者）が所有又は管

理する物件以外のものをいう。 

     ａ）中に人が存在することが想定される機器（車両等） 

      ｂ）建築物その他の相当の大きさを有する工作物 

 

     具体的な例として、次に掲げる物件が本規定の物件に該当する。 

      車両等：自動車、鉄道車両、軌道車両、船舶、航空機、建設機械、港湾のクレ

ーン 等 

      工作物：ビル、住居、工場、倉庫、橋梁、高架、水門、変電所、鉄塔、電柱、

電線、信号機、街灯 等 

     ※なお、以下の物件は、本規定の趣旨に鑑み、本規定の距離を保つべき物件に

は該当しない。 

       ａ）土地（田畑用地及び舗装された土地（道路の路面等）、堤防、鉄道の線

路等であって土地と一体となっているものを含む。） 

       ｂ）自然物（樹木、雑草 等）    等 

 

 （８）多数の者の集合する催し場所上空以外の空域での飛行 

    多数の者の集合する催しが行われている場所の上空においては、無人航空機を飛

行させた場合に故障等により落下すれば、人に危害を及ぼす蓋然性が高いことから、

航空法第 132 条の２第８号により、一時的に多数の者が集まるような催し場所上空

以外の空域での飛行に限定することとしている。 

    どのような場合が「多数の者の集合する催し」に該当するかについては、催し場

所上空において無人航空機が落下することにより地上の人に危害を及ぼすことを防

止するという趣旨に照らし、集合する者の人数や密度だけでなく、特定の場所や日

時に開催されるものかどうか、また、主催者の意図等も勘案して総合的に判断され

る。 

 

    具体的な事例は次のとおりである。 

     ○該当する例： 



 

        航空法第 132 条の２第８号に明示されている祭礼、縁日、展示会のほか、

プロスポーツの試合、スポーツ大会、運動会、屋外で開催されるコンサート、

町内会の盆踊り大会、デモ（示威行為） 等 

     ○該当しない例： 

        自然発生的なもの（例えば、混雑による人混み、信号待ち 等） 

     

なお、上記に該当しない場合であっても、特定の時間、特定の場所に数十人が集合

している場合には「多数の者の集合する催し」に該当する可能性がある。 

   

 （９）危険物の輸送の禁止 

    無人航空機には、既に数 kg～10kg の物件を輸送する能力を有するものもあり、火

薬類、高圧ガス、引火性液体等の危険物を輸送することが十分に可能であるところ、

これらの物件を輸送する無人航空機が墜落した場合や輸送中にこれらの物件が漏出

した場合には、周囲への当該物質の飛散や機体の爆発により、人への危害や他の物

件への損傷が発生するおそれがあるため、航空法第 132 条の２第９号により、危険

物の輸送を禁止することとしている。 

    無人航空機による輸送を禁止する危険物については、航空法施行規則第 236 条の

７及び「無人航空機による輸送を禁止する物件等を定める告示」（平成 27 年 11 月 17

日付国土交通省告示第 1142 号）において定められている。 

    なお、当該飛行に必要不可欠であり、飛行中、常に機体と一体となって輸送され

る等の物件は、航空法施行規則第 236 条の７第２項における無人航空機の飛行のた

めに輸送する物件として、輸送が禁止される物件に含まれないものとする。 

具体的には次に掲げる物件が該当する。 

   ・無人航空機の飛行のために必要な燃料や電池 

   ・業務用機器（カメラ等）に用いられる電池 

   ・安全装備としてのパラシュートを開傘するために必要な火薬類や高圧ガス  等 

 

 （10）物件投下の禁止 

    飛行中に無人航空機から物件を投下した場合には、地上の人等に危害をもたらす

おそれがあるとともに、物件投下により機体のバランスを崩すなど無人航空機の適

切な制御に支障をきたすおそれもあるため、航空法第 132 条の２第 10 号により、物

件投下を禁止することとしたものである。 

    ここで、水や農薬等の液体を散布する行為は物件投下に該当し、輸送した物件を

地表に置く行為は物件投下には該当しない。 

 

 

４．捜索、救助等のための特例 

  航空法第 132 条の３は、事故や災害等の発生時における人命の捜索、救助等が極めて

緊急性が高く、かつ、公共性の高い行為であることから、当該捜索、救助等に支障が出



 

ないよう、航空法第 132 条の無人航空機の飛行の禁止空域に関する規定や航空法第 132

条の２の飛行の方法に関する規定の適用を除外することにより、捜索又は救助等の迅速

化を図ることを趣旨としたものである。 

  本特例については、航空法施行規則第 236 条の７により、以下の者に対して適用され

る。 

 （１）国又は地方公共団体 

 （２）国又は地方公共団体の依頼により捜索又は救助を行う者 

  また、国土交通省令で定める目的については、航空法施行規則第 236 条の８により、

「捜索又は救助」と定められているが、本規定における「捜索又は救助」とは、事故や

災害の発生等に際して人命や財産に急迫した危難のおそれがある場合において、人命の

危機又は財産の損傷を回避するための措置（調査・点検、捜査等の実施を含む。）を指し

ており、当該措置を目的として無人航空機を飛行させる場合については、本特例が適用

されることとなる。 

  なお、特例の対象となる飛行においても、飛行の安全性を確保することは言うまでも

ないことから、「航空法第 132 条の３の適用を受け無人航空機を飛行させる場合の運用ガ

イドライン」（平成 27 年 11 月 17 日付国空航第 687 号、国空機第 926 号）を参考にしつ

つ、無人航空機の使用者又は飛行させる者は、航空機の航行の安全並びに地上及び水上

の人及び物件の安全が損なわれることがないよう安全の確保を自主的に行う必要がある。 

   

  

５．屋内での無人航空機の飛行 

  建物内等の屋内での飛行については、航空法第 132 条及び第 132 条の２は適用されな

い。ここで、網等で四方・上部が囲まれた空間等については屋内として扱うものとする。 
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航空局長   

 

 

無人航空機の飛行に関する許可・承認の審査要領 

 

 

１．目 的 

  航空法（昭和 27 年法律第 231 号。以下「法」という。）第 132 条ただし書の規定によ

る飛行の禁止空域における飛行の許可及び法第 132 条の２ただし書の規定による同条第

５号から第 10 号までに定められた飛行の方法によらない飛行の承認は、航空機の航行の

安全並びに地上及び水上の人及び物件の安全が損なわれるおそれがないと国土交通大臣

が認めて許可又は承認（以下「許可等」という。）をした場合に限り、法第 132 条に規定

する飛行の禁止空域での飛行や法第 132 条の２第５号から第 10 号までに規定する飛行

の方法によらない飛行を可能とする趣旨で設けられているものである。 

  本要領は、無人航空機の飛行に関する許可等について、その申請に関する所要事項及

び許可等を行うための審査基準を定めることを目的とする。 

 

（注）なお、本要領で定める審査基準は無人航空機の飛行にあたって最低限遵守しなけれ

ばならない要件を示すものである。当該基準に関わらず、無人航空機を飛行させる者

は、法第 132 条の２第１号から第４号に掲げる方法により当該無人航空機を飛行させ

なければならないとともに、当該無人航空機の機能及び性能を十分に理解し、飛行の

方法及び場所に応じて生じるおそれがある飛行のリスクを事前に検証した上で、追加

的な安全上の措置を講じるなど、飛行の安全に万全を期させるものとする。 

 

２．申 請 

 ２－１ 申請の方法 

  （１）手 続 

    ａ）許可等の申請は、航空法施行規則（昭和 27 年運輸省令第 56 号。以下「規則」

という。）第 236 条の３又は第 236 条の８に規定されている事項を記載した申請

書により行わせるものとする。なお、申請にあたっては、申請者の利便の確保

及び行政の迅速な事務処理のため、様式１を使用して行わせることができる。 

014710
テキストボックス
別添９
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    ｂ）申請書については、当該申請に係る飛行開始予定日の 10 開庁日前までに、次

表のとおり所定の提出先に提出させるものとする。ただし、公海上における飛

行の許可又は承認に係る申請書は、国土交通大臣に提出させるものとする。な

お、申請は、規則第 243 条の規定により、最寄りの空港事務所長又は空港出張

所長を経由して行わせることができる。 

 

申請事項 申請書の提出先 

法第 132 条第１号 

に掲げる空域における 

飛行の許可の申請 

航空機の離陸及び着陸が頻繁に実施される空港等で安全

かつ円滑な航空交通の確保を図る必要があるものとして

国土交通大臣が告示で定めるものの周辺の空域であって、

当該空港等及びその上空の空域における航空交通の安全

を確保するために必要なものとして国土交通大臣が告示

で定める空域（以下「１号告示空域」という。）、その他

空港等における進入表面等※の上空の空域、航空機の離陸

及び着陸の安全を確保するために必要なものとして国土

交通大臣が告示で定める空域又は地表若しくは水面から

150m 以上の高さの空域に係る飛行の許可申請は、当該飛

行を行おうとする場所を管轄区域とする空港事務所長 

法第 132 条第２号 

に掲げる空域における 

飛行の許可の申請 

当該許可を必要とする行為を行おうとする場所を管轄区

域とする地方航空局長 

法第 132 条の２第５号 

から第 10 号まで 

に掲げる方法によらない 

飛行の承認の申請 

当該許可を必要とする行為を行おうとする場所を管轄区

域とする地方航空局長 

※進入表面等とは、進入表面、転移表面若しくは水平表面又は法第 56 条第１項の規定に

より国土交通大臣が指定した延長進入表面、円錐表面若しくは外側水平表面を指す。 

 

    ｃ）ａ）及びｂ）の規定にかかわらず、緊急を要するものについては、以下の区

分により電子メール、ファクシミリ又は電話により申請させることができる。

なお、後日、申請書を所定の提出先に提出させるものとする。 

      また、緊急を要する場合の夜間等の執務時間外における申請については、24

時間運用されている最寄りの空港事務所に電話で連絡を入れさせること。当該

申請については、その後、国土交通省航空局安全部運航安全課、地方航空局保

安部運用課又は空港事務所の担当者が申請者宛てに電話等で連絡を行うことに

より、必要な内容を聞き取った上で、許可等の可否を判断するものとする。 

     （ア）電子メール又はファクシミリによる申請 
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       ・事故及び災害に際して緊急に支援活動をする必要がある場合 

       ・事故及び災害の報道取材のため緊急を要する場合 

       ・その他特に緊急を要する場合 

     （イ）電話による申請 

       ・「事故及び災害」が災害対策基本法（昭和 36 年法律第 223 号）第２条第

１号の「災害」にあたる場合又はこれに類する場合で、かつ、緊急に支

援活動をする必要がある場合 

 

  （２）一括申請 

     一個の飛行について、複数の事項の許可等が必要な場合の申請は、一括して行

わせることができる。 

 

  （３）包括申請 

     同一の申請者が一定期間内に反復して飛行を行う場合又は異なる複数の場所で

飛行を行う場合の申請は、包括して行わせることができる。 

 

  （４）代行申請 

     複数の申請者による飛行をとりまとめて行う場合の申請は、それらの飛行をと

りまとめる者を代表者として、代行して行わせることができる。また、飛行の委

託を行っている者が受託者の飛行について行う場合の申請は、飛行の委託を行っ

ている者に、代行して行わせることができる。 

 

（５）更新申請 

許可等の期間の更新を受けようとする場合の申請は、２－１（１）ｂの規定に

かかわらず、期間の満了の日の 40 開庁日前から 10 開庁日前までに行わせるもの

とする。 

 

  （６）変更申請 

許可等を取得した後に「無人航空機の製造者、名称、重量その他の無人航空機

を特定するために必要な事項」、「無人航空機の機能及び性能に関する事項」、「無

人航空機の飛行経歴並びに無人航空機を飛行させるために必要な知識及び能力に

関する事項」又は「無人航空機を飛行させる際の安全を確保するために必要な体

制に関する事項」の内容の一部を変更する場合の申請は、変更がない事項の記載

又は資料の添付を省略させることができる。 

 

  （７）追加資料の提出等 

     申請を受理した後、許可等の事務の処理上必要があると認められるときは、申

請者に対して追加資料の提出又は説明を求めることができる。 
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 ２－２ 申請書記載事項の確認 

   許可等の申請にあたっては、次の要領に従って申請書が作成されていることを確認

すること。 

  ２－２－１ 法第 132 条に定める飛行禁止空域における飛行に係る許可の申請書記載

事項 

   （１）氏名及び住所 

     ・無人航空機を飛行させようとする者の氏名及び住所を記載すること。 

     ・代行申請の場合には、代行申請者の氏名及び住所を記載すること。なお、代

行申請者は、無人航空機を飛行させようとする者に関する情報として、本項

（１）～（８）に関する内容をとりまとめた資料を申請書に記載又は添付す

ること。 

     ・申請内容に関する問い合わせに対応できるよう、連絡先もあわせて記載する

こと。 

 

   （２）無人航空機の製造者、名称、重量その他の無人航空機を特定するために必要

な事項 

     ・飛行させる無人航空機の製造者名、名称及び重量を記載すること。 

     ・無人航空機の重量については、機体本体の重量及び飛行のために必要なバッ

テリーの重量の合計（バッテリー以外の取外し可能な付属品の重量は含まな

い。）並びに最大離陸重量を記載すること。 

     ・操縦装置（遠隔操作を行うための装置をいう。以下同じ。）の製造者名及び名

称を記載すること。 

     ・無人航空機を識別することが可能な製造番号等を記載すること。（無人航空機

を自作した場合には、機体を識別するための記号等を独自に設定し、当該記

号等を機体に表示すること。） 

     ・無人航空機及び操縦装置の仕様が分かる設計図又は写真（多方面）を添付す

ること。ただし、３－５に従って公表されている無人航空機のうち資料の添

付を省略することができる無人航空機（以下「ホームページ掲載無人航空機」

という。）と同一の製造者名、名称及び重量の場合には、当該設計図又は写真

の添付を省略することができる。 

     ・複数の無人航空機又は操縦装置を使用する場合には、全てについて記載する

こと。 

 

   （３）飛行の目的、日時、経路及び高度 

     ａ）飛行の目的 

       以下のうち該当する飛行の目的を選択すること。なお、「その他」に該当す

る場合には、飛行の目的を記載すること。 

 

飛行の目的 例 
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空撮 風景・施設の撮影、ＴＶ・映画制作、イベント撮影 等 

報道取材 報道取材 等 

警備 侵入者追跡、工場内立入者監視 等 

農林水産業 農薬散布、松くい虫防除、種まき、肥料散布、生育調査 等 

測量 工事現場での測量 等 

環境調査 放射能計測、大気汚染調査 等 

設備メンテナンス プラント保守、施工計画調査、ソーラーパネル管理 等 

インフラ点検・保守 
道路・橋梁点検、トンネル内点検、河川管理施設の点検、

海岸保全施設の点検、港湾施設の点検 等 

資材管理 プラント資材管理、資材の容積計測 等 

輸送・宅配 物資輸送、宅配 等 

自然観測 火山観測、地形変化計測、資源観測 等 

事故・災害対応等 
土砂崩れ等の被害調査、山岳救助、水難者捜索、被災者捜

索、火災の原因等の調査、交通事故現場検証 等 

趣味 
競技会、スポーツ、レクリエーション、個人的な趣味の飛

行 等 

その他  

 

     ｂ）飛行の日時 

      ・飛行を予定している日時又は期間及び時間帯を記載すること。期間及び時

間帯を記載する場合には、その期間は原則３ヶ月以内とし、申請内容に変

更を生ずることなく、継続的に無人航空機を飛行させる場合には、１年を

限度として記載することができる（５－２、５－３及び５－４に掲げる飛

行を同時に行う場合を除く。）。 

 

     ｃ）飛行の経路 

      ・飛行を予定している経路を記載するとともに、地図上に当該経路を示した

資料を添付すること。 

      ・飛行の経路が特定されない場合には、飛行が想定される範囲を記載するこ

と。ただし、５－１に掲げる飛行を行う場合、５－２及び５－３に掲げる

飛行を同時に行う場合並びに趣味目的の場合は、当該範囲を可能な限り限

定し記載するとともに、地図上に当該範囲を示した資料を添付すること。

また、当該範囲のうち特定の場所や条件でのみ飛行させる場合は、その場

所や条件を記載すること。 

      ・１号告示空域、その他空港等における進入表面等の上空の空域、航空機の

離陸及び着陸の安全を確保するために必要なものとして国土交通大臣が告

示で定める空域又は地表若しくは水面から 150ｍ以上の高さの空域におけ

る飛行を行う場合には、航空機の航行の安全を確認するために必要な情報

として、緯度経度（世界測地系で秒単位）による飛行範囲もあわせて記載
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すること。 

 

     ｄ）飛行の高度 

      ・飛行の高度の上限を記載すること。 

      ・１号告示空域、その他空港等における進入表面等の上空の空域、航空機の

離陸及び着陸の安全を確保するために必要なものとして国土交通大臣が告

示で定める空域又は地表若しくは水面から 150ｍ以上の高さの空域におけ

る飛行を行う場合には、航空機の航行の安全を確認するために必要な情報

として、海抜高度もあわせて記載すること。 

 

   （４）飛行禁止空域を飛行させる理由 

     ・該当する許可を求める空域を選択するとともに、選択した飛行禁止空域で無

人航空機を飛行させる理由を記載すること｡ 

 

   （５）無人航空機の機能及び性能に関する事項 

     ・飛行させる無人航空機が、４－１－１に掲げる基準に適合しているかどうか

を申請前に確認の上、「無人航空機の機能・性能に関する基準適合確認書」（様

式２）を作成し、申請書に添付すること。 

     ・様式２について、１．の項に無人航空機の製造者名、名称、重量及び機体を

識別することが可能な製造番号等を記載すること。 

     ・様式２について、１．の項で記載した無人航空機が、ホームページ掲載無人

航空機と同一の製造者名、名称及び重量の場合には、２．の項において改造

を行っているかどうか記載すること。 

     ・様式２について、１．の項で記載した無人航空機が、ホームページ掲載無人

航空機に該当しない場合又はホームページ掲載無人航空機であっても改造を

行っている場合には、３．の項を記載すること。 

     ・様式２において、３．の項を記載する場合には、無人航空機の運用限界（最

高速度、最高到達高度、電波到達距離、飛行可能風速、最大搭載可能重量、最

大使用可能時間 等）及び無人航空機を飛行させる方法（点検・整備の方法を

含む。）が記載された取扱説明書等の該当部分の写しを添付すること。ただし、

自作機であって趣味目的で飛行させる無人航空機の場合には、資料の添付を

省略することができる。 

     ・最大離陸重量 25kg 未満の無人航空機の場合には、様式２に加え、５．に掲げ

る基準への適合性について、無人航空機に装備された安全性向上のための機

器又は機能を付加するための追加装備（オプション）を記載した資料を作成

し、申請書に添付すること。なお、ホームページ掲載無人航空機と同一の製

造者名、名称、重量及び飛行形態の場合には、当該飛行形態に関する資料の

添付を省略することができる。 

     ・最大離陸重量 25kg 以上の無人航空機の場合には、様式２に加え、４－１－２
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に掲げる基準及び５．に掲げる基準への適合性について、最大離陸重量 25kg

未満の無人航空機と同様、追加装備（オプション）を記載した資料を作成し、

申請書に添付すること。なお、最大離陸重量 25kg 未満の無人航空機と同様、

ホームページ掲載無人航空機と同一の製造者名、名称、重量及び飛行形態の

場合には、当該飛行形態に関する資料の添付を省略することができる。 

     ・無人航空機の機能及び性能に関する基準を制定している団体等による機体認

証を取得している場合には、当該認証を証する書類の写しを添付すること。 

     ・複数の無人航空機を飛行させる場合には、全ての機体について記載又は添付

すること。 

 

   （６）無人航空機の飛行経歴並びに無人航空機を飛行させるために必要な知識及び

能力に関する事項 

     ・無人航空機を飛行させる者が、４－２に掲げる基準に適合しているかどうか

を申請前に確認の上、「無人航空機を飛行させる者に関する飛行経歴・知識・

能力確認書」（様式３）を作成し、申請書に添付すること。 

     ・様式３に加え、無人航空機を飛行させる者の５．に掲げる基準への適合性に

ついて、過去の飛行実績又は訓練実績等を記載した資料を作成し、申請書に

添付すること。また、訓練実績については、訓練内容についても記載するこ

と。 

     ・無人航空機を飛行させる者の能力等に関する基準を制定している団体等によ

る講習会等を受講し、技能認証を受けている場合には、当該認証を証する書

類の写しを添付すること。なお、航空局ホームページに掲載されている団体

等が技能認証を行う場合は、当該認証を証する書類の写しを添付することで、

様式３の添付及び技能認証の内容に応じて、５．に掲げる基準への適合性に

ついての資料の添付を省略できる。 

     ・自動操縦（プログラムにより自動的に操縦を行うことをいう。以下同じ。）の

みにより飛行させることができる無人航空機であって、当該無人航空機を遠

隔操作により飛行させる者を要しない場合には、飛行を監督する責任者の氏

名を記載すること。 

 

   （７）無人航空機を飛行させる際の安全を確保するために必要な体制に関する事項 

     ・４－３－２に基づき作成した飛行マニュアルを申請書に添付すること。ただ

し、団体等が定める飛行マニュアルに従って飛行させる場合には、当該飛行

マニュアルを添付することで代えることができる。また、航空局ホームペー

ジに掲載されている団体等が定める飛行マニュアルに従って飛行させる場合

には、その団体及び飛行マニュアルの名称を記載することで代えることがで

きる。 

 

   （８）その他参考となる事項 
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     ・無人航空機に係る第三者賠償責任保険への加入状況を把握するため、その保

険の内容（加入状況、保険会社名、商品名、補償金額）を記載すること。 

     ・１号告示空域、その他空港等における進入表面等の上空の空域、航空機の離

陸及び着陸の安全を確保するために必要なものとして国土交通大臣が告示で

定める空域又は地表若しくは水面から 150ｍ以上の高さの空域における飛行

の申請の場合には、５－１（２）に従って空港設置管理者等又は空域を管轄

する関係機関と調整を行った結果を記載すること。 

 

  ２－２－２ 法第 132 条の２第５号から第 10 号までに定める飛行の方法によらない

飛行に係る承認の申請書記載事項 

   （１）氏名及び住所 

・２－２－１（１）に同じ。 

 

   （２）無人航空機の製造者、名称、重量その他の無人航空機を特定するために必要

な事項 

・２－２－１（２）に同じ。 

 

   （３）飛行の目的、日時、経路及び高度 

・２－２－１（３）に同じ。 

・５－３及び５－４に掲げる飛行を同時に行う場合並びに補助者を配置しない

５－４に掲げる飛行を行う場合は、飛行の範囲を可能な限り限定して記載す

るとともに、地図上に当該範囲を示した資料を添付すること。 

・５－６に掲げる飛行を行う場合は、飛行の日時及び飛行の範囲を可能な限り

限定し記載するとともに、地図上に当該範囲を示した資料を添付すること。 

・目視外飛行を行う申請の場合であって５－４（３）ｃ）オ）に従って立入管理

区画を設定した場合には、当該立入管理区画を示した資料を添付すること。 

・多数の者が集合する催し場所の上空における飛行を行う申請であって５－６

（１）ｃ）エ）に従って立入禁止区画を設定した場合には、当該立入禁止区画

を示した資料を添付すること。 

 

   （４）法第 132 条の２第５号から第 10 号までに掲げる方法によらずに飛行させる理

由 

・該当する承認を求める飛行の方法を選択するとともに、選択した飛行の方法

で無人航空機を飛行させる理由を記載すること。 

 

   （５）無人航空機の機能及び性能に関する事項 

・２－２－１（５）に同じ。 

・５－４（１）ｄ）カ）及び５－６（１）に掲げる基準への適合性について、飛

行実績を記載した資料を作成し、申請書に添付すること。 
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   （６）無人航空機の飛行経歴並びに無人航空機を飛行させるために必要な知識及び

能力に関する事項 

     ・２－２－１（６）に同じ。 

 

   （７）無人航空機を飛行させる際の安全を確保するために必要な体制に関する事項 

     ・２－２－１（７）に同じ。 

 

   （８）その他参考となる事項 

     ・２－２－１（８）に同じ。 

     ・多数の者が集合する催し場所の上空における飛行の申請の場合には、５－６

（１）ｃ）エ）、５－６（２）ｃ）又は５－６（３）ｃ）に従って催しの主催

者等と調整を行った結果を記載すること。 

 

２－２－３ 変更申請又は更新申請の申請書記載事項 

２－２－１及び２－２－２の規定にかかわらず、変更申請又は更新申請について

は、次の要領に従って申請書が作成されていることを確認すること。 

（１）氏名及び住所 

・２－２－１（１）又は２－２－２（１）に同じ。 

・代行申請で、かつ変更申請であって飛行させる者に変更がない場合には無人航

空機を飛行させようとする者に関する氏名及び住所の記載又は添付を省略す

ることができる。 

 

（２）無人航空機の製造者、名称、重量その他の無人航空機を特定するために必要な

事項 

・２－２－１（２）又は２－２－２（２）に同じ。 

・変更申請の場合であって本事項に変更がない場合には、記載又は添付を省略す

ることができる。 

 

（３）飛行の目的、日時、経路及び高度 

・２－２－１（３）又は２－２－２（３）に同じ。 

 

（４）飛行禁止空域を飛行させる理由又は法第 132 条の２第５号から第 10 号までに

掲げる方法によらずに飛行させる理由 

・２－２－１（４）又は２－２－２（４）に同じ。 

 

（５）無人航空機の機能及び性能に関する事項 

・２－２－１（５）又は２－２－２（５）に同じ。 

・変更申請の場合であって本事項に変更がない場合には、記載又は添付を省略す
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ることができる。 

 

（６）無人航空機の飛行経歴並びに無人航空機を飛行させるために必要な知識及び能

力に関する事項 

・２－２－１（６）又は２－２－２（６）に同じ。 

・変更申請の場合であって本事項に変更がない場合には、記載又は添付を省略す

ることができる。 

 

（７）無人航空機を飛行させる際の安全を確保するために必要な体制に関する事項 

・２－２－１（７）又は２－２－２（７）に同じ。 

・変更申請の場合であって本事項に変更がない場合には、記載又は添付を省略す

ることができる。 

 

（８）その他参考となる事項 

・２－２－１（８）又は２－２－２（８）に同じ。 

・変更申請又は更新申請に関する現に有効な許可等の年月日及び番号を記載する

とともに、当該許可書又は承認書の写しを添付すること。 

 

３．許可等の手続き 

 ３－１ 許可等の処分 

   許可等の際には、許可書又は承認書を交付するものとし、許可書又は承認書の作成

にあたっては、別添の参考様式を参照すること。なお、電子メール、ファクシミリ又

は電話による申請を受理した場合には、口頭により許可等の処分を行うことができる。

口頭により許可等を行う場合には、速やかに申請者に対し許可書又は承認書を交付す

るものとする。 

 

 ３－２ 許可等の条件 

  （１）許可等を行うにあたっては、条件を付すことができるものとする。また、航空

機の航行の安全並びに地上及び水上の人及び物件の安全に影響を及ぼすような重

要な事情の変化があった場合は、許可等を取り消し、又は新たに条件を付すこと

ができるものとする。 

  （２）許可等を行った飛行について、飛行実績の報告を求めることができるものとす

る。 

 

 ３－３ 許可等の期間 

   一回の許可等の期間は、原則として３ヶ月以内とする。ただし、申請内容に変更を

生ずることなく、継続的に無人航空機を飛行させることが明らかな場合には、１年を

限度として許可等を行うものとする。 
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 ３－４ 申請内容に変更が生じた場合の取扱い 

   許可等を取得した後、申請内容に変更が生じた場合には、２－１に従って、改めて

申請を行わせるものとする。ただし、ホームページ掲載無人航空機であって改造を行

っていないものについて許可等を取得している場合で、新たに同一の製造者名、名称

及び重量であるものを飛行させることとなったときは、当該無人航空機を識別するこ

とが可能な製造番号を報告させることで差し支えないものとする。 

 

 ３－５ 許可等を行った内容の公表 

   許可等を行った場合には、速やかに、次に掲げる事項を航空局ホームページに掲載

するものとする。ただし、飛行の目的上、公表することにより申請者の業務等に支障

が発生する場合は、この限りでない。 

  ・飛行の主体者 

  ・飛行の概要 

  ・飛行の経路 

  ・使用する無人航空機 

  ・許可又は承認の事項 

  ・許可又は承認の期間 

 

４．許可等に係る基本的な基準 

  受けようとする許可等の事項にかかわらず、次に掲げる基本的な基準に適合すること。

ただし、無人航空機の機能及び性能、無人航空機を飛行させる者の飛行経歴等、安全を

確保するために必要な体制等とあわせて総合的に判断し、航空機の航行の安全並びに地

上及び水上の人及び物件の安全が損なわれるおそれがないと認められる場合は、この限

りでない。 

 

 ４－１ 無人航空機の機能及び性能 

  ４－１－１ 全ての無人航空機 

    全ての無人航空機の機能及び性能について、次に掲げる基準に適合すること。 

   （１）鋭利な突起物のない構造であること（構造上、必要なものを除く。）。 

   （２）無人航空機の位置及び向きが正確に視認できる灯火又は表示等を有している

こと。 

   （３）無人航空機を飛行させる者が燃料又はバッテリーの状態を確認できること。 

   （４）遠隔操作により飛行させることができる無人航空機の場合には、上記（１）

～（３）の基準に加え、次に掲げる基準にも適合すること。 

     ・特別な操作技術又は過度な注意力を要することなく、安定した離陸及び着陸

ができること。 

     ・特別な操作技術又は過度な注意力を要することなく、安定した飛行（上昇、

前後移動、水平方向の飛行、ホバリング（回転翼航空機に限る。）、下降等）

ができること。 
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     ・緊急時に機体が暴走しないよう、操縦装置の主電源の切断又は同等な手段に

より、モーター又は発動機を停止できること。 

     ・操縦装置は、操作の誤りのおそれができる限り少ないようにしたものである

こと。 

     ・操縦装置により適切に無人航空機を制御できること。 

   （５）自動操縦により飛行させることができる無人航空機の場合には、上記（１）

～（３）の基準に加え、次に掲げる基準にも適合すること。 

     ・自動操縦システム（自動操縦により飛行させるためのシステムをいう。以下

同じ。）により、安定した離陸及び着陸ができること。 

     ・自動操縦システムにより、安定した飛行（上昇、前後移動、水平方向の飛行、

ホバリング（回転翼航空機に限る。）、下降等）ができること。 

     ・あらかじめ設定された飛行プログラムにかかわらず、常時、不具合発生時等

において、無人航空機を飛行させる者が機体を安全に着陸させられるよう、

強制的に操作介入ができる設計であること。 

 

  ４－１－２ 最大離陸重量 25kg 以上の無人航空機 

    最大離陸重量 25kg 以上の無人航空機の機能及び性能について、４－１－１に掲げ

る基準に加え、次に掲げる基準にも適合すること。 

   （１）想定される全ての運用に耐え得る堅牢性を有すること。 

   （２）機体を整備することにより 100 時間以上の飛行に耐え得る耐久性を有するこ

と。 

   （３）機体と操縦装置との間の通信は、他の機器に悪影響を与えないこと。 

   （４）発動機、モーター又はプロペラ（ローター）が故障した後、これらの破損し

た部品が飛散するおそれができる限り少ない構造であること。 

   （５）事故発生時にその原因調査をするための飛行諸元を記録できる機能を有する

こと。 

   （６）次表の想定される不具合モードに対し、適切なフェールセーフ機能を有する

こと。 

 

想定される不具合モード 

通信系統 

・電波状況の悪化による通信不通 

・操縦装置の故障 

・他の操縦装置との混信 

・送受信機の故障 

推進系統 

発動機の場合 
・発動機の出力の低下又は停止 

・不時回転数上昇 

電動の場合 
・モーターの回転数の減少又は停止 

・モーターの回転数上昇 

電源系統 ・機体の主電源消失 
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・操縦装置の主電源消失 

自動制御系統 ・制御計算機の故障 

 

 ４－２ 無人航空機の飛行経歴並びに無人航空機を飛行させるために必要な知識及び能

力 

   無人航空機を飛行させる者の飛行経歴、知識及び能力について、次に掲げる基準に

適合すること。 

  （１）飛行を予定している無人航空機の種類（飛行機、回転翼航空機、滑空機、飛行

船のいずれか）別に、10 時間以上の飛行経歴を有すること。 

  （２）次に掲げる知識を有すること。 

    ａ）航空法関係法令に関する知識（無人航空機に関する事項） 

    ｂ）安全飛行に関する知識 

     ・飛行ルール（飛行の禁止空域、飛行の方法） 

     ・気象に関する知識 

     ・無人航空機の安全機能（フェールセーフ機能 等） 

     ・取扱説明書に記載された日常点検項目 

     ・自動操縦システムを装備している場合には、当該システムの構造及び取扱説

明書に記載された日常点検項目 

     ・無人航空機を飛行させる際の安全を確保するために必要な体制 

     ・飛行形態に応じた追加基準 

  （３）飛行させる無人航空機について、次に掲げる能力を有すること。 

    ａ）飛行前に、次に掲げる確認が行えること。 

     ・周囲の安全確認（第三者の立入の有無、風速・風向等の気象 等） 

     ・燃料又はバッテリーの残量確認 

     ・通信系統及び推進系統の作動確認 

    ｂ）遠隔操作により飛行させることができる無人航空機の場合には、ａ）の能力

に加えて、ＧＰＳ（Global Positioning System）等による位置の安定機能を使

用することなく、次に掲げる能力を有すること。 

     ア）安定した離陸及び着陸ができること。 

     イ）安定して次に掲げる飛行ができること。 

      ・上昇 

      ・一定位置、高度を維持したホバリング（回転翼航空機に限る。） 

      ・ホバリング状態から機首の方向を 90°回転（回転翼航空機に限る。） 

      ・前後移動 

      ・水平方向の飛行（左右移動又は左右旋回） 

      ・下降 

    ｃ）自動操縦により飛行させることができる無人航空機の場合には、ａ）の能力

に加えて、次に掲げる能力を有すること。 

      ア）自動操縦システムにおいて、適切に飛行経路を設定できること。 
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      イ）自動操縦システムによる飛行中に不具合が発生した際に、無人航空機を

安全に着陸させられるよう、適切に操作介入ができること。なお、操作介

入が遠隔操作による場合には、ｂ）の能力を有すること。 

 

 ４－３ 無人航空機を飛行させる際の安全を確保するために必要な体制 

  ４－３－１ 次に掲げる事項を遵守しながら無人航空機を飛行させることができる体

制を構築すること。 

   （１）第三者に対する危害を防止するため、原則として第三者の上空で無人航空機

を飛行させないこと。 

   （２）飛行前に、気象（仕様上設定された飛行可能な風速等）、機体の状況及び飛行

経路について、安全に飛行できる状態であることを確認すること。 

また、飛行経路に係る他の無人航空機の飛行予定の情報（飛行日時、飛行範

囲、飛行高度等）を飛行情報共有システム（国土交通省が整備したインターネ

ットを利用し無人航空機の飛行予定の情報等を関係者間で共有するシステムを

いう。）で確認するとともに、当該システムに飛行予定の情報を入力すること。

ただし、飛行情報共有システムが停電等で利用できない場合、または専ら公益

を図る目的での飛行であって、飛行予定を秘匿する特段の必要性が存し、飛行

予定の情報共有により無人航空機を飛行させる者の正当な業務に著しい支障が

発生すると認められる場合は、この限りでない。なお、この場合においては、

国土交通省航空局安全部安全企画課に無人航空機の飛行予定の情報を報告する

とともに、自らの飛行予定の情報が当該システムに表示されないことに鑑み、

当該無人航空機を飛行させる者において特段の注意をもって飛行経路周辺にお

ける他の無人航空機及び航空機の有無等を確認し、安全確保に努めること。 

   （３）取扱説明書に記載された風速以上の突風が発生するなど、無人航空機を安全

に飛行させることができなくなるような不測の事態が発生した場合には即時に

飛行を中止すること。 

   （４）多数の者の集合する場所（５－６で規定する場所を除く。）の上空を飛行する

ことが判明した場合には即時に飛行を中止すること。ただし、５－６と同様の

安全上の措置を講じている場合は、この限りでない。 

   （５）アルコール又は薬物の影響により、無人航空機を正常に飛行させることがで

きないおそれがある間は、飛行させないこと。 

   （６）飛行目的によりやむを得ない場合を除き、飛行の危険を生じるおそれがある

区域の上空での飛行は行わないこと。 

（７）飛行中の航空機を確認し、衝突のおそれがあると認められる場合には、地上

に降下させることその他適当な方法を講じること。 

（８）飛行中の他の無人航空機を確認したときは、当該無人航空機との間に安全な

間隔を確保して飛行させること。その他衝突のおそれがあると認められる場合は、地上に

降下させることその他適当な方法を講じること。 

   （９）不必要な低空飛行、高調音を発する飛行、急降下など、他人に迷惑を及ぼす
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ような飛行を行わないこと。 

   （10）物件のつり下げ又は曳航は行わないこと。業務上の理由等によりやむを得ず

これらの行為を行う場合には、必要な安全上の措置を講じること。 

（11）飛行目的によりやむを得ない場合を除き、視界上不良な気象状態においては

飛行させないこと。 

   （12）無人航空機の飛行の安全を確保するため、製造事業者が定める取扱説明書に

従い、定期的に機体の点検・整備を行うとともに、点検・整備記録を作成する

こと。ただし、点検・整備記録の作成について、趣味目的の場合は、この限り

でない。 

   （13）無人航空機を飛行させる際は、次に掲げる飛行に関する事項を記録すること。

ただし、趣味目的の場合は、この限りでない。 

     ・飛行年月日 

     ・無人航空機を飛行させる者の氏名 

     ・無人航空機の名称 

     ・飛行の概要（飛行目的及び内容） 

     ・離陸場所及び離陸時刻 

     ・着陸場所及び着陸時刻 

     ・飛行時間 

     ・無人航空機の飛行の安全に影響のあった事項（ヒヤリ・ハット等） 

     ・無人航空機を飛行させる者の署名 

   （14）無人航空機の飛行による人の死傷、第三者の物件の損傷、飛行時における機

体の紛失又は航空機との衝突若しくは接近事案が発生した場合には、次に掲げ

る事項を速やかに、許可等を行った国土交通省航空局安全部運航安全課、地方

航空局保安部運用課又は空港事務所まで報告すること。なお、夜間等の執務時

間外における報告については、24 時間運用されている最寄りの空港事務所に電

話で連絡を行うこと。 

     ・無人航空機の飛行に係る許可等の年月日及び番号 

     ・無人航空機を飛行させた者の氏名 

     ・事故等の発生した日時及び場所 

     ・無人航空機の名称 

     ・無人航空機の事故等の概要 

     ・その他参考となる事項 

   （15）無人航空機の飛行による人の死傷、第三者の物件の損傷、飛行時における機

体の紛失又は航空機との衝突若しくは接近事案の非常時の対応及び連絡体制が

あらかじめ設定されていること。 

   （16）飛行の際には、無人航空機を飛行させる者は許可書又は承認書の原本又は写

しを携行すること。ただし、口頭により許可等を受け、まだ許可書又は承認書

の交付を受けていない場合は、この限りでない。なお、この場合であっても、

許可等を受けた飛行であるかどうかを行政機関から問われた際に許可等の年月
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日及び番号を回答できるようにしておくこと。 

 

  ４－３－２ 無人航空機を飛行させる際の安全を確保するために必要な体制を維持す

るため、次に掲げる事項等を記載した飛行マニュアルを作成すること。 

   （１）無人航空機の点検・整備 

      ４－１及び５．に掲げる無人航空機の機能及び性能に関する基準に適合した

状態を維持するため、次に掲げる事項に留意して、機体の点検・整備の方法を

記載すること。 

     ａ）機体の点検・整備の方法 

       記載内容の例としては、以下のとおり。 

       ・定期的又は日常的な点検・整備の項目 

       ・点検・整備の時期               等 

 

     ｂ）機体の点検・整備の記録の作成方法 

       記載内容の例としては、以下のとおり。 

       ・点検・整備記録の作成手順 

       ・点検・整備記録の様式             等 

 

   （２）無人航空機を飛行させる者の訓練 

      ４－２及び５．に掲げる無人航空機を飛行させる者の飛行経歴、知識及び能

力を確保・維持するため、次に掲げる事項に留意して、無人航空機を飛行させ

る者の訓練方法等を記載すること。 

     ａ）知識及び能力を習得するための訓練方法 

       記載内容の例としては、以下のとおり。 

       ・４－２に掲げる基本的な飛行経歴、知識及び能力並びに５．に掲げる飛

行形態に応じた能力を習得するための訓練方法 

       ・業務のために、無人航空機を飛行させるために適切な能力を有している

かどうかを確認するための方法      等 

 

     ｂ）能力を維持させるための方法 

       記載内容の例としては、以下のとおり。 

       ・日常的な訓練の内容           等 

 

     ｃ）飛行記録（訓練も含む。）の作成方法 

       記載内容の例としては、以下のとおり。 

       ・飛行記録の作成手順 

       ・飛行記録の様式 

       ・記録の管理方法             等 
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     ｄ）無人航空機を飛行させる者が遵守しなければならない事項 

 

   （３）無人航空機を飛行させる際の安全を確保するために必要な体制 

      次に掲げる事項に留意して、安全を確保するために必要な体制を記載するこ

と。 

     ａ）飛行前の安全確認の方法 

       記載内容の例としては、以下のとおり。 

       ・気象状況の確認項目及び手順 

       ・機体の状態の確認項目及び手順      等 

 

     ｂ）無人航空機を飛行させる際の安全管理体制 

       記載内容の例としては、以下のとおり。 

       ・安全飛行管理者の選定 

       ・飛行形態に応じた補助者の役割分担及び配置数 

       ・補助者の選定方法 

       ・緊急時の連絡体制            等 

 

     ｃ）無人航空機の飛行による人の死傷、第三者の物件の損傷、飛行時における

機体の紛失又は航空機との衝突若しくは接近事案といった非常時の対応及

び連絡体制 

記載内容の例としては、以下のとおり。 

・非常時の連絡体制 

・最寄りの警察及び消防機関の連絡先 

・報告を行う国土交通省航空局安全部運航安全課、地方航空局保安部運用

課又は空港事務所の連絡先         等 

 

５．飛行形態に応じた追加基準 

  法第 132 条各号に掲げる空域での飛行又は法第 132 条の２第５号から第 10 号までに

掲げる方法によらない飛行を行う場合は、「４．許可等に係る基本的な基準」に加え、そ

れぞれ次に掲げる追加基準のうち当該飛行に係る追加基準にも適合すること。飛行形態

により複数の事項に係る許可等を要する場合には、原則それらの事項に係る全ての追加

基準に適合すること。 

 

 ５－１ １号告示空域、その他空港等における進入表面等の上空の空域、航空機の離陸

及び着陸の安全を確保するために必要なものとして国土交通大臣が告示で定める空域

又は地表若しくは水面から 150ｍ以上の高さの空域における飛行を行う場合は、次に

掲げる基準に適合すること。また、１号告示空域（進入表面若しくは転移表面の下の

空域又は空港の敷地の上空の空域に限る。）であって、飛行を行う空域が国土交通大

臣が告示で定める年の国勢調査の結果による人口集中地区の上空に該当する場合には、
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次に掲げる基準に加え、５－２に掲げる基準も適合すること。ただし、無人航空機の

機能及び性能、無人航空機を飛行させる者の飛行経歴等、安全を確保するために必要

な体制等とあわせて総合的に判断し、航空機の航行の安全並びに地上及び水上の人及

び物件の安全が損なわれるおそれがないと認められる場合は、この限りでない。（法第

132 条第１号関係） 

  （１）機体について、航空機からの視認をできるだけ容易にするため、灯火を装備す

ること又は飛行時に機体を認識しやすい塗色を行うこと。 

 

  （２）安全を確保するために必要な体制について、次に掲げる基準に適合すること。 

     

ａ）１号告示空域における飛行の場合 

ア）進入表面及び転移表面の下の空域並びに敷地上空の空域の場合 

・空港等の運用時間外における飛行又は空港等に離着陸する航空機がない時間

帯等での飛行であること。このため、空港設置管理者との調整を図り、了解

を得ること。 

・無人航空機を飛行させる際には、空港設置管理者と常に連絡がとれる体制を

確保すること。 

・飛行経路全体を見渡せる位置に、無人航空機の飛行状況及び周囲の気象状況

の変化等を常に監視できる補助者を配置し、補助者は、無人航空機を飛行さ

せる者が安全に飛行させることができるよう必要な助言を行うこと。 

・飛行経路の直下及びその周辺に第三者が立ち入らないよう注意喚起を行う補

助者の配置等を行うこと。 

 

イ）ア）以外の空域の場合 

・空港等の運用時間外における飛行又は空港等に離着陸する航空機がない時間

帯等での飛行であること。このため、空港設置管理者等との調整を図り、了

解を得ること。 

・無人航空機を飛行させる際には、空港設置管理者等と常に連絡がとれる体制

を確保すること。 

・飛行経路全体を見渡せる位置に、無人航空機の飛行状況及び周囲の気象状況

の変化等を常に監視できる補助者を配置し、補助者は、無人航空機を飛行さ

せる者が安全に飛行させることができるよう必要な助言を行うこと。 

・飛行経路の直下及びその周辺に第三者が立ち入らないよう注意喚起を行う補

助者の配置等を行うこと。 

 

ｂ）その他空港等における進入表面等の上空の空域又は航空機の離陸及び着陸の

安全を確保するために必要なものとして国土交通大臣が告示で定める空域に

おける飛行の場合 

・空港等の運用時間外における飛行又は空港等に離着陸する航空機がない時間



- 19 - 
 

帯等での飛行であること。このため、空港設置管理者等との調整を図り、了解

を得ること。 

・無人航空機を飛行させる際には、空港設置管理者等と常に連絡がとれる体制

を確保すること。 

・飛行経路全体を見渡せる位置に、無人航空機の飛行状況及び周囲の気象状況

の変化等を常に監視できる補助者を配置し、補助者は、無人航空機を飛行さ

せる者が安全に飛行させることができるよう必要な助言を行うこと。 

・飛行経路の直下及びその周辺に第三者が立ち入らないよう注意喚起を行う補

助者の配置等を行うこと。 

 

    c）地表又は水面から 150ｍ以上の高さの空域における飛行の場合 

     ・空域を管轄する関係機関から当該飛行について了解を得ること。 

     ・無人航空機を飛行させる際には、関係機関と常に連絡がとれる体制を確保す

ること。 

     ・飛行経路全体を見渡せる位置に、無人航空機の飛行状況及び周囲の気象状況

の変化等を常に監視できる補助者を配置し、補助者は、無人航空機を飛行さ

せる者が安全に飛行させることができるよう必要な助言を行うこと。 

     ・飛行経路の直下及びその周辺に第三者が立ち入らないよう注意喚起を行う補

助者の配置等を行うこと。 

 

  （３）その他 

     １号告示空域（進入表面及び転移表面の下の空域並びに敷地上空の空域は除

く。）、その他空港等における進入表面等の上空の空域、航空機の離陸及び着陸

の安全を確保するために必要なものとして国土交通大臣が告示で定める空域又は

地表若しくは水面から 150ｍ以上の高さの空域における飛行の申請を行った場合

には、航空情報の発行手続きが必要であるため、以下の対応を行う体制を構築す

ること。 

    ・飛行を行う日の前日までに、その飛行内容について飛行する場所を管轄する空

港事務所長等（以下「管轄事務所長等」という。）へ、以下の項目を通知するこ

と。なお、予め管轄事務所長等から通知先を指定された場合には、指定された

機関へ通知を行うこと。 

     ａ）飛行日時：飛行の開始日時及び終了日時 

     ｂ）飛行経路：緯度経度（世界測地系）及び地名（都道府県名及び市町村名） 

     ｃ）飛行高度：下限及び上限の海抜高度 

     ｄ）機 体 数：同時に飛行させる無人航空機の最大機数 

     ｅ）機体諸元：無人航空機の種類、重量、寸法、色 等 

    ・日時及び空域を確定させて申請し許可を取得した場合には、申請内容に応じて

航空情報を発行することとするため、飛行を行わなくなった場合には、速やか

に管轄事務所長等に対し、その旨通知すること。 
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 ５－２ 人又は家屋の密集している地域の上空における飛行を行う場合は、次に掲げる

基準に適合すること。ただし、無人航空機の機能及び性能、無人航空機を飛行させる

者の飛行経歴等、安全を確保するために必要な体制等とあわせて総合的に判断し、航

空機の航行の安全並びに地上及び水上の人及び物件の安全が損なわれるおそれがない

と認められる場合は、この限りでない。（法第 132 条第２号関係） 

  （１）無人航空機の落下による第三者に対する危害を防止するため、人又は家屋の密

集している地域の上空であっても、第三者の上空で無人航空機を飛行させないこ

とを要件とし、この場合において、次に掲げる基準に適合すること。 

    ａ）機体について、第三者及び物件に接触した際の危害を軽減する構造を有する

こと。 

       当該構造の例は、以下のとおり。 

       ・プロペラガード 

       ・衝突した際の衝撃を緩和する素材の使用又はカバーの装着   等 

 

    ｂ）無人航空機を飛行させる者について、意図した飛行経路を維持しながら無人

航空機を飛行させることができること。 

 

    ｃ）安全を確保するために必要な体制について、第三者の上空で無人航空機を飛

行させないよう、次に掲げる基準に適合すること。 

     ・飛行させようとする経路及びその周辺を事前に確認し、適切な飛行経路を特

定すること。 

     ・飛行経路全体を見渡せる位置に、無人航空機の飛行状況及び周囲の気象状況

の変化等を常に監視できる補助者を配置し、補助者は、無人航空機を飛行さ

せる者が安全に飛行させることができるよう必要な助言を行うこと。 

     ・飛行経路の直下及びその周辺に第三者が立ち入らないように注意喚起を行う

補助者の配置等を行うこと。 

 

  （２）（１）にかかわらず、やむを得ず、第三者の上空で最大離陸重量 25kg 未満の無

人航空機を飛行させる場合には、次に掲げる基準に適合すること。 

    ａ）機体について、次に掲げる基準に適合すること。 

     ア）飛行を継続するための高い信頼性のある設計及び飛行の継続が困難となっ

た場合に機体が直ちに落下することのない安全機能を有する設計がなされて

いること。 

       当該設計の例は、以下のとおり。 

       ・バッテリーが並列化されていること、自動的に切替え可能な予備バッテ

リーを装備すること又は地上の安定電源から有線により電力が供給され

ていること。 

       ・ＧＰＳ等の受信が機能しなくなった場合に、その機能が復帰するまで空
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中における位置を保持する機能、安全な自動着陸を可能とする機能又は

ＧＰＳ等以外により位置情報を取得できる機能を有すること。 

       ・不測の事態が発生した際に、機体が直ちに落下することがないよう、安

定した飛行に必要な最低限の数より多くのプロペラ及びモーターを有す

ること、パラシュートを展開する機能を有すること又は機体が十分な浮

力を有する気嚢等を有すること        等 

     イ）飛行させようとする空域を限定させる機能を有すること。 

        当該機能の例は、以下のとおり。 

        ・飛行範囲を制限する機能（ジオ・フェンス機能） 

        ・飛行範囲を制限する係留装置を有していること      等 

     ウ）第三者及び物件に接触した際の危害を軽減する構造を有すること。 

        当該構造の例は、以下のとおり。 

        ・プロペラガード 

        ・衝突した際の衝撃を緩和する素材の使用又はカバーの装着   等 

 

    ｂ）無人航空機を飛行させる者について、次に掲げる基準に適合すること。 

     ア）意図した飛行経路を維持しながら無人航空機を飛行させることができるこ

と。 

     イ）飛行の継続が困難になるなど、不測の事態が発生した際に、無人航空機を

安全に着陸させるための対処方法に関する知識を有し、適切に対応できるこ

と。 

     ウ）最近の飛行の経験として、使用する機体について、飛行を行おうとする日

からさかのぼって 90 日までの間に、１時間以上の飛行を行った経験を有する

こと。 

 

    ｃ） 安全を確保するために必要な体制について、次に掲げる基準に適合すること。 

     ・飛行させようとする経路及びその周辺を事前に確認し、できる限り、第三者

の上空を飛行させないような経路を特定すること。 

     ・飛行経路全体を見渡せる位置に、無人航空機の飛行状況及び周囲の気象状況

の変化等を常に監視できる補助者を配置し、補助者は、無人航空機を飛行さ

せる者が安全に飛行させることができるよう必要な助言を行うこと。 

     ・飛行経路周辺には、上空で無人航空機が飛行していることを第三者に注意喚

起する補助者を配置すること。 

     ・不測の事態が発生した際に、第三者の避難誘導等を行うことができる補助者

を適切に配置すること。 

 

  （３）（１）にかかわらず、やむを得ず、第三者の上空で最大離陸重量 25kg 以上の無

人航空機を飛行させる場合には、次に掲げる基準に適合すること。 

    ａ）機体について、航空機に相当する耐空性能を有すること。 
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       当該性能の例は、以下のとおり。 

       ・規則附属書第１において規定される耐空類別がＮ類に相当する耐空性能 

 

    ｂ）無人航空機を飛行させる者について、次に掲げる基準に適合すること。 

     ア）意図した飛行経路を維持しながら無人航空機を飛行させることができるこ

と。 

     イ）飛行の継続が困難になるなど、不測の事態が発生した際に、無人航空機を

安全に着陸させるための対処方法に関する知識を有し、適切に対応できるこ

と。 

     ウ）最近の飛行の経験として、使用する機体について、飛行を行おうとする日

からさかのぼって 90 日までの間に、１時間以上の飛行を行った経験を有する

こと。 

 

    ｃ） 安全を確保するために必要な体制について、次に掲げる基準に適合すること。 

     ・飛行させようとする経路及びその周辺を事前に確認し、できる限り、第三者

の上空を飛行させないような経路を特定すること。 

     ・飛行経路全体を見渡せる位置に、無人航空機の飛行状況及び周囲の気象状況

の変化等を常に監視できる補助者を配置し、補助者は、無人航空機を飛行さ

せる者が安全に飛行させることができるよう必要な助言を行うこと。 

     ・飛行経路周辺には、上空で無人航空機が飛行していることを第三者に注意喚

起する補助者を配置すること。 

     ・不測の事態が発生した際に、第三者の避難誘導等を行うことができる補助者

を適切に配置すること。 

 

 ５－３ 夜間飛行を行う場合は、次に掲げる基準に適合すること。ただし、無人航空機

の機能及び性能、無人航空機を飛行させる者の飛行経歴等、安全を確保するために必

要な体制等とあわせて総合的に判断し、航空機の航行の安全並びに地上及び水上の人

及び物件の安全が損なわれるおそれがないと認められる場合は、この限りでない。（法

第 132 条の２第５号関係） 

  （１）機体について、無人航空機の姿勢及び方向が正確に視認できるよう灯火を有し

ていること。ただし、無人航空機の飛行範囲が照明等で十分照らされている場合

は、この限りでない。 

 

  （２）無人航空機を飛行させる者について、次に掲げる基準に適合すること。 

    ・夜間、意図した飛行経路を維持しながら無人航空機を飛行させることができる

こと。 

    ・必要な能力を有していない場合には、無人航空機を飛行させる者又はその関係

者の管理下にあって第三者が立ち入らないよう措置された場所において、夜間

飛行の訓練を実施すること。 
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  （３）安全を確保するために必要な体制について、次に掲げる基準に適合すること。 

    ・日中、飛行させようとする経路及びその周辺の障害物件等を事前に確認し、適

切な飛行経路を特定すること。 

    ・飛行経路全体を見渡せる位置に、無人航空機の飛行状況及び周囲の気象状況の

変化等を常に監視できる補助者を配置し、補助者は、無人航空機を飛行させる

者が安全に飛行させることができるよう必要な助言を行うこと。 

    ・離着陸を予定している場所が照明の設置等により明確になっていること。 

 

 ５－４ 目視外飛行を行う場合は、次に掲げる基準に適合すること。ただし、無人航空

機の機能及び性能、無人航空機を飛行させる者の飛行経歴等、安全を確保するために

必要な体制等とあわせて総合的に判断し、航空機の航行の安全並びに地上及び水上の

人及び物件の安全が損なわれるおそれがないと認められる場合は、この限りでない。

（法第 132 条の２第６号関係） 

 （１）機体について、次に掲げる基準に適合すること。 

ａ）自動操縦システムを装備し、機体に設置されたカメラ等により機体の外の様

子を監視できること。 

 

ｂ）地上において、無人航空機の位置及び異常の有無を把握できること（不具合

発生時に不時着した場合を含む。）。 

 

ｃ）不具合発生時に危機回避機能（フェールセーフ機能）が正常に作動すること。 

当該機能の例は、以下のとおり。 

・電波断絶の場合に、離陸地点まで自動的に戻る機能（自動帰還機能）又は

電波が復帰するまで空中で位置を維持する機能 

・ＧＰＳ等の電波に異常が見られる場合に、その機能が復帰するまで空中で

位置を保持する機能、安全な自動着陸を可能とする機能又はＧＰＳ等以外

により位置情報を取得できる機能 

・電池の電圧、容量又は温度等に異常が発生した場合に、発煙及び発火を防

止する機能並びに離陸地点まで自動的に戻る機能若しくは安全な自動着陸

を可能とする機能     等 

 

ｄ）補助者を配置せずに飛行させる場合には、ａ）～ｃ）の基準に加え、次に掲げ

る基準にも適合すること。 

ア）航空機からの視認をできるだけ容易にするため、灯火を装備すること又は

飛行時に機体を認識しやすい塗色を行うこと。 

 

イ）地上において、機体や地上に設置されたカメラ等により飛行経路全体の航

空機の状況を常に確認できること。ただし、５－４（３）ｃ）キ）に示す方法
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により航空機の確認を行う場合は、この限りでない。 

 

ウ）第三者に危害を加えないことを製造者等が証明した機能を有すること。た

だし、５－４（３）ｃ）オ）に示す方法により立入管理区画を設定した場合で、

次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 

（ⅰ）５－４（３）ｃ）カ）に示す方法により第三者が立ち入らないための対

策を行う場合。 

（ⅱ）地上において、機体や地上に設置されたカメラ等により進行方向の飛行

経路の直下及びその周辺への第三者の立ち入りの有無を常に監視できる場

合。 

 

エ）地上において、無人航空機の針路、姿勢、高度、速度及び周辺の気象状況等

を把握できること。 

無人航空機周辺の気象状況等の把握の例は、以下のとおり。 

・無人航空機の制御計算機等で気象諸元を計測又は算出している場合はそ

の状況を操縦装置等に表示する。 

・飛行経路周辺の地上に気象プローブ等を設置し、その状況を操縦装置等に

表示する。     等 

 

オ）地上において、計画上の飛行経路と飛行中の機体の位置の差を把握できる

こと。 

 

カ）想定される運用により、十分な飛行実績を有すること。なお、この実績は、

機体の初期故障期間を超えたものであること。 

 

  （２）無人航空機を飛行させる者について、次に掲げる基準に適合すること。 

ａ）モニターを見ながら、遠隔操作により、意図した飛行経路を維持しながら無

人航空機を飛行させることができること及び飛行経路周辺において無人航空機

を安全に着陸させることができること。 

 

ｂ）補助者を配置せずに飛行させる場合には、ａ）の能力に加えて、遠隔からの異

常状態の把握、状況に応じた適切な判断及びこれに基づく操作等に関し座学・

実技による教育訓練を少なくとも 10 時間以上受けていること。 

当該訓練の例は、以下のとおり。 

・飛行中に、カメラ等からの情報により、飛行経路直下又はその周辺における

第三者の有無等、異常状態を適切に評価できること。 

・把握した異常状態に対し、現在の飛行地点(飛行フェーズ、周辺の地形、構

造物の有無)や機体の状況(性能、不具合の有無)を踏まえて最も安全な運航

方法を迅速に判断できること。 
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・判断した方法により遠隔から適切に操作できること。 

 

ｃ）必要な能力を有していない場合には、無人航空機を飛行させる者又はその関

係者の管理下にあって第三者が立ち入らないよう措置された場所において、目

視外飛行の訓練を実施すること。 

 

  （３）安全を確保するために必要な体制について、次に掲げる基準に適合すること。 

ａ）飛行させようとする経路及びその周辺を事前に確認し、適切な飛行経路を特

定すること。 

 

ｂ）飛行経路全体を見渡せる位置に、無人航空機の飛行状況及び周囲の気象状況

の変化等を常に監視できる補助者を配置し、補助者は、無人航空機を飛行させ

る者が安全に飛行させることができるよう必要な助言を行うこと。ただし、ｃ）

に掲げる基準に適合する場合は、この限りでない。 

 

ｃ）補助者を配置せずに飛行させる場合には、次に掲げる基準に適合すること。 

ア）飛行経路には第三者が存在する可能性が低い場所※を設定すること。ただし、

飛行経路を設定する上でやむを得ない場合には、幹線道路・鉄道や都市部以外

の交通量が少ない道路・鉄道を横断する飛行（道路・鉄道の管理者が主体的又

は協力して飛行させる場合は、この限りでない。）及び人又は家屋の密集して

いる地域以外の家屋上空における離着陸時等の一時的な飛行に限り可能とす

る。 

※第三者が存在する可能性が低い場所は、山、海水域、河川・湖沼、森林、農

用地、ゴルフ場又はこれらに類するもの。 

 

イ）１号告示空域、その他空港等における進入表面等の上空の空域、航空機の離

陸及び着陸の安全を確保するために必要なものとして国土交通大臣が告示で

定める空域又は地表若しくは水面から 150ｍ以上の高さの空域における飛行

を行わないこと。 

 

ウ）全ての飛行経路において飛行中に不測の事態（機体の異常、飛行経路周辺へ

の第三者の立ち入り、航空機の接近、運用限界を超える気象等）が発生した場

合に、付近の適切な場所に安全に着陸させる等の緊急時の実施手順を定める

とともに、第三者及び物件に危害を与えずに着陸ができる場所を予め選定す

ること。 

 

エ）飛行前に、飛行させようとする経路及びその周辺について、不測の事態が発

生した際に適切に安全上の措置を講じることができる状態であることを現場

確認すること。 
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オ）飛行範囲の外周から製造者等が保証した落下距離（飛行の高度及び使用す

る機体に基づき、当該使用する機体が飛行する地点から当該機体が落下する

地点までの距離として算定されるものをいう。）の範囲内を立入管理区画（第

三者の立ち入りを管理する区画をいう。）とし、ア）に示す飛行経路の設定基

準を準用して設定すること。ただし、５－４（１）ｄ）ウ）に示す第三者に危

害を加えないことを製造者等が証明した機能を有する場合は、この限りでな

い。 

 

カ）立入管理区画を設定した場合は、当該立入管理区画に立看板等を設置する

とともに、インターネットやポスター等により、問い合わせ先を明示した上

で上空を無人航空機が飛行することを第三者に対して周知するなど、当該立

入管理区画の性質に応じて、飛行中に第三者が立ち入らないための対策を行

うこと。また、当該立入管理区画に道路、鉄道、家屋等、第三者が存在する

可能性を排除できない場所が含まれる場合には、追加の第三者の立入管理方

法を講じること。ただし、５－４（１）ｄ）ウ）（ⅱ）に示す方法により第三

者の立ち入りの有無を常に監視できる場合は、この限りでない。 

 

キ）航空機の確認について、次に掲げる基準に適合すること。ただし、５－４

（１）ｄ）イ）に示す方法により航空機の状況を常に確認できる場合は、こ

の限りでない。 

・飛行前に、飛行経路及びその周辺に関係する航空機の運航者（救急医療用

ヘリコプターの運航者、警察庁、都道府県警察、地方公共団体の消防機関

等）に対し飛行予定を周知するとともに、航空機の飛行の安全に影響を及

ぼす可能性がある場合は、無人航空機を飛行させる者への連絡を依頼する

こと。 

・航空機の飛行の安全に影響を及ぼす可能性がある場合には、飛行の中止又

は飛行計画（飛行日時、飛行経路、飛行高度等）の変更等の安全措置を講

じること。 

・飛行経路を図示した地図、飛行日時、飛行高度、連絡先、その他飛行に関

する情報をインターネット等により公表すること。 

 

 （４）その他 

５－４（１）ｄ）イ）に示す方法により航空機の状況を常に確認できない場合は、

航空情報の発行手続きが必要であるため、以下の対応を行う体制を構築すること。 

・飛行を行う日の 1開庁日前までに、その飛行内容について、飛行する場所を管轄 

する地方航空局長（以下「管轄地方航空局長」という。）へ、以下の項目を通知

すること。なお、予め管轄地方航空局長から通知先を指定された場合には、指定

された機関へ通知を行うこと。 
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ａ）飛行日時：飛行の開始日時及び終了日時 

ｂ）飛行経路：緯度経度（世界測地系）及び地名（都道府県名及び市町村名） 

ｃ）飛行高度：下限及び上限の海抜高度 

ｄ）機 体 数：同時に飛行させる無人航空機の最大機数 

ｅ）機体諸元：無人航空機の種類、重量、寸法、色 等 

ｆ）問い合わせ先：無人航空機を飛行させる者の連絡先 

・日時及び空域を確定させて申請し許可を取得した場合には、申請内容に応じて 

航空情報を発行することとするため、飛行を行わなくなった場合には、速やかに

管轄地方航空局長に対し、その旨通知すること。 

 

 ５－５ 地上又は水上の人又は物件との間に 30ｍの距離を保てない飛行を行う場合は、

次に掲げる基準に適合すること。ただし、無人航空機の機能及び性能、無人航空機を

飛行させる者の飛行経歴等、安全を確保するために必要な体制等とあわせて総合的に

判断し、航空機の航行の安全並びに地上及び水上の人及び物件の安全が損なわれるお

それがないと認められる場合は、この限りでない。（法第 132 条の２第７号関係） 

  （１）無人航空機の落下による第三者に対する危害を防止するため、第三者の上空で

無人航空機を飛行させないことを要件とし、この場合において、次に掲げる基準

に適合すること。 

    ａ）機体について、第三者及び物件に接触した際の危害を軽減する構造を有する

こと。 

       当該構造の例は、以下のとおり。 

       ・プロペラガード 

       ・衝突した際の衝撃を緩和する素材の使用又はカバーの装着   等 

 

    ｂ）無人航空機を飛行させる者について、意図した飛行経路を維持しながら無人

航空機を飛行させることができること。 

 

    ｃ）安全を確保するために必要な体制について、第三者の上空で無人航空機を飛

行させないよう、次に掲げる基準に適合すること。 

     ・飛行させようとする経路及びその周辺を事前に確認し、適切な飛行経路を特

定すること。 

     ・飛行経路全体を見渡せる位置に、無人航空機の飛行状況及び周囲の気象状況

の変化等を常に監視できる補助者を配置し、補助者は、無人航空機を飛行さ

せる者が安全に飛行させることができるよう必要な助言を行うこと。 

     ・飛行経路の直下及びその周辺に第三者が立ち入らないように注意喚起を行う

補助者の配置等を行うこと。 

 

  （２）（１）にかかわらず、やむを得ず、第三者の上空で最大離陸重量 25kg 未満の無

人航空機を飛行させる場合には、次に掲げる基準に適合すること。 
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    ａ）機体について、次に掲げる基準に適合すること。 

     ア）飛行を継続するための高い信頼性のある設計及び飛行の継続が困難となっ

た場合に機体が直ちに落下することのない安全機能を有する設計がなされて

いること。 

       当該設計の例は、以下のとおり。 

       ・バッテリーが並列化されていること、自動的に切替え可能な予備バッテ

リーを装備すること又は地上の安定電源から有線により電力が供給され

ていること。 

       ・ＧＰＳ等の受信が機能しなくなった場合に、その機能が復帰するまで空

中における位置を保持する機能、安全な自動着陸を可能とする機能又は

ＧＰＳ等以外により位置情報を取得できる機能を有すること。 

       ・不測の事態が発生した際に、機体が直ちに落下することがないよう、安

定した飛行に必要な最低限の数より多くのプロペラ及びモーターを有す

ること、パラシュートを展開する機能を有すること又は機体が十分な浮

力を有する気嚢等を有すること。      等 

     イ）飛行させようとする空域を限定させる機能を有すること。 

        当該機能の例は、以下のとおり。 

        ・飛行範囲を制限する機能（ジオ・フェンス機能） 

・飛行範囲を制限する係留装置を有していること      等 

     ウ）第三者及び物件に接触した際の危害を軽減する構造を有すること。 

        当該構造の例は、以下のとおり。 

        ・プロペラガード 

        ・衝突した際の衝撃を緩和する素材の使用又はカバーの装着   等 

 

    ｂ）無人航空機を飛行させる者について、次に掲げる基準に適合すること。 

     ア）意図した飛行経路を維持しながら無人航空機を飛行させることができるこ

と。 

     イ）飛行の継続が困難になるなど、不測の事態が発生した際に、無人航空機を

安全に着陸させるための対処方法に関する知識を有し、適切に対応できるこ

と。 

     ウ）最近の飛行の経験として、使用する機体について、飛行を行おうとする日

からさかのぼって 90 日までの間に、１時間以上の飛行を行った経験を有する

こと。 

    ｃ） 安全を確保するために必要な体制について、次に掲げる基準に適合すること。 

     ・飛行させようとする経路及びその周辺を事前に確認し、できる限り、第三者

の上空を飛行させないような経路を特定すること。 

     ・飛行経路全体を見渡せる位置に、無人航空機の飛行状況及び周囲の気象状況

の変化等を常に監視できる補助者を配置し、補助者は、無人航空機を飛行さ

せる者が安全に飛行させることができるよう必要な助言を行うこと。 
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     ・飛行経路周辺には、上空で無人航空機が飛行していることを第三者に注意喚

起する補助者を配置すること。 

     ・不測の事態が発生した際に、第三者の避難誘導等を行うことができる補助者

を適切に配置すること。 

 

  （３）（１）にかかわらず、やむを得ず、第三者の上空で最大離陸重量 25kg 以上の無

人航空機を飛行させる場合には、次に掲げる基準に適合すること。 

    ａ）機体について、航空機に相当する耐空性能に有すること。 

       当該性能の例は、以下のとおり。 

       ・規則附属書第１において規定される耐空類別がＮ類に相当する耐空性能 

 

    ｂ）無人航空機を飛行させる者について、次に掲げる基準に適合すること。 

     ア）意図した飛行経路を維持しながら無人航空機を飛行させることができるこ

と。 

     イ）飛行の継続が困難になるなど、不測の事態が発生した際に、無人航空機を

安全に着陸させるための対処方法に関する知識を有し、適切に対応できるこ

と。 

     ウ）最近の飛行の経験として、使用する機体について、飛行を行おうとする日

からさかのぼって 90 日までの間に、１時間以上の飛行を行った経験を有する

こと。 

 

    ｃ） 安全を確保するために必要な体制について、次に掲げる基準に適合すること。 

     ・飛行させようとする経路及びその周辺を事前に確認し、できる限り、第三者

の上空を飛行させないような経路を特定すること。 

     ・飛行経路全体を見渡せる位置に、無人航空機の飛行状況及び周囲の気象状況

の変化等を常に監視できる補助者を配置し、補助者は、無人航空機を飛行さ

せる者が安全に飛行させることができるよう必要な助言を行うこと。 

     ・飛行経路周辺には、上空で無人航空機が飛行していることを第三者に注意喚

起する補助者を配置すること。 

     ・不測の事態が発生した際に、第三者の避難誘導等を行うことができる補助者

を適切に配置すること。 

 

 ５－６ 多数の者の集合する催し場所の上空における飛行を行う場合は、次に掲げる基

準に適合すること。ただし、無人航空機の機能及び性能、無人航空機を飛行させる者

の飛行経歴等、安全を確保するために必要な体制等とあわせて総合的に判断し、航空

機の航行の安全並びに地上及び水上の人及び物件の安全が損なわれるおそれがないと

認められる場合は、この限りでない。（法第 132 条の２第８号関係） 

  （１）無人航空機の落下による第三者に対する危害を防止するため、催し場所上空で

あっても、第三者の上空で無人航空機を飛行させないことを要件とし、この場合
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において、次に掲げる基準に適合すること。ただし、a）並びに c)エ）、オ）及び

カ）の基準については、機体に飛行範囲を制限するための係留装置を装着してい

る場合、第三者に対する危害を防止するためのネットを設置している場合又は製

造者等が落下距離（飛行の高度及び使用する機体に基づき、当該使用する機体が

飛行する地点から当該機体が落下する地点までの距離として算定されるものをい

う。５－６（エ）の表において同じ。）を保証し、飛行範囲の外周から当該落下距

離以内の範囲を立入禁止区画（第三者の立入を禁止する区画をいう。５－６（エ）

の表において同じ。）として設定している場合等は、この限りでない。 

    ａ）機体について、次に掲げる基準に適合すること。 

     ア）第三者及び物件に接触した際の危害を軽減する構造を有すること。 

        当該構造の例は、以下のとおり。 

        ・プロペラガード 

        ・衝突した際の衝撃を緩和する素材の使用又はカバーの装着   等 

     イ）想定される運用により、10 回以上の離陸及び着陸を含む３時間以上の飛行

実績を有すること。 

 

    ｂ）無人航空機を飛行させる者について、意図した飛行経路を維持しながら無人

航空機を飛行させることができること。 

 

    ｃ）安全を確保するために必要な体制について、第三者の上空で無人航空機を飛

行させないよう、次に掲げる基準に適合すること。 

     ア）飛行させようとする経路及びその周辺を事前に確認し、適切な飛行経路を

特定すること。 

     イ）飛行経路全体を見渡せる位置に、無人航空機の飛行状況及び周囲の気象状

況の変化等を常に監視できる補助者を配置し、補助者は、無人航空機を飛行

させる者が安全に飛行させることができるよう必要な助言を行うこと。 

     ウ）飛行経路の直下及びその周辺に第三者が立ち入らないように注意喚起を行

う補助者の配置等を行うこと。 

     エ）催しの主催者等とあらかじめ調整を行い、次表に示す立入禁止区画を設定

すること。 

 

飛行の高度 立入禁止区画 

20ｍ未満 飛行範囲の外周から 30ｍ以内の範囲 

20ｍ以上 50ｍ未満 飛行範囲の外周から 40ｍ以内の範囲 

50ｍ以上 100ｍ未満 飛行範囲の外周から 60ｍ以内の範囲 

100ｍ以上 150ｍ未満 飛行範囲の外周から 70ｍ以内の範囲 

150ｍ以上 飛行範囲の外周から落下距離（当該距離が

70ｍ未満の場合にあっては、70ｍとする。）

以内の範囲 
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     オ）風速５ｍ／ｓ以上の場合には、飛行を行わないこと。 

     カ） 飛行速度と風速の和が７ｍ／ｓ以上となる場合には、飛行を行わないこと。 

 

  （２）（１）にかかわらず、やむを得ず、第三者の上空で最大離陸重量 25kg 未満の無

人航空機を飛行させる場合には、次に掲げる基準に適合すること。 

    ａ）機体について、次に掲げる基準に適合すること。 

     ア）飛行を継続するための高い信頼性のある設計及び飛行の継続が困難となっ

た場合に機体が直ちに落下することのない安全機能を有する設計がなされて

いること。 

       当該設計の例は、以下のとおり。 

       ・バッテリーが並列化されていること、自動的な切替え可能な予備バッテ

リーを装備すること又は地上の安定電源から有線により電力が供給され

ていること。 

       ・ＧＰＳ等の受信が機能しなくなった場合に、その機能が復帰するまで空

中における位置を保持する機能、安全な自動着陸を可能とする機能又は

ＧＰＳ等以外により位置情報を取得できる機能を有すること。 

       ・不測の事態が発生した際に、機体が直ちに落下することがないよう、安

定した飛行に必要な最低限の数より多くのプロペラ及びモーターを有す

ること、パラシュートを展開する機能を有すること又は機体が十分な浮

力を有する気嚢等を有すること     等 

     イ）飛行させようとする空域を限定させる機能を有すること。 

        当該機能の例は、以下のとおり。 

        ・飛行範囲を制限する機能（ジオ・フェンス機能） 

・飛行範囲を制限する係留装置を有していること   等 

     ウ）第三者及び物件に接触した際の危害を軽減する構造を有すること。 

        当該構造の例は、以下のとおり。 

        ・プロペラガード 

        ・衝突した際の衝撃を緩和する素材の使用又はカバーの装着   等 

 

    ｂ）無人航空機を飛行させる者について、次に掲げる基準に適合すること。 

     ア）意図した飛行経路を維持しながら無人航空機を飛行させることができるこ

と。 

     イ）飛行の継続が困難になるなど、不測の事態が発生した際に、無人航空機を

安全に着陸させるための対処方法に関する知識を有し、適切に対応できるこ

と。 

     ウ）最近の飛行の経験として、使用する機体について、飛行を行おうとする日

からさかのぼって 90 日までの間に、１時間以上の飛行を行った経験を有する

こと。 
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    ｃ） 安全を確保するために必要な体制について、次に掲げる基準に適合すること。 

     ・飛行させようとする経路及びその周辺を事前に確認し、できる限り、第三者

の上空を飛行させないような経路を特定すること。 

     ・飛行経路全体を見渡せる位置に、無人航空機の飛行状況及び周囲の気象状況

の変化等を常に監視できる補助者を配置し、補助者は、無人航空機を飛行さ

せる者が安全に飛行させることができるよう必要な助言を行うこと。 

     ・飛行経路周辺には、上空で無人航空機が飛行していることを第三者に注意喚

起する補助者を配置すること。 

     ・不測の事態が発生した際に、第三者の避難誘導等を行うことができる補助者

を適切に配置すること。 

     ・催しの主催者等とあらかじめ調整を行い、観客、機材等から適切な距離を保

って飛行させること。 

 

  （３）（１）にかかわらず、やむを得ず、第三者の上空で最大離陸重量 25kg 以上の無

人航空機を飛行させる場合には、次に掲げる基準に適合すること。 

    ａ）機体について、航空機に相当する耐空性能を有すること。 

       当該性能の例は、以下のとおり。 

       ・規則附属書第１において規定される耐空類別がＮ類に相当する耐空性能 

 

    ｂ）無人航空機を飛行させる者について、次に掲げる基準に適合すること。 

     ア）意図した飛行経路を維持しながら無人航空機を飛行させることができるこ

と。 

     イ）飛行の継続が困難になるなど、不測の事態が発生した際に、無人航空機を

安全に着陸させるための対処方法に関する知識を有し、適切に対応できるこ

と。 

     ウ）最近の飛行の経験として、使用する機体について、飛行を行おうとする日

からさかのぼって 90 日までの間に、１時間以上の飛行を行った経験を有する

こと。 

 

    ｃ） 安全を確保するために必要な体制について、次に掲げる基準に適合すること。 

     ・飛行させようとする経路及びその周辺を事前に確認し、できる限り、第三者

の上空を飛行させないような経路を特定すること。 

     ・飛行経路全体を見渡せる位置に、無人航空機の飛行状況及び周囲の気象状況

の変化等を常に監視できる補助者を配置し、補助者は、無人航空機を飛行さ

せる者が安全に飛行させることができるよう必要な助言を行うこと。 

     ・飛行経路周辺には、上空で無人航空機が飛行していることを第三者に注意喚

起する補助者を配置すること。 

     ・不測の事態が発生した際に、第三者の避難誘導等を行うことができる補助者
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を適切に配置すること。 

     ・催しの主催者等とあらかじめ調整を行い、観客、機材等から適切な距離を保

って飛行させること。 

 

 ５－７ 危険物の輸送を行う場合は、次に掲げる基準に適合すること。ただし、無人航

空機の機能及び性能、無人航空機を飛行させる者の飛行経歴等、安全を確保するため

に必要な体制等とあわせて総合的に判断し、航空機の航行の安全並びに地上及び水上

の人及び物件の安全が損なわれるおそれがないと認められる場合は、この限りでない。

（法第 132 条の２第９号関係） 

  （１）機体について、危険物の輸送に適した装備が備えられていること。 

 

  （２）無人航空機を飛行させる者について、意図した飛行経路を維持しながら無人航

空機を飛行させることができること。 

 

  （３）安全を確保するために必要な体制について、次に掲げる基準に適合すること。 

    ・真に必要と認められる飛行であること。 

    ・飛行させようとする経路及びその周辺を事前に確認し、適切な飛行経路を特定

すること。 

    ・飛行経路全体を見渡せる位置に、無人航空機の飛行状況及び周囲の気象状況の

変化等を常に監視できる補助者を配置し、補助者は、無人航空機を飛行させる

者が安全に飛行させることができるよう必要な助言を行うこと。 

    ・飛行経路の直下及びその周辺に第三者が立ち入らないように注意喚起を行う補

助者の配置等を行うこと。 

 

 ５－８ 物件投下を行う場合は、次に掲げる基準に適合すること。ただし、無人航空機

の機能及び性能、無人航空機を飛行させる者の飛行経歴等、安全を確保するために必

要な体制等とあわせて総合的に判断し、航空機の航行の安全並びに地上及び水上の人

及び物件の安全が損なわれるおそれがないと認められる場合は、この限りでない。（法

第 132 条の２第 10 号関係） 

  （１）機体について、不用意に物件を投下する機構でないこと。 

 

  （２）無人航空機を飛行させる者について、次に掲げる基準に適合すること。 

    ・５回以上の物件投下の実績を有し、物件投下の前後で安定した機体の姿勢制御

ができること。 

    ・必要な実績及び能力を有していない場合には、無人航空機を飛行させる者又は

その関係者の管理下にあって第三者が立ち入らないよう措置された場所におい

て、物件投下の訓練を実施すること。 

 

  （３）安全を確保するために必要な体制について、次に掲げる基準に適合すること。 
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    ・物件を投下しようとする場所に、無人航空機の飛行状況及び周囲の気象状況の

変化等を常に監視できる補助者を配置し、補助者は、無人航空機を飛行させる

者が安全に飛行させることができるよう必要な助言を行うこと。 

    ・物件を投下しようとする場所に、第三者が立ち入らないように注意喚起を行う

補助者の配置等を行うこと。 

 

６．その他 

  この要領を実施するために必要な細目的事項については、運航安全課長又は航空機安

全課長が別に定める。 

附則（平成 27 年 11 月 17 日 国空航第 684 号、国空機第 923 号） 

この審査要領は、平成 27 年 12 月 10 日から施行する。 

 

附則（平成 29 年 3 月 31 日 国空航第 11612 号、国空機第 9879 号） 

この審査要領は、平成 29 年４月１日から施行する。 

 

 附則（平成 30 年 1 月 9 日 国空航第 1783 号、国空機第 1897 号） 

  この審査要領は、平成 30 年 1 月 23 日から施行する。 

 

 附則（平成 30 年１月 31 日 国空航第 1896 号、国空機第 2030 号） 

  この審査要領は、平成 30 年２月１日から施行する。 

 

附則（平成 30 年９月 14 日 国空航第 951 号、国空機第 619 号） 

この審査要領は、平成 30 年９月 18 日から施行する。 

 

附則（令和元年７月 26 日 国空安企第 98 号、国空航第 794 号、国空機第 494 号） 

この審査要領は、令和元年７月 26 日から施行する。 

 

附則（令和元年８月 23 日 国空安企第 131 号、国空航第 1009 号、国空機第 633 号） 

１ この審査要領は、令和元年９月 18 日から施行する。 

２ 施行前に改正前の法第 132 条の２ただし書の規定により受けた同条第１号から第

６号までに定められた飛行の方法によらない飛行の承認は、改正後の法第 132 条の

２ただし書の規定により受けた同条第５号から第10号までに定められた飛行の方法

によらない飛行の承認とみなす。 

３ 施行の際現にされている改正前の法第 132 条の２ただし書の規定による同条第１

号から第６号までに定められた飛行の方法によらない飛行の承認の申請は、改正後

の法第 132条の２ただし書の規定による同条第５号から第 10号までに定められた飛

行の方法によらない飛行の承認の申請とみなす。 



（様式１）                                          
    年   月   日 

無人航空機の飛行に関する許可・承認申請書 

☐新規  ☐更新※１  ☐変更※２ 
 
 

             殿 

 

     氏 名 又 は 名 称  

及 び 住 所 

並びに法人の場合は代表者の氏名 

             （連絡先）                 
 
 

航空法（昭和 27 年法律第 231 号）第 132 条ただし書の規定による許可及び同法第 132 条

の２ただし書の規定による承認を受けたいので、下記のとおり申請します。 

 

飛行の目的 

☐業務 

☐空撮  ☐報道取材  ☐警備      ☐農林水産業 

☐測量  ☐環境調査  ☐設備メンテナンス 

☐インフラ点検・保守  ☐資材管理  ☐輸送・宅配 

☐自然観測  ☐事故・災害対応等 

☐趣味 

☐その他（                    ） 

飛行の日時※３  

飛行の経路※４ 

（飛行の場所）  

飛行の高度 地表等からの高度       ｍ 海抜高度      ｍ 

申

請

事

項

及

び

理

由 

飛行禁止 

空域の飛行 

（第 132 条

関係） 

☐航空機の離陸及び着陸が頻繁に実施される空港等で安全かつ円滑な

航空交通の確保を図る必要があるものとして国土交通大臣が告示で

定めるものの周辺の空域であって、当該空港等及びその上空の空域に

おける航空交通の安全を確保するために必要なものとして国土交通

大臣が告示で定める空域 

 （空港等名称          ） 

☐進入表面、転移表面若しくは水平表面若しくは延長進入表面、円錐表

面若しくは外側水平表面の上空の空域又は航空機の離陸及び着陸の

安全を確保するために必要なものとして国土交通大臣が告示で定め

る空域（空港等名称          ） 

☐地表又は水面から 150ｍ以上の高さの空域 

☐人又は家屋の密集している地域の上空 

【飛行禁止空域を飛行させる理由】 

印 



飛行の方法 

（第 132 条

の２関係） 

☐夜間飛行   ☐目視外飛行 

☐人又は物件から 30ｍ以上の距離が確保できない飛行 

☐催し場所上空の飛行   ☐危険物の輸送   ☐物件投下 

【第 132 条の２第５号から第 10 号までに掲げる方法によらずに飛行さ

せる理由】 

(注)氏名を記載し、押印することに代えて、署名することができる。 

（次頁に続く） 

無人航空機の製造者、名称、

重量その他の無人航空機を

特定するために必要な事項 

☐別添資料のとおり。 

☐変更申請であって、かつ、左記事項に変更がない。 

無人航空機の機能及び 

性能に関する事項 

☐別添資料のとおり。 

☐変更申請であって、かつ、左記事項に変更がない。 

無人航空機の飛行経歴並び

に無人航空機を飛行させる

ために必要な知識及び能力 

に関する事項 

☐別添資料のとおり※５。 

☐変更申請であって、かつ、左記事項に変更がない。 

無人航空機を飛行させる際

の安全を確保するために必

要な体制に関する事項 

☐航空局標準マニュアルを使用する。 

☐航空局ホームページ掲載されている以下の団体等が定め

る飛行マニュアルを使用する。 

  団体等名称： 

  飛行マニュアル名称： 

☐上記以外の飛行マニュアル（別添）を使用する。 

☐変更申請であって、かつ、左記事項に変更がない。 

その他参考となる事項 

【変更又は更新申請に関する現に有効な許可等の情報】 

  許可承認番号： 

  許可承認日： 

  ※許可承認書の写しを添付すること。 

（次頁に続く） 

 

 

 



 

 

 

 

【第三者賠償責任保険への加入状況】 

☐加入している（☐対人 ☐対物） 

保険会社名： 

商 品 名： 

  補 償 金 額：（対人）     （対物） 

☐加入していない 

その他参考となる事項 

【空港設置管理者等又は空域を管轄する関係機関との調整

結果（航空法第 132 条第１号に掲げる空域における飛行に

限る。）】 

☐空港設置管理者等 

 調整機関名： 

 調 整 結 果： 

 

☐空域を管轄する関係機関 

 調整機関名： 

 調 整 結 果： 

 

【催しの主催者等との調整結果（催し場所上空の飛行に限

る。）】 

 催 し 名 称： 

 主催者等名： 

 調 整 結 果： 

 

（次頁に続く） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



備   考 

【緊急連絡先】 

 担当者 ： 

 電話番号： 

 

 

※１ 更新申請とは、許可等の期間の更新を受けようとする場合の申請。 

※２ 変更申請とは、許可等を取得した後に「無人航空機の製造者、名称、重量その他の無人航空機を

特定するために必要な事項」、「無人航空機の機能及び性能に関する事項」、「無人航空機の飛行経

歴並びに無人航空機を飛行させるために必要な知識及び能力に関する事項」又は「無人航空機を

飛行させる際の安全を確保するために必要な体制に関する事項」の内容の一部を変更する場合の

申請。 

※３ 次の飛行を行う場合は、飛行の日時を特定し記載すること。それ以外の飛行であって飛行の日時

が特定できない場合には、期間及び時間帯を記載すること。 

・人又は家屋の密集している地域の上空で夜間における目視外飛行 

・催し場所の上空における飛行 

※４ 次の飛行を行う場合は、飛行の経路を特定し記載すること。それ以外の飛行であって飛行の経路

を特定できない場合には、飛行が想定される範囲を記載すること。 

・進入表面等の上空の空域又は航空機の離陸及び着陸の安全を確保するために必要なものとし

て国土交通大臣が告示で定める空域における飛行 

・地表若しくは水面から 150ｍ以上の高さの空域における飛行 

・人又は家屋の密集している地域の上空における夜間飛行 

・夜間における目視外飛行 

・補助者を配置しない目視外飛行 

・催し場所の上空の飛行 

・趣味目的での飛行 

※５ 航空局ホームページに掲載されている団体等が技能認証を行う場合は、当該認証を証する書類の

写しを添付すること。なお、当該写しは、発行した団体名、操縦者の氏名、技能の確認日、認証

された飛行形態、無人航空機の種類が記載されたものであることに留意すること。 



（様式２） 

無人航空機の機能・性能に関する基準適合確認書 
 

１．飛行させる無人航空機に関する事項を記載すること。 

製造者名  名 称  

重量※１  製造番号等  

 

２．ホームページ掲載無人航空機の場合には、改造を行っているかどうかを記載し、「改造してい

る」場合には、３．の項も記載すること。  

改造の有無   ： ☐改造していない  /  ☐改造している（→改造概要及び３．を記載） 

 

３．ホームページ掲載無人航空機に該当しない場合又はホームページ掲載無人航空機であっても

改造を行っている場合は、次の内容を確認すること。 

確認事項 確認結果 

一
般 

鋭利な突起物のない構造であること（構造上、必要なものを除く。）。 ☐適 / ☐否 

無人航空機の位置及び向きが正確に視認できる灯火又は表示等を

有していること。 
☐適 / ☐否 

無人航空機を飛行させる者が燃料又はバッテリーの状態を確認で

きること。 
☐適 / ☐否 

遠
隔
操
作
の
機
体
※
２ 

特別な操作技術又は過度な注意力を要することなく、安定した離陸

及び着陸ができること。 
☐適 / ☐否/ ☐該当せず 

特別な操作技術又は過度な注意力を要することなく、安定した飛行

（上昇、前後移動、水平方向の飛行、ホバリング（回転翼機）、下降

等）ができること。 

☐適 / ☐否/ ☐該当せず 

緊急時に機体が暴走しないよう、操縦装置の主電源の切断又は同等

な手段により、モーター又は発動機を停止できること。 
☐適 / ☐否/ ☐該当せず 

操縦装置は、操作の誤りのおそれができる限り少ないようにしたも

のであること。 
☐適 / ☐否/ ☐該当せず 

操縦装置により適切に無人航空機を制御できること。 ☐適 / ☐否/ ☐該当せず 

自
動
操
縦
の
機
体
※
３ 

自動操縦システムにより、安定した離陸及び着陸ができること。 ☐適 / ☐否/ ☐該当せず 

自動操縦システムにより、安定した飛行（上昇、前後移動、水平方

向の飛行、ホバリング（回転翼機）、下降等）ができること。 
☐適 / ☐否/ ☐該当せず 

あらかじめ設定された飛行プログラムにかかわらず、常時、不具合

発生時等において、無人航空機を飛行させる者が機体を安全に着陸

させられるよう、強制的に操作介入ができる設計であること。 

☐適 / ☐否/ ☐該当せず 

※１ 最大離陸重量の形態で確認すること。ただし、それが困難な場合には、確認した際の重量を記載すること。 

※２ 遠隔操作とは、プロポ等の操縦装置を活用し、空中での上昇、ホバリング、水平飛行、下降等の操作を行うこと

をいう。遠隔操作を行わない場合には「該当せず」を選択すること。 

※３ 自動操縦とは、当該機器に組み込まれたプログラムにより自動的に操縦を行うことをいう。自動操縦を行わない

場合には「該当せず」を選択すること。 

  

改  造  概  要 

 



（様式３） 

無人航空機を飛行させる者に関する飛行経歴・知識・能力確認書 

無人航空機を飛行させる者 ： ○○ ○○ 

確認事項 確認結果 

飛行経歴 無人航空機の種類別に、10 時間以上の飛行経歴を有すること。 ☐適 / ☐否 

知 識 

航空法関係法令に関する知識を有すること。 ☐適 / ☐否 

安全飛行に関する知識を有すること。 

・飛行ルール（飛行の禁止空域、飛行の方法） 

・気象に関する知識 

・無人航空機の安全機能（フェールセーフ機能 等） 

・取扱説明書に記載された日常点検項目 

・自動操縦システムを装備している場合には、当該システムの構造

及び取扱説明書に記載された日常点検項目 

・無人航空機を飛行させる際の安全を確保するために必要な体制 

・飛行形態に応じた追加基準 

☐適 / ☐否 

能 

力 

一

般 

飛行前に、次に掲げる確認が行えること。 

・周囲の安全確認（第三者の立入の有無、風速・風向等の気象 等） 

・燃料又はバッテリーの残量確認 

・通信系統及び推進系統の作動確認 

☐適 / ☐否 

遠
隔
操
作
の
機
体
※
１ 

GPS 等の機能を利用せず、安定した離陸及び着陸ができること。 ☐適 / ☐否 

GPS 等の機能を利用せず、安定した飛行ができること。 

・上昇 

・一定位置、高度を維持したホバリング（回転翼機） 

・ホバリング状態から機首の方向を 90°回転（回転翼機） 

・前後移動 

・水平方向の飛行（左右移動又は左右旋回） 

・下降 

☐適 / ☐否 

自
動
操
縦
の
機
体

※
２ 

自動操縦システムにおいて、適切に飛行経路を設定できること。 ☐適 / ☐否 

飛行中に不具合が発生した際に、無人航空機を安全に着陸させられ

るよう、適切に操作介入ができること。 
☐適 / ☐否 

※１ 遠隔操作とは、プロポ等の操縦装置を活用し、空中での上昇、ホバリング、水平飛行、下降等の操作を行うこと

をいう。遠隔操作を行わない場合には「遠隔操作の機体」の欄の確認結果について記載は不要。 

※２ 自動操縦とは、当該機器に組み込まれたプログラムにより自動的に操縦を行うことをいう。自動操縦を行わない

場合には「自動操縦の機体」の欄の確認結果について記載は不要。 

                  

上記の確認において、基準に適合していない項目がある場合には、下記の表に代替的な安全対策等を記載

し、航空機の航行の安全並びに地上及び水上の人及び物件の安全が損なわれるおそれがないことを説明する

こと。 

項目 代替的な安全対策等及び安全が損なわれるおそれがないことの説明 

 

 

 

 

 

記載内容が多いときは、別紙として添付すること。 
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消 防 広 第 8 5 号 

平成 31 年４月５日 

関係各都道府県防災主管課長 

 殿 

各 消 防 防 災 航 空 隊 長 

消防庁広域応援室長 

  「航空機乗組員の飲酒による運航への影響について（航空法第 70条関係）」の制定 

に係る対応について 

国土交通省航空局安全部運航安全課（以下「国土交通省」という。）では、日本国内定期航空運

送事業者における飲酒に関する不適切事案を踏まえ、平成 30 年 11 月に「航空従事者の飲酒基準

に関する検討会」（以下「検討会」という。）を設置し、同年 12月に中間とりまとめとして操縦士

の飲酒に関する基準等（以下「中間とりまとめ」という。）について公表したところです。 

今般、国土交通省は、中間とりまとめを踏まえ、航空法（昭和 27 年法律第 231 号）第 70 条の

運用に係る通達（以下「航空局長通達」という。）の発出及び運航規程審査要領細則の改正等を行

い、消防庁に対して消防機関における飲酒対策の徹底を求めているところです。 

今回の改正は、航空法第 69 条に定める航空機乗組員を対象とするものと航空法第 102条に定め

る本邦航空運送事業者を対象とするものとに分かれています。消防防災航空隊は、本邦航空運送

事業者には該当しませんが、消防防災航空隊の公共性・運航の安全性を踏まえると、本邦航空運

送事業者に求められる内容に準じた対応をとる必要があります。 

ついては、消防防災ヘリコプターを運航する道県及び消防本部におかれましては、下記に示す

内容について徹底していただき、消防防災航空隊の適切な運営を行っていただくようお願いしま

す。 

なお、本通知は、消防組織法（昭和 22 年法律第 226 号）第 37 条の規定に基づく助言として発

出するものであることを申し添えます。 

記 

１ 航空機乗組員の飲酒による運航への影響について（航空法第 70条関係） 

 航空局長通達により、航空機乗組員が酒精飲料の影響によって正常な運航ができないおそれ

がある状態について、一定の目安となる具体の体内アルコール濃度等が明確にされました。 

（１）原則

酒精飲料による身体への影響は、個人の体質やその日の体調により異なるため、体内に保

有するアルコールが微量であっても航空機の正常な運航に影響を与えるおそれがある。この

ため、航空機乗組員は体内に保有するアルコール濃度の程度にかかわらず体内にアルコール

014710
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を保有する状態で航空業務を行わないこと。（※） 

  ※ 体内にアルコールを呼気１リットルにつき0.09ミリグラム未満（（２）ア参照）であっ

ても、アルコールを保有する状態で航空業務を行った場合は、技能証明の取消し等の処分

の対象となるおそれがある。 

    なお、アルコール検知器協議会によると、アルコール検知器については、検知誤差や空

気中及び口腔内のアルコールの影響を考慮し、呼気中アルコールを検知する閾値（例えば

0.05 mg/ℓ以上）が設定されている。 

（２）航空法第70条の目安となる体内アルコール濃度等 

   次のいずれかに掲げる場合に該当する航空機乗組員は、酒精飲料の影響によって正常な運

航ができないおそれがある状態であり、航空業務は行わないこと。 

  ア 身体に血液１リットルにつき 0.2 グラム以上又は呼気１リットルにつき 0.09 ミリグラ

ム以上のアルコール濃度を保有している場合（※） 

  イ 前アの規定にかかわらず、酒精飲料の影響により、反応速度の遅延など航空機の正常な

運航ができないおそれがあると認められる場合 

  ※ 基準値以上のアルコール濃度で航空業務を行うと航空法違反による罰則（一年以下の懲

役又は三十万円以下の罰金）の対象となる。 

 

２ 消防防災航空隊における航空機乗組員以外の取扱いについて 

消防防災ヘリコプターを用いた各種消防活動（災害活動、訓練、調査飛行等）（以下「航空消

防活動」という。）は、地上への降下、ホイスト操作等を伴い、消防防災航空隊に配置されてい

る者（運航受託業者から派遣される者を含む）で消防防災航空隊が運航する航空機に乗り組み、

航空消防活動に従事するもの（以下「救助員等」という。）による誤操作や判断ミスは墜落等重

大な事故につながり易い特性がある。消防防災ヘリコプターの運航の安全性を確保するため、

救助員等についても、前１に掲げる場合に該当するときは、航空消防活動に従事しないこと。 

 

３ 飲酒後の航空業務及び航空消防活動への従事制限について 

  航空機乗組員及び救助員等は、飲酒後８時間以内に航空業務及び航空消防活動を行ってはな

らないこと。 

 

４ アルコール検査について 

航空機乗組員及び救助員等は、勤務開始前に別紙に示す要領によりアルコール検査を行うこ

と。 

なお、消防防災ヘリコプターの運行形態及び消防防災航空隊で使用される消防防災ヘリコプ

ターの構造を考慮して、勤務中における飲酒は想定し難いことから、乗務後のアルコール検査

は要しないものとする。 

 

５ アルコールに関する教育について 

検討会がとりまとめた内容（参考資料参照）を十分に反映させた教育を、航空機乗組員、救
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助員等のほか、消防防災航空隊の運航責任者を含めた飲酒対策に関連する全ての職員に対し、

定期的に実施すること。 

 

６ 消防防災ヘリコプターの運航に関する規程等への反映 

  １から５までに掲げる内容を、各消防防災航空隊で定める消防防災ヘリコプターの運航に関

する規程等へ反映させること。 

 

７ その他 

（１）前１から３まで及び６に掲げる内容を速やかに実施すること。 

（２）前４及び５に掲げる内容を実施するための準備（アルコール検知器の調達等）を速やかに

行い、当該準備が整い次第、順次実施すること。 

（３）国土交通省では、整備従事者及び運航管理者等に対しての飲酒に係る基準等を策定する予

定である。国土交通省における検討状況を踏まえ、対応について別途通知する。 

 

８ 参考資料 

（１）「航空機乗組員の飲酒による運航への影響について（航空法第 70条関係）」の制定について

（平成 31年１月 31日国空航第 2278 号国土交通省航空局安全部運航安全課長） 

（２）操縦士の飲酒に関する基準について（中間とりまとめ）（平成 30 年 12 月 25 日航空従事者

の飲酒に関する基準検討会） 

（３）飲酒に関する基礎教育資料（定期航空協会及び一般財団法人航空医学研究センター作成、

国土交通省航空局監修） 

 

 

 

 

 

 

  

[担当] 

消防庁広域応援室航空係 中道 殿谷 

【電 話】03－5253－7527(直通) 

【F A X】03－5253－7537 

【E-mail】h.tonoya@soumu.go.jp 
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別紙 

 

消防防災航空隊 航空機乗組員及び救助員等のアルコール検査実施要領 

 

１ 検査方法 

（１）航空機乗組員及び救助員等は、アルコール検知器を使用し、当日の勤務開始前にアルコー

ル検査を行うことにより、酒気帯びの有無を確認すること（※１）。 

（２）検査にあたり、不正（なりすまし、すり抜け等）を防止するため、原則、航空機乗組員及

び救助員等以外で、アルコール検査に関し必要な教育を受け、消防防災航空隊の運航責任者

が適切と認めた者が立ち会い、検査が適切に行われていることを確認すること。 

  ※１ 機器が表示する下限値及び計測方法（やり直し回数等）は、機器製造事業者が機器の

誤差や口中・空気中のアルコール成分の影響を考慮し呼気中のアルコール濃度が正確に

検知できると定める下限値及び計測方法とすることができる。 

 

２ 検査結果の記録及び保存 

  アルコール検査の結果（日時、測定者及び立ち会い者の氏名、測定値等）についての記録を

作成し、少なくとも一年間保存すること。 

 

３ アルコール検知器 

  検査に使用するアルコール検知器は以下の使用を満たすこと。 

（１）一定の呼気量をもとにアルコール濃度を測定し、数値を表示できること。 

（２）表示するアルコール濃度の数値の単位は、0.01 mg/ℓ 以下であること。 

（３）使用するアルコール検知器は、製造事業者の定めに従い適切に管理・運用されているもの

であること。 
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